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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

９番、景山浩君、１０番、細田元教君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

－２－



日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、１０番、細田元教君の質問を許します。

１０番、細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） おはようございます。数年ぶりにトップバッターで一般質問をさ

せていただきます。ちょっと緊張をしておりますけども、４点簡単に質問して答弁をいただきた

いと思います。

第１点は、昨年の１０月に選挙がありまして、新しい陶山町長が誕生して、はや１年過ぎまし

た。このまだ４分の１でございますが、初めてなられたこともありますし、就任から１年たって

どのような感想とか、総括されているのかな。また、来年は折り返し地点の２年目に、今もう入

っておりますが、それを踏まえて町政をどのような方向に持っていかれるのか、抱負をお聞きし

たいと思います。

２点目が総合支援事業についてでございますが、これは介護保険制度の問題でございまして、

２８年度から行っておりますけども、要は介護保険制度が変わりまして、要支援１、２の方が今

まで介護保険で行ったサービスを市町村でやっていただきたいと、そういう制度改正が行われ、

２９年度は実際にもう今やっております。これは訪問介護と通所介護が市町村事業になっており

まして、今現在、我が町はみなし規定におきまして民間の事業所がそれを行っております。これ

も来年春には、医療と介護、または自立障がい者も同時改定が行われまして、そういう場所が大

変厳しい状態になるだろうという予測が、今、されておりますが、今後はこの要支援１、２の方、

また要介護１、２の方について、町はどのような対応で今後それらの方を守っていかれるのか。

また、そのような方を要介護状態にならないような施策は、今後どのようにされるのかもお聞き

したいと思います。

次、地域包括ケアでございますが、前に述べましたそのようなことも踏まえて、来年の介護保

険改正の大きな目玉は、地域包括ケアシステムをいかにつくるか、また、つくらなければならな

いと、そのような大きな命題になっております。それについて、町はこの地域包括ケアシステム

をどのように持っていかれようとしておられるのか。そこで、介護保険制度の改正で一番肝にな

っているのが、生活支援コーディネーターという役割なんですね。今でも社協にそういう方が１

人ございますけども、それらの方との連携、また、今後そういう生活支援コーディネーターの方

をどのように育成され、地域包括といえば高齢者ばっかりではありません。障がい者、ひきこも
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り、不登校、全てのいろんな諸課題が地域にあります。これらの方をいかにしてコーディネータ

ーして、地域を包括的にケアできるかという、大きな問題が来年度から本格的にスタートしてま

いります。これに対しての町の対応でございます。

最後は、総合相談についてでございますが、今、地域を見回しましても、また介護保険制度で

もいろんなことですが、８０、５０ラインという言葉がございます。地域の中に、また我が家の

中に、一家庭の中に、高齢者が８０歳以上要介護状態、支えている方が５０歳代、または５０歳

以上。老老介護とか、親を、その子供が５０歳以上でこの面倒を見る。これは全国的な、今、問

題になっております。そのようなことが一つと。ある家庭によりますと、じいちゃん、ばあちゃ

んは要介護３以上、４以上。子供さんは精神障がい、孫さんは不登校と。いろんな問題が今出て

おります。また、家庭によって兄弟暮らしによって、妹さんが精神障がい者、それのお姉さんと

一緒に生活していると。もちろん障がい手帳で年金もらっておられます。調子がいいときはその

年金をもとにした生活し、パートしたりいろんなことをして頑張っておられます。それの方が調

子悪く入院された場合、それだけじゃ足らないと。そのような類いのことがたくさん、今、現実

的に起きております。それらを構えた相談する場所、またそういう相談について、障がい者につ

いては障害者自立支援法とかいろんな手だてがあって、それなりにサービスは受けられるし守れ

ますけども、それと一緒になって生活している方も共倒れをするような感じが、今、起きている

家庭もぱらぱら出てまいりました。それについての相談場所、今、確かに社協には生活困窮者自

立支援法に基づく相談体制が出てきております。ここもすごく、今、大変な状況になっておりま

す。これについても町としても、やっぱりいろんな問題はそこに行けばある程度の道筋がつく、

このような体制をつくらなければいけないと思っておりますが、その町の体制の必要性を思いま

すけども、本町のこれについての施策があればお聞きしたいと思います。

以上、壇上からではございますが、あと町長の回答をお聞きしまして、再質問させていただき

ます。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 皆さん、おはようございます。２日間の一般質問、どうぞよろしくお願

いいたします。

それでは、私が南部町長に就任して、ほどなく１年２カ月を迎えようとしています。その中で

今回、細田議員からこの１年間の総括の御質問を頂戴いたしました。正直なところ、この１年２

カ月は非常に私にとって長かったようにも感じますし、あっという間だったというような気もし

ています。私はこの間、南部町の持つ自然や文化など、恵まれた環境を次世代につなぐためには、
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変化を恐れず挑戦する心意気が大事だと申し上げ、多くの皆さんと話し合ってきました。集落に

若いもんもおらんし、いけんじぇ町長、など、後ろ向きな御意見には私も正直なところ、やっぱ

りだめかもしらないと思うこともありましたが、１２０人の職員と多くの住民の皆さんに協力、

激励いただきながら、ほんの少しずつではありますが、成果が見え出したかなと思ってるところ

でございます。

私の５つの挑戦項目に沿って、進捗を御説明いたします。１点目、なんぶ創生では、生涯活躍

のまちづくりを推し進めてまいりました。４月には法勝寺にお試し住宅米やがオープンし、なん

ぶ里山デザイン大学の里山講座や、お試し住宅などの幅広い利用をいただいております。第２弾

の賀野地区では、えぷろんの横に現在、サテライト施設を整備中で、来春にはオープンできる見

通しです。手間サテライト施設も地域の皆さんが検討チームを立ち上げ、具体的な運営について

も検討が深まってきたとお聞きしております。私も大変楽しみにしているところでございます。

振興協議会単位で地域の皆さんと町長が課題について語り合う地域円卓会議も始まりました。Ｎ

ＯＫ、ＴＶＣの新工場も完成し、いよいよ稼働を始めているところでございます。

２点目、子供たちが生き生き育つ環境と人材育成では、法勝寺地域振興協議会の協力をいただ

き、念願の子供食堂が始まりました。学校関係では、全小・中学校５校にエアコンを設置する工

事に着手したところでございます。また、小・中学校９年間を通じて、南部町の暮らしを学習す

る学科としてまち未来科がありますが、その集約として中学生が南部町を考え提案する学会、私

は学会だと思ってますけれども、まち未来会議も年々、発展、進化をしています。ぜひ、新年度

はこの中学生たちの提案の中から、一つでも事業化してやりたいと思っています。高校生サーク

ルの活動も顕著ですが、本年は新青年団も誕生し、今後の活躍が期待されます。また、１０月に

は、南部町教育の日制定１０周年を記念して、京都清水寺、森清範貫主に講演と揮毫をいただき

ました。今議会でも複数の議員から御質問いただいていますポケットパーク、私は小規模な親子

の公園を想定していますが、これについても利用者の思いを形にするという、新たな手法で始ま

ったところでございます。

３点目、健康長寿のまちづくりでは、住民の皆さんに身近な集落の集会所や公民館を利用して、

健康づくりと生きがいづくりの場とするいきいき百歳体操を始めました。全集落でぜひ取り組ん

でいただきたいと願っています。また、ひきこもりの方やその家族に対する支援を行政と社会福

祉協議会、町内の福祉機関が連携して取り組む動きが活発化してきており、地域包括ケアシステ

ムの進化と合わせて事業進捗を図ってまいります。

４点目、人と地球環境にやさしい共生のまちづくりでは、合併時からの懸案であった水道料金
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の統合や、伯耆町と合同で行っています新宮谷のごみ焼却施設の基幹改良に着手をいたしました。

オオサンショウウオの全国大会は、関係者の御努力もあって大成功であったとの評価もいただき

ました。

５点目、行財政改革では、機構改革によって法勝寺庁舎町民課に総合窓口の設置、子育て支援

課の新設、上下水道を建設課に統合いたしました。入札制度では郵便入札を導入し、入札参加者

が庁舎に来る手間を省いております。以上、私の５つの挑戦に沿って申し上げてまいりました。

次に、来年の抱負についてお尋ねをいただきました。１２月１６日、今週の土曜日には、県道

境車尾線、境地内ですが、１キロのバイパスがいよいよ開通いたします。これで南部町が他市町

村と接する主要道路は、全て２車線になりました。利便性が上がった南部町の未来図を描き、計

画的に事業を進めるには、これまで以上に重要になってきますので、新年度から総合計画に着手

したいと思っています。人口が減少する中にあって、今後５年、１０年後の農地、住宅地、公共

施設などをどのように生かすのか、これを総合的に検討する必要があるからです。南部町の医療

・保健・福祉は大変すぐれていますが、住民が住みなれた地域で安心して暮らしていくためには、

さらなる連携機能が必要だと考えます。西伯病院を中心に、診療所や米子市の病院との連携、ゆ

うらくや福祉施設などとの連携等、さらに深まるよう進めてまいりたいと思います。また、高齢

化による運転免許返納など、高齢社会では重大な問題になってきています。地域で安心して暮ら

すために必要な公共交通のあり方については、今後も検討が必要ですが、課題であった南さいは

く地区にデマンド交通を取り入れ、運行を始めたいと思っています。農業については、集落営農、

法人化など集団化と６次化によって、持続可能な農業を目指していきたいと思っています。さら

に、懸案のさいはく分館建てかえについては、現在検討が進められていますが、新年度は実施設

計等に着手したいと思っています。また、天萬地区のサテライト施設、法勝寺高校跡地の活用な

ど、計画案が示されれば実施について踏み込んでいきたいと思っています。

次に、要支援１、２の方の訪問介護やデイサービス等の町の対応を問うという御質問を頂戴い

たしました。南部箕蚊屋広域連合では、平成２８年４月から介護予防日常生活支援総合事業を開

始し、既にサービスを利用しておられた方については、認定更新のタイミングで、従来の介護予

防訪問介護や介護予防通所介護から、総合事業の訪問型サービス、通所型サービスへと順次移行

していただいてきました。町内で介護予防訪問介護、介護予防通所介護のサービスを提供してお

られた事業所は、総合事業開始後はそれらと同等の内容である、現行相当サービスに位置づけら

れる訪問型サービス、通所型サービスを御提供いただいています。これら事業所の指定権限は、

南部箕蚊屋広域連合が持っているところですが、現在のところ管内事業所で撤退される動きはな
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いと聞き及んでいます。

こうした指定事業所が提供する現行相当サービスのほかに、総合事業では、住民が主体となっ

て運営する住民主体のサービスを創出することが求められています。住民主体の訪問型サービス

につきましては、新たに創出することを考えておりませんが、既存のあいのわ銀行やシルバー人

材センターで対応できていると考えております。住民主体の通所型サービスにつきましては、今

年度から開始したいきいき百歳体操をきっかけとして、身近な地域でお互いに声をかけ合って、

定期的な集いの場が創出されていくことが期待しております。

次に、町が地域包括ケアシステムをどのような施策、生活支援コーディネーターでされるのか

を問うという御質問でございます。地域包括ケアシステムは、住まいを中心として医療と介護そ

して生活支援、介護予防で構成されます。住みなれた地域で自分らしく暮らし続けるには、医療

や介護は当然のこと、調理、買い物、掃除といった生活の支援をいかに確保していくか、介護予

防をいかに効果的なものにしていくかといったことが重要になってきます。そのため、今年度か

ら社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置しています。生活支援コーディネーターの

業務は、生活支援、介護予防サービスの充実に向け、ボランティア等生活支援の担い手の養成や

発掘といった地域資源の開発や、そのネットワーク化を行うことです。今年度は、協議体メンバ

ーと生活支援コーディネーター、南部地域包括支援センター職員と健康福祉課職員で南部町の生

活支援体制を考える会を開催し、南部町の地域資源把握に努めました。今後、内容をさらに掘り

下げ、地域資源マップを完成することとしています。このマップ作成により、地域に不足するサ

ービスが明らかになりますので、この不足するサービスをいかにして創出していくかが今後の課

題と言えます。先ほど申し上げましたが、今後は生活支援コーディネーターがサポートしつつ、

住民の皆さんが主体となって運営される集いの場を創出していけたらと考えております。こうし

た集いの場を出発点として、地域での結びつきがしっかりとでき上がり、元気高齢者が生活支援

サービスの担い手として、生き生きと活躍できるような地域づくりをしていきたいと思っていま

す。

次に、総合相談について御質問をいただきました。議員が御指摘のとおり生活をしていく上で

の悩み事はさまざまなことがあり、個々の方や個々の家庭に複数の困り事、悩み事があると思い

ます。平成２７年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、これは生活が苦しい、失業、家族の

ひきこもり等、複合的な課題を抱えている方が早期に支援し、生活困窮状態からの自立を支援す

る制度です。南部町では平成２７年度から自立相談支援事業、平成２９年度から家計相談支援事

業を南部町社会福祉協議会に委託し、総合福祉センターしあわせの中に生活サポートセンターな
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んぶを設置して、専門の相談員、支援員や家計管理の支援を行う家計相談支援員などが自立に向

けた相談、支援に対応しています。また、役場内におきましては、困り事、相談の内容により、

関係各課が連携を図り、その都度支援調整会議を重ね、住民の皆さんの課題を解決するための最

善のプランを作成し、必要に応じて関係機関でつなぐようにしております。

例えば介護が必要となられた高齢者の対応に、地区担当保健師が地域包括支援センターやケア

マネジャーと対応をする中で、家族のほかの悩み事、世帯全体の問題が出てくるなど、本人の支

援にあわせて家族への対応も必要なケースもあり、関係者での情報共有や調整は不可欠なものと

言えます。現在、健康管理センターすこやかの中に健康福祉課、子育て支援課、福祉事務所が存

在しておりますので、子供、高齢者、また障がいのある方、経済的困窮者など、いろいろな世代

や状況の方の相談を受けております。センターの中で課を横断、連携して対応しております。複

雑化する悩み事をできるだけ早い段階で相談して、解決策を見つけ出す、見つけることができる

ように、気軽に相談できる雰囲気づくりや広報に努めていきたいと考えています。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君の再質問を許します。

細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ありがとうございます。

それでは、再質問させていただきますが、最初に言いました町長の１年の就任の総括について

は、一番最後にさせていただきたいと思います。

それでは、総合支援事業についてでございますが、町長、今の答弁におきまして、これによっ

て撤退する事業所は今聞いてないし、ないだろうと言われましたが、世間全体、またこの介護保

険事業全体で来年の介護給付が改正になります。よっては、大変同じ仕事をしとって給料が差が

つく事業所ができかねない状況が、今、介護保険制度の中で起きつつあります。要は、プロの資

格を持った方は、完全にプロの仕事をしていただきたいと。資格のない方は、そういう要支援１、

２の方の生活援助等、そういうことに振り分けていただきたいと。ように、すみ分けがきちっと

なるような体制になりつつあります。そうなれば、どうしても単価の差が出てまいります。厳し

い状況になるだろうと思いまして、今後、今の回答いただきましたら、切りかえのときにそれら

を上手に持っていくって言われましたが、また新しいそういう人が出た場合、事業所にそのまま

事業展開されるのか。それとも、地域住民の住民組織等をつくられて、そっちなほうに持ってい

かれるのか。その辺の施策はどのように考えておるのか伺いたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

詳細な計画については、また担当課長のほうが申し上げると思いますけども、私の願いとして

は、まずは、今、大変な移行期だと思っています。人生６０年、７０年の時代から、人生９０年、

１００年の時代に今変わろうとしていますが、社会システムがそれに追いついてないんだなと、

つくづくいろいろな面で思います。その移行期にあっては、いろいろな問題も出てくると思いま

す。これは、ホームヘルプっていうような家庭介護、家庭支援ですね。生活支援というものによ

って、人生が６０代、７０年代のころには、多分３世代同居であったり、その中にあっても支え

ていったり。または、お一人でおられる方というのは、非常にいろいろな生活困窮だとか、社会

的な支えが必要であった方が主だったと思いますが、今、社会全体が、みんなが支えられる必要

がある。どっかでいえば全ての人が弱者であり、また全ての人が支える側に回らなければ、地域

が回っていかないというようなことが散見される時代になってまいりました。そういう時代にあ

っては、新たなシステムを考えていかなくちゃいけませんし、社会保障としての介護保険事業で

あったり、そういうものを長続きさせるためにはやはり工夫が要るだろうと。この辺が国がいろ

いろと改革、改善しながら、それが地域にとって痛みではないかという議論も起こってるのだと

思っています。

私は、住民の皆さんのまずは命を守るということ。それから、生活を守るということが町長の

仕事だと思っていますので、地域の中でそういう方が、暮らしていけないという方が生まれない

ようにしなければならないと思っております。そのための一番大事なところは、自助、共助、公

助と言ってますけれども、公助っていうのは社会保障だと思います。自助という範疇っていうの

が、これが非常にあやふやというか、狭まってきてるんだなと思ってます。それは、兄弟が少な

くなった、親戚等のつながりも弱くなったかもしれない。共助の範疇でいえば、じゃあ地域の隣

同士とのつながりが、私たちの子供たちのころや、少し若かったころの助け合ったり、もしかし

たらカレー粉を貸し借りをしたり、しょうゆを貸し借りしたりするようなそんなつながりが、こ

の数十年の間に少し変わってきた。いわゆる共助自体も少し曖昧になってきた。私は、この地域

のまず、まだある、何というんですかね、ぬくもりというんですか、そういうものをもう一遍見

出して、お互いに地域の中で声をかけ合う、できれば支え合う、そういうような地域社会をつく

っていくことが、ひいてはこの地域の皆さんの生活を守り、暮らしを守る、そして命を守ること

に、まずはつながることだと思います。町としても公助の面で、社会保障や、それからあらゆる、

今、健康福祉課や地域丸ごとというぐらいですから、行政も丸ごと体当たりで地域全体を包括的

にカバーする必要があると思います。その体制づくりに、今このやはり変化の時期だと思ってい
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ます。今の課の縦割りのこの中で、果たしてできるのかという御質問もあろうと思いますけれど

も、どうやったら今の子供から、それからお年寄り、そして若い人たちが働いていく。このこと

を包括的に行政としてお支えしたり、相談したり、一緒に悩んだり、解決の糸口を探ったり。そ

ういうものを行政や、それから南部町にあるいろいろな資源をうまく組み合わせながらやってい

くことが、今求められているのだろうと思っています。これも完全にできてます、私も言い切る

ことはできませんので、常に社会の変化に対応できていく行政に向かっていきたいと、このよう

に思っているとこです。詳細は、また課長のほうが申し上げます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 担当課長は、今、現場のちっちゃい事業のことはよく知っておら

れまして、本当によく動いておられまして、これはもう実際動いておりますので、担当課にはあ

んまり聞きませんが、担当課が動きやすいように、今後も町長との話をお聞きしまして、それを

担当課は、ああ、町長はこのような方針を持っておるんだ、それによってまたもう一歩進めると、

私は確信しております。

国のほうは、つい最近まで「我が事・丸ごと」地域包括システムだったかな、ようにうたって

おりましたが、つい最近、このごろ、これが進化いたしましてね、今、町長が言われましたと同

じような感じですね。新たな支え合い・分かち合いの仕組みの構築に向けて、今、研究会が国の

ほうで今立ち上がっております。これは老健局ではないんですね。援護局のほうからなんです。

やっぱり社会全体も、「我が事・丸ごと」地域共生社会だったのが、言っちょったら、やってお

ったらやっぱり地域の中にいろんな方がおられると。やっぱり一番底辺に、最後まで残ったのは

障がい者で、障がいの関係、精神障がいといろんな感じなんです。そこで、新たな支え合い、ま

た分かち合いの仕組みが必要だということが、今、やっと国も気づいてまいりました。だから町

長、今後はね、今、町長が言われましたとおりだと思います。国の制度を活用しながら、我が南

部町版を、これは今の再質問は総合支援、地域包括ケア、また総合相談、全部丸めなんです。今

の町長の答えも丸めでした。それによって、私も質問しますし、答弁していただきたいと思いま

す。

今後は、そういういろんな制度、それは今、担当課は今、駆使しております。それをもとにし

た南部町版支え合いというのは、どのように今後考えられると思いますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

投げとけばその支え合い、今の温かな地域社会が生まれるかといえば、そういうわけにはなら
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ないですし、先ほども御回答の中で申し上げましたとおり、地域に出向いてみれば、町長、もう

それは高齢者ばっかりおっとって、誰が支えるもんがおるだっていう、農業についても林業につ

いても、また地域のいろいろな行事についてもそういう声を聞くところです。といっても、じゃ

あそれで地域が投げ捨ててしまうということではなくて、皆さんがその中で、町長にはそうは言

いながらも、しっかりとその地域のいいところを残していこうと、こういう力はまだあると思っ

ています。福祉であったり文化であったり、これは全てその地域の人と人のつながりの中で生ま

れてき、またそれをつないでいくことですので、行政としてはそれを支えるお力をどうやってつ

ないでいくのか。これは地方創生の中の移住定住であったり、いろいろなものがあるかもしれま

せん。それから、公共交通の問題もあるかもしれません。それから、福祉であれば、そのつなぐ

力っていうのはどこに求めるのかということだろうと思ってます。

今、福祉の問題で御質問ですので、私はキーはやはり西伯病院にあると思います。病院の、病

院を中心にしながら、そのつなぐ力が、私は先ほど申しましたように、病院であったりゆうらく

であったり、さらには南部町はありがたいことに診療所等もございます。医療がしっかりあって、

さらに福祉関係についても他市町村から見ればうらやましがられるだけの力、人材がいると思い

ます。このつなぐ力が、やはり少し弱いなと思います。それは、やはり行政が中心になりながら、

このあたりの構築をもう一回しっかり考えていかなくちゃいけないだろうなと思います。高齢化

社会の中で悩んだり困っておられる御家族を救っていくためには、やはり行政の中でそのつなぐ

力というものをもう一遍再構築することによって、先ほど私が申しました家族であったり、でき

るかどうかはわかりませんけれども、その関係者さん皆さんを丸ごと包み込むような、そういう

ような仕掛けが必要だろうなと思っています。そういうことを考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） だんだんと話ししているうちに進歩っていうか、深まってまいり

まして。福祉の充実の面からいえば、我が南部町はここまでできたのも、根底には医療がバック

にあるからなんです。おまけに西伯病院は、公立として精神科を持っていると。こういう公立病

院はございません。やっぱり最後のとりでは医療なんです。これらを活用した、今、町長はつな

ぐって言われました。これが南部町のキーワードであるし、私は南部町版の福祉の充実につなが

ると思ってます。その中で、町長はこう言われましたね、地域資源の開拓、それでそこにマップ

をつくると。これについて、またコーディネーターについては住民が主体となった支え場所をつ

くる。今確かに健康福祉課がこれについて動いております。社協と一緒になってやっております

が、これらの最終的な目標とか、どのような目標を持ってこういうことをされているのか。町長、
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どのように感じて、町長の恐らく肝で担当課は動いておりますけども、最終的な我が南部町、誰

が地域資源を開拓して、誰がマップをつくって、誰が住民主体のできるコーディネーターをされ

るんでしょうか。また、それをどのような研究、研修を誰がされるんでしょうか。そこをお聞き

したいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

一番、その肝のところでございますよね、ここが一番、やはり難しいところだと思いますが、

先ほどの地域との話し合いの中で、難しい、できんって言ってるようなことではないわけでして、

私は探せばそこの中でキーになる人は必ずいると思いますし、現実にそういう方を見つけながら、

解決の糸口をつくっていく、そういう方向に動いた地域もあるというぐあいに聞いています。焦

って、焦ってあなただわいっていう決めつけではなくて、私もこのごろ地域の皆さんと話してい

くと、そういう方がおられたんだという方が、全く知らない方が物すごく力を持っておられる方

が出てきています。案外、私、私自身も一緒に一つずつ年をとりますけれども、そういう方たち

が第一線から退いて、だんだん視野の中に入ってくるということも実感しています。いろいろな

人材がおられるっていうことを、私自身もわからないですし、地域自身もわかってないのかもし

れません。もう一回そういうところを洗いざらい皆さんと話し合う中で、探していくっていうこ

とがまずは肝だと思ってます。

それと、まずは、何ていうんですかね、地域の皆さんと膝を割って話すことが一番大事だと思

っています。話すことによって、地域の皆さんの愚痴のようなことがだんだん、いや、やっぱり

せんといけんなという気持ちになっていただくということがまず第一歩でして、最初はどうして

も愚痴になって、後ろ向きでちょっとつらいところもありますけれども、ただ話し合っていけば、

この重要性や必要性は皆さんわかっていただけると思いますので、皆さんの暮らしを自分たちの

暮らしのサイズの中からまず考えていく。余り大きな、大きなことでなくて、よく言われるよう

なごみを出すことや、不燃ごみをちょっと運んであげるような、そういう仕掛けぐらいなところ

からでもいいですから、地域の中でできることや助け合いっていうものをもう一遍見直していく

ことが必要なんじゃないかなと。ざっくりとすれば、そんなことを思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 今、町長が各振興区との話し合いでいろいろ思われて、このよう

に言われたと思います。やっぱり現場にヒントがあるんです。また、現場にいろんな施策の鍵が

ある。今、町長の話をお聞きしましたら、今うちもごみ出しとか分別とか、生活に密着したこと
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を言われました。今それができるようでできない、制度は、私はあるんですね。町長はこれにつ

いて、どうだったかな。あいのわのことを言われましたね。要は、体制、住民主体、今、要は介

護保険でいう、今度はＡ、Ｂ、Ｃっていうのがありまして、総合支援事業ね。住民だけで、住民

を主体にしてするというのは考えていないと。これはみんなで支え合うあいのわ銀行を活用した

いと言われました。町長も御存じだと思いますが、今のあいのわ銀行制度は、ちょっと使い勝手

が悪いんです。これを来年度中でもええから、町長の任期中でも、もうちょっと使いやすいよう

にしていただきたいと思いますけども、町長、それされるかどうかお聞きしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

あいのわ銀行のシステムというのは、決して時代おくれになっているものでもありませんし、

どちらかといえば先頭を走り過ぎてしまって、やはり目だとか感覚がなれてしまって、皆さんの

なかなか注目を浴びにくいのかもしれないなと思ってます。ただその、何ていうんですか、あり

がとうの気持ちをやりとりするところがお金であったり、お金は何かそれはおかしいじゃないか

なとか、こういう議論が底辺に必ずあるだろうなと思っています。この辺のやりとりをもう少し、

先ほど言いましたように時代は常に流れてくるわけでして、人生の９０年、１００年の中にあっ

た地域との関係やありがとうの形をどういう格好でするのかっていうのは、常に検討していかな

くちゃいけない課題であろうと思っています。お金が全てではないと言いながらも、やはり先ほ

ど言いました暮らしていくためにはごみも出てくるでしょう、毎日の生活のために買い物にも行

かなくちゃいけない。そういうシステムの補完としては、僕はこれからもまだまだ発展可能なシ

ステムだと思っていますので、改良に改良を加えながら使いやすいものにしていく。これは町長

の役目だと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 突き詰めましたらね、我が町で一番いいのはやっぱりあいのわな

んです。この形を変えてうまくやっている市町村もございました。要は、地域でちょっと困り。

大きな困りは制度でできます、介護とかね、医療とかいろんなのは。ちょっとした困り。ちょっ

と困りをみんなの力で結集して、それを地域でやると。やっている、それがちょっと困りのやつ

をやっておる、大分県のどこだったかな、やってましたけども、我が町はあいのわという制度が

あったんです。これに絡めたら、もっと充実するんじゃないかと思ってます。これ町長、任期の

うちにちょっと自分もするって言われましたので、ぜひこれのあいのわを使いやすいようにすれ

ば、そのちょっと困りが地域包括ケアにつながると私は思ってます。これについて、町長、あい
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のわのさらなる充実のために、もう一度新しく生まれ変わらせるようなあいのわにしていただき

たいと思いますけども、それは任期中で結構ですが、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

議員のおっしゃるお気持ちも十分よくわかりますので、私も任期中、あと３年ちょっとしかあ

りませんので、しっかりその辺も点検しながら前向きに考えていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） そのようにやっておれば、どうしても生活支援コーディネーター

が重要なキーポイントになるんです。要は、地域資源を開発するって言われましたがね、南部町

は南部町の文化と風土があります。川一つ挟んで向こうとこっちで文化が違ったり、人間のちょ

っとした考えも違うところもある。それらがわかるような人がきちっとコーディネーターできる

ように、今、研修っていうか勉強をつくるようなシステムをお願いしたいと思いますが。厚労省

にも私言いましてね、あんたやちは格好ええことばっかり言ってんだけど、実際そのような人お

るかって言った。今、町長は、現場に出られていろんな膝詰めしたら、ぴかっと光るような人が

埋もっておると言われたです。それを引っ張り出すような施策、また今この生活支援コーディネ

ーターは充て職はいけませんって言われてる。今、実際、充て職ではないと思いますけども、そ

れらの方が地域マップをつくる、地域資源の開発する。開発する、見つけるだけじゃあだめだ。

そのようなぴかっと光る人を見つけて、それが活躍できるような研修が私は必要だと思いますけ

ども、これは国、県とがいろいろなとこと連携して、していただきたいと思いますけども、町長、

これお願いしたいですが、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

今言われました生活支援コーディネーターが、やはり肝だろうなと思っています。そこをどの

ように、ただ生活支援コーディネーターに全てを任せ、投げつけるみたいなことでは、皆さん、

それはとてもじゃないですけども、そういうわけにはならないわけでして。まずは、行政と、先

ほど言いました今ある福祉資源というものをもう一遍きちんとつなぐ、連携することが町長の仕

事だろうと思っています。新年度に社会福祉士を２名採用する予定にしています。これは、今ま

で社会福祉士の免許は南部町の職員の中に持っている職員はいますけれども、これを有効に活用

したことがありませんでした。今ではゆうらくからお借りしてきて、行政の中でやっていただく
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だとか、少しそのあたりが弱かったかなと思います。

私、病院の勤務のときにつくづく思ったんですけども、やっぱりその専門職は専門職とのつな

がりの中で、やはり、何というんですか、ヒエラルキーはないんですけれども、ないんですけど

もやはり信頼感だとか、そういうものは生まれてくるんだろうなと思ってます。やはりその共通

の言語というんですか。ツーと言えばカーみたいな、そういうものというのは、なかなか一般職

の中では認識できない、または認識してもらえないところがあろうと思っています。その専門職

を採用すれば済むことではないとは思っていますけれども、各施設に今磨かれたそういう専門職

がいますので、その専門職同士がネットワークを組んで、南部町にある今の機能をさらに高めて

いく。今、私が思っているのは、まずここが第１段階だと思ってます。非常に有能な人材、それ

から機能、組織がありますので、これをきちんとネットワーク化をして、住民のために生かして

いく。こういうことができていけば、そのネットワークの中であの住民の皆さんだとか、その住

民の皆さんもおのずと浮き上がってくると思うんです。地域の中に使っていく組織になれば、必

ずそういう人たちが浮き上がってくると思ってます。それをじっくり、おまえやってごせやいっ

ていうみたいな、あんまり慌ててやると、その方に大きな負担もかかるでしょうし、プレッシャ

ーもかかるでしょうから、まずは組織の体制をしっかりと、お支えする体制をきちんとつくって、

それからでも私はいいじゃないかと思ってます。もちろん、研修体制であったりそういうものに

ついては、必要であれば国のほうにも申しますし、町独自でも、またはこの西部地区全体でも、

鳥取県全体ででもやっていかなくちゃいけない重要な問題だろうと思っています。以上でござい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ありがとうございます。

いみじくも、今、今度の採用のときに、福祉専門員ですか、福祉が２人採用されると言われま

した。これをぜひ連携していただきたい。今、社協が、言われましたように生活困窮者自立法に

基づく担当の人が１人。プロフェッショナルです。よく動いておられます。やっておるうちに、

どうしても生活困窮というのはお金の管理がずさんであるということが気づかれまして、そのプ

ロフェッショナルが１人そばにおられます。その方とその方が共通で一緒になってやってね、あ

る程度すごい効果、成果上げておられます。そこに、今度採用されるその社会福祉士等がぴたっ

と連携されれば、もっともっとこれが発展すると私は思ってます。ぜひとも期待しておりますの

で、こういう方と連携とっていただき、今２人体制でも大変だということでございました。よろ

しくお願いしたいということと、もう一つは、認知症についてはある程度皆さん、文化というか、
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皆さん十分、住民の方が知っておられますが、それについての認知症家族の会っていうのが町の

施策で、１週間にか、月に一度ありますね。があるのに、なぜ我が町には精神科の精神病院もあ

るのに、精神科の方の家族の方を支える制度が我が町にないのかな。それをぜひとも町長、必要

だと思いますけども、町長の考えはいかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

精神疾患を御家族にお持ちで、それを支えられるというのも大変な御苦労があろうなと思って

いますし、御存じのように西伯病院は半分が精神科でありますし、これからその西伯病院は身体

合併症、いわゆる認知症を持っている方は同時に、例えば腰の症状が悪いだとか、または糖尿病

のものを持っているだとか。一般の病院の中では見てもらえませんので、私はその病院、西伯病

院の機能としてこの身体合併症を中心にしながら、皆さんをお支えするっていうことに大きくシ

フトしていく時代が来たんだろうなと思います。先ほどおっしゃられましたように、議員はおっ

しゃったわけじゃないですか。２０２５年には７００万人からの認知症患者が生まれると。その

前段症状から含まれる、もう０００万人以上ですんで、もうあっちにもこっちにもやはり少し

認知症の気があるんじゃないかやっていう人たちの中で暮らしていかなくちゃいけません。これ

も含めて、精神疾患であったり、そういうことを言えば、少し認知症を支える会っていうものを

精神疾患と一緒に広げていくだとか、やはり精神疾患を支える会っていうのは、少し社会的な認

知度もあるかもしれませんけど、少し表現だとか、その人たちのお集まりをつくるっていうのは

難しいかもしれないなと思います。裏のほうでは多分あるかもしれませんけれども、表立ってや

るためにはもう少し集いやすいような、そういう仕掛けも必要なんじゃないかなと。ぼんやり、

今話を聞きながらそんなイメージを私は持ったところです。集いやすいものであれば、家族が支

える会っていうのは大事でございますし、悩み事や日ごろの苦労話を話すだけで楽になるんじゃ

ないかなと思いますので、そういうものはぜひつくっていければやってみたいと、このように思

います。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 確かに、精神障がいで家族の会っていったら、ちょっと抵抗を感

じますわな。今、もう堂々と有線で、防災無線で認知症家族の会が何月何日あります。無料です

ので皆さん来てくださいっちって流れますが、それを拡大解釈されて、そこにも精神障がいの方

もどうぞっていうように、上手なアプローチをかけていただいて、お互いに思ったことを本当に、

あの人やちは言葉にね、言うとこがないんだって。そういうことがお互いで話し合えてしたら、
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気持ちがぽっと楽になるだけでも私は最大の効果があるんじゃないかと思いますが、これをぜひ

検討していただきたいと思いますが、町長、今の答えできちっとしていただきたいと思いますが、

お願いいたしますが、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。

担当課のほうと相談をしまして、今現在どうなっているのか等も含めながら、前向きに検討し

たいと思ってます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ありがとうございます。ぜひ、そのように検討していただきたい

と思いますが、総合相談についても、私は今の話が全部この中に網羅しております。西伯病院の

精神科の話、いろいろありましたが、南部町でも施策として認知症ではグループホームが介護保

険制度の中できちっとしていて、各広域連合の中でも各町村に１つずつあります。私は、精神科

の中でなぜグループホームがないのか不思議なんです。これがあるとないのでは、全然今度は家

族の対応も違うし、西伯病院の中の精神科の患者さんの行き場所についての大きな流れも違って

くると思いますが、精神科というのはあくまでも県の施策ですので、なかなか単町ではできない

場合もあろうとは思いますが、これをぜひ精神科のグループホームていうのも私は地域包括ケア、

地域福祉のためには必要と思いますけども、町長はどのようにお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

多分、社会の中ではそういうことを受け入れられて、今そういうグループホームの体制がきっ

とできてるんじゃないかなと思っています。今言われましたように、県の政策ですんで、町の中

でグループホームをつくるだとかっていうこと、それからまた西伯病院の関係施設としてグルー

プホームをつくるというようなことはありませんけれども、現実に社会に病院の中で入院を長期

化させるのではなくて、社会の中で一緒に暮らしていくんだと、いわゆる共生をしていくんだと

いう方向はもう間違いないことでございますので、そういう方向に、グループホーム化の方向に

進むだろうと私も思っています。その運営の方法だとか、じゃあ誰が事業主体となるのかという

のは、もう少し様子を見たいなと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ぜひ、これは県の施策ですけども、町も、うちにせっかく病院も

ありますし、あそこは認知症疾患センターもございます。認知症と精神科とで微妙なところもあ
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るんです。ぜひ町も力をかしていただきたいと思います。

それでは、最後の項目になりましたが、町長の１年の総括でございますし、今後の見解。１期

４年が精いっぱい一生懸命やる、５つのキーワードで頑張るというのが根底にありますが、そこ

で町長お聞きします。これは教育委員会関係も絡んでますが、みらい会議で中学生が提言、これ

を事業化したいって言われました。このついて、具体的にどのようなことを考えておられるのか、

一つお聞きします。

それと、もう一点は、健康長寿のまちづくりで、いきいき百歳体操のことを言われましたし、

今も少しずつやっておりますが、これをさらなる充実のために、これはスポｎｅｔに委託して云

々って言われましたが、それを前に伯耆の国が各振興区ごとに月に２回かな、地域のそういう有

識者を集めて、有識者というか看護婦さん等を来てもらってしながら体操をしております。この

整合性はって聞きましたら、どのような答えだったか忘れましたが、私はそれはそれとして生か

して、そこができてないところ。町長は部落単位でするって言われました。いろんなとこで重な

ってもいいと思います。

このように持っていきていただきたいと思いますけど、まずみらい会議の中学生のあれについ

て事業化したいということと、いきいき体操、今後の４年間でどのような方向で持っていかれる

のかお聞きしたいと思う。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。

ありがとうございます。みらい会議が土曜日、土曜日だったですね。土曜日に法勝寺中学校が

終わりまして、南中、法中のことしのみらい会議が終わりました。ことしは法中では分科会もや

りましたし、南中では各班がまことにうまく上手にプレゼンテーションしてくれました。私ども

本当に感心するような、何ていうんですかね、提案でございました。

私はこれを中学生たちがまち未来科という学科を通して、小学校、中学校と学んだことを中学

校の総括として、義務教育の総括としてああやって一般の皆さんや、それから町長や行政機関の

者の前でまた話してくれるわけですから、この中でこれはもしかしたら使えるかもしれないとい

うものを拾い上げて、できれば子供たちも巻き込みながら、今の高校生サークルやったり青年団

も巻き込みながら、何か事業化ができればいいなと申し上げたところで、今具体的にあれがよか

ったからといいますと子供たちに失礼ですんで、これはとは言いませんけども、ぜひ行政として

も新年度の中で、提案があった中で、君たちのやつをこうやりたいんだけど、やる上で何かもう

一つ話を詰めていけませんかだとか、少し手間はかかるかもしれませんけども、そういう手間が
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かかった上に味のあるような事業ができることによって、子供たちもこの地域に対する愛着や、

それから南部町というものに対する、何ていうんですかね、思いっていうものがさらに深まるん

じゃないかなと、こういうぐあいに期待しているところでございます。まだ具体的にこれをする

というのは、私の口からは申し上げられません。

それから、百歳体操ですけれども、百歳体操はこの百歳体操自体が、何ていうんですか、百歳

体操も大事なんですけども、それ自体が大事ではなくて、その仕掛けに、例えば行政がずっとお

んぶにだっこをして皆さん集まってください、これをやりますっていう仕掛けでは、全国でこれ

をやりましたけど、全てのところが１０年もたないわけです。リーダーがいなくなると、そのも

の自体が続かない。これがやはり一番大きな課題だろうと思ってます。スポｎｅｔの皆さんと２

年ぐらい前ですか、視察に行ったところ、うまくやってる方法が１つあったわけです。それは、

リーダー不在です。みんながリーダーで、みんながその地域の中で、自分たちが声をかけ合いな

がら自分たちでやっている。行政が余り声を出さないわけです。そのかわりに、１年に１回、町

民全体の大会をするだとか、数年に１回、同じ体操をしてるところに遠征に行くだとか。そうい

う、やはり裏側の仕掛けがあるわけでして、誰かがリーダーになってお世話をする係とお世話を

される係に分けてしまうと、長続きしないということを一緒に学んできました。ですから、本当

の仕掛けのポイントはここにあろうと思ってます。ぜひ、一定のところが終わったら、南部町全

体に１年に１回全体で全体の会をしたい。それから、数年に１回は、例えば今、高知もやってま

すし、お隣、近所の町等も百歳体操やってます。岡山県の中にもたくさんやってるところありま

すので、そういうところと連携しながら遠征をして、皆さんと遠征をして行ったり、または来て

いただいて一緒に楽しむ、こういうことも可能ではないかと思ってます。

それと、今ある機能とのどういうすみ分けをするのか、ここは非常に悩ましいところですけれ

ども、年齢層だとかいろいろあると思います。ですから、じっくりこの辺は考えながら今やって

おられるところを否定するわけにもなりませんし、百歳体操に移行するためにその人たちが涙す

るようなことをすることにもなりませんので、ぜひその辺はじっくりやっていけばいいと思って

います。時間をかけながらやっていけばいいと思っています。百歳体操も、今も言いましたよう

に、行政が早来ない早来ないってやりますと、つくったところで誰が世話するだ、でとまってし

まいますので、じっくり地域の中でしたい人たちが集まりながら皆さんを誘い合って進めていく、

それを裏側で行政が支える、こういう仕掛けをつくっていきたいなと思っています。少しずつ始

まったと聞いておりますので、ぜひこれが３０、４０になって、全集落が。集落単位っていうぐ

あいに思っているわけではありませんけれども、できるだけ高齢者の人でも週に１回や２回は行
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けるような場所といいますと、やはり公民館が一番いいんじゃないかなと思っているところです。

行政は、その公民館に対しての支援ということも、考えていかなくちゃいけないと思っています。

こういういろいろな仕掛けを変えることによって、今の人生９０年、１００年時代に合ったよう

な地域課題というものを解決する一つの手段として、百歳体操を取り入れて、こういうぐあいに

思っておりますのでよろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） それに対しての財源の話をお聞きしますけど、総合支援で要支援

１、２が外れましたのも、介護保険からたしか３％ぐらい、これについて予算が出てると思いま

すが、３％頭打ちなんですね。キャップがかかってんですよ。要は、町長が言われる百歳体操と

かこういうのにどんどん、伯耆の国がしているのもそこから出てると思いますが、恐らくそれだ

けじゃ足らないと。今後もキャップを外してでも、今後、百歳体操や町民が元気になるような施

策は介護保険財源を活用しながら、足らず前は一般財源から出しても今後やるということに解釈

していいかどうかだけを教えていただきたいと。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

財源問題に必ず行き着くわけでして、広域連合からそのキャップの入ったものっていうのは本

当微々たるものでして、これは既にもう今のシステムが使ってるわけです。そのシステムが使っ

てる限りにおいてはそれを横流しすると、今の現行制度が立ち行かなくなりますので、少しこの

辺は長い目で見なくちゃいけませんけれども、一般財源を使わざるを得ないと思っております。

そうしてでも、今、地域の中で健康な高齢者や地域のつながりをこのことによって再び呼び覚ま

さなければ、いよいよ地域の活力というものが弱ってしまうんだろうなと思っています。遅過ぎ

るということはないと思いますので、まずは一般財源を使ってでもこのことに踏み込んでいきた

いなとは思っています。少しずつ財源確保というものを、今まで使ってたものをどっかは削らな

くちゃそういうことは生まれませんので。そういうことも含めて、新年度予算の中でまた検討し

ていきたいと思っています。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 国のほうも、要介護者や改善すればインセンティブはつくって言

ってんですよ。広域連合の中でもインセンティブがついて、介護保険料いかに軽くしようかと一

生懸命なんです。これについて、今、見える化っていうのが国のほうで示し、項目も出ています。

これを今、いきいき体操等をやったら、絶対、今度見える化についてインセンティブは私はつい

－２０－



て、少しでも財源が確保できるんじゃないかと思っておりますので、ぜひそれをしていただきた

いっていうことと。今、いきいき体操で全国でちょっといろいろ言われましたが、私たち議会も、

広域連合だったかな、生駒市に視察行ったときに、そういうことをされてそこを卒業証書渡して、

卒業証書渡した人が終わりじゃなしに、その人が今度は主体者になってこの人を面倒を見るとい

うような制度で生駒市がやって、今、先進事例になっていますが、そのようなことを考えておら

れるのかどうか、一つお願いしたいと。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

生駒市のそのシステム自体は、私も存じ上げませんけれども、何ていうんですか、リーダーづ

くりっていうのはその後の結果でして、まず地域の中で一緒にやらいやというお互いに声をかけ

合っていただくところが、僕はまず一つのスタートだろうと思っています。お茶飲みながら、何

か役場がおもしろいこと始めただあも、健康づくりやそういうものに支援してくれるそうだけれ

ども、何とここでもやってみよいやっていうぐらいな話し合いができてくれば、私は一つのしめ

たもんだと思います。役場も説明に来うへんだあも、どげんなっちょうだっていうことであれば、

まだまだだと思ってます。まずは、議会のこの放送を見ながら、地域の中でそういう種をまきな

がら、議員の皆さんにもぜひやってみんかやと言っていただく。そこに行政がどうやって支援し

ていくのか、またはスポｎｅｔ等が出ていって応援するのか。おばあちゃん、大分、健康の数字

が１年前に比べて物すごいよんなったがんっていうような、そういう浮き浮き感だとか、私もよ

くなったんだなというような達成感というものをどうやって与えていくのか。その結果として、

地域のつながりが強くなって、お祭りが続いたり、または災害のときに、あそこのおばあさんは

あそこにおんなあけん連れていかないけんがなっていうような、大事な、いざっていったときの

助け合いになったり、いろいろな効果が生まれてくるんじゃないかなと思っています。そのやり

方にリーダー養成講座みたいなことを、現場等は考えているかもしれませんけど、私は余りそこ

に主体だとか期待をしてるわけではありませんで、まずはその地域の皆さんが集まっていただく

ような、そのきっかけづくりをまずつくりたいなと思っています。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ありがとうございました。

町長がこのように申しておりましたので、あと各担当課は、該当する担当課は、それに沿った

施策をぜひともお願いいたします。

最後でございます。もう２分しかございませんので。来年度の抱負につきまして、町長は来年
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度は総合計画、要は南部町の１０年先のことをつくる。それと、医療を中心としたまちづくりを、

それと高齢者の免許返戻とかありました中で、デマンド化、特にあちらのほうですが、それと複

合施設も実施計画を立てると。法勝寺高校の跡地の問題のことも言われましたが、これについて

来年度以降、具体的にどのように取り組まれるかお聞きしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

特に、法勝寺高校の今御質問がありましたので、何年前でしたかね。２年も、足かけ２年ぐら

いになるんじゃないかと思いますけれども、何というんですか、もとのこんな絵、こんな格好に

したらどうだろうかということを、佛子園方式を進めようとしているＪＯＣＡからの提案があっ

て、それを町としてはぜひこの地方創生の中でやっていきたいと、このようにスタートを切った

ところです。ＪＯＣＡも今全国の中で、私が聞いているところでは３カ所並行して進めています。

今度高校生たちが行きます岩沼、安芸太田、そしてこの南部町、この３カ所で進めてまして、上

京の折にホームのほうに行って、南部町待ってますよという声も伝えていますし、本格稼働をぜ

ひ一日も早くお願いしたいということもお願いしてるところです。佛子園方式というのは結局、

福祉と一緒に地域の皆さんもごちゃまぜの地域の中で、福祉も喜び地域も喜びという地域をつく

っていこうというやり方だろうと思っています。ぜひ、それが新年度第一歩になる、温泉開発、

佛子園方式というと、私もまち・ひと・しごと創生本部で今、佛子園方式をぜひやりたいと思い

ますので、そのときにはきちんと交付金だとか、そういうものを支援してくださいねっていうお

願いもよく行くんですけれども、佛子園方式のまずどっこの町もが、まず温泉を掘っていくんだ

ねっていう話をすぐやられますんで、まずは温泉の掘削っていうものが、まず第一です。まず最

初にあります。そのことをやるんであれば、来年度スタートさせたいとは思ってますけども、ま

だその事業主体のＪＯＣＡのほうと今年度これから詰めていく段階になっています。３カ所一遍

にやっていますので、なかなか３カ所一遍に同時スタートということはできないんですけども、

その中でぜひ南部町を先行事例としてやってもらえないだろうかというぐあいに、佛子園と詰め

ているところです。非常に順番であったり、いろいろあると思いますけれども、ぜひ、地域の皆

さんの期待だとかありますので、一歩目をぜひやってみたいなと思っています。

ほかにも、法勝寺公民館の改築等も急がなくちゃなりません。これもいつまでも投げておくわ

けになりませんので、今議論をしてるところの中から、実施設計というものもスタートしなけれ

ばいけないと思っています。そういうハードの面もありますけれども、やはりこれから先々の５

年、１０年を考えた場合に、先ほど言いました道路網であったり、インフラの整備はほぼできた
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と私は思っています。そういうものに対して、これからの将来の南部町のゾーニング、ここのあ

たりを医療であったり教育であったり文化で、どういうぐあいに持っていくのか、農地はどうい

うぐあいな考え方をしていくのか、山についてはどう考えていくのかというような、やはりその

総合計画というものは組んでいく必要があろうと思います。一定の形が見えてきましたし、人口

も残念ながら増加に転じるということは非常に厳しいと思ってます。そういう中にあって地域や

集落や、それを守っていくためにはどんな計画を組んでいくのかということを、きちんと図面の

上に広げながら皆さんと協議していくというものが必要だろうなと思っています。まず、行政の

ほうで準備を進めながら、議会の方にも見ていただきながら形にしていたいと、このように思っ

ているところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） どうもありがとうございました。

町長は来年度の抱負も述べていただきまして、あ、そっちの方向行くだとつくづく思いました。

これに関して私の質問を終わりますが、１人だけちょっと違反させていただきまして、今の町長

の答弁、いろいろお聞きになりまして、地方創生絡みでこれが南部町のために生かされて、ちょ

っとでも自分の構想に合うんじゃないか、地方創生ができるんじゃないかと私思いますけども、

中田企画監、これについては最後一つ、せっかく県から来られましたので、また町の文化、風土

も勉強されたと思いますが、一つ抱負をお願いしたいと思います。それで終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 通告にありませんので。答えられますか。

企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

先ほど町長の答弁にもございましたけれども、南部町のほうで生涯活躍のまちづくりっていう

のを進めておるところでございます。ハード整備、みんなが集まれる場所っていうのはつくって

いくことが必要であると思っておりますし、また移住定住も取り組んでおりまして、前段のほう

でありました福祉の話。移住者の方、支える側の人にもなると思いますし、また後々、自分がも

し動けなくなった場合には、やっぱり支えられる体制っていうのは、何ていうか、整備しておく

必要はすごく感じておりますので、そのあたり福祉のサイドとも連携を図りながら地方創生進め

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○議員（10番 細田 元教君） どうもありがとうございます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、細田元教君の質問を終わります。

－２３－



○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は１０時４０分にいたしますの

で、よろしくお願いします。

午前１０時２２分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、６番、三鴨義文君の質問を許します。

６番、三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） おはようございます。議席６番、三鴨でございます。

先ほどの細田議員のように流れるような話術は持ち合わせておりませんので、淡々と通告して

おりましたとおり２点について御質問いたします。

まず１点目ですけれども、今後の南部町農業についてであります。今月、１１月１６日にあい

み手間山地域振興協議会の地域で、１０集落の評議員、評議員さんは各区の区長さんですけれど

も、集まられまして、町長と役場職員と２つの課題について、農業と空き家の２点について絞っ

て円卓会議が開かれました。出席された各集落の評議員さんからは、今後の南部町の農業につい

て、諦めとも言えるほど悲観的な話ばかり出されていました。こうした意見の中にも、農家の皆

さんは何とかしないといけないけれども、どこからどうやっていいのかわからないと悩まれてい

る状況であると感じました。今後の南部町の農業を町としてどうお考えなのか伺ってまいります。

１つ目、円卓会議で配付された南部町農業のあすを考えるアンケート、これを農家の皆さんに

配付されて回収された結果が出ておるようですけれども、その集計結果を町としてどう分析され

ておりますでしょうか。水田農業地域と果樹地域、中山間地域それぞれありますが、それぞれど

のような現状と意見をお持ちであったでしょうか。回答されましたでしょうか。各地域の特徴が

見られたところをお教えいただきたいと思います。全体的に農家の皆さんの声を町全体としてま

とめると、どのようにお考えであると見られましたでしょうか。

２つ目は、町長は６月議会での一般質問に対して、農地を守るため集落営農を進めていきます

と言われています。今後、町はどのようにして農家の皆さんに向き合い、推進していくお考えな

のか伺います。また、農家の窓口となる農協や中間管理機構など、そういった組織と連携した推

進のための組織の設置は考えられないものでしょうか。

３つ目に、果樹農家の生産規模、農家数とか経営面積ですとか、そういったものが過去から見

ますと大きく変わってきていると思います。その変遷と現状をどう把握されているのでしょうか。
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４つ目に、間違いなくこのままの状態では農地も荒廃し、農業も衰退の道をたどるものと思わ

れます。今後、町としてこの現状をどう変革し、持続する南部町農業のあるべき姿に向けた進め

方についてのお考えを伺ってまいります。

２点目でございますが、移住定住対策と空き家について御質問いたします。同じ日の円卓会議

では、空き家についても話がありました。担当課から各集落の人口、世帯数の将来の推移などが

説明されました。町としては、将来的に人口をふやしていくことは厳しいけれども、現状維持を

目標に空き家を活用したいとのことでありました。各集落の評議員からは空き家の実態が報告さ

れ、空き家はあるけれども中に家財などがあって貸し出すことは難しい、貸し出す方は少ないと

いう御意見がありました。こういった現状を町はどう解決し、空き家の活用と移住促進につなげ

ていくお考えなのか伺います。

１つ目に、１点目は平成３１年度までの計画であります、なんぶ創生総合戦略にある空き家活

用プロジェクトなど、成果と現状をどう検証されているのか伺います。

２点目は、移住定住者と移住場所、空き家をコーディネートするなんぶ里山デザイン機構に聞

きましたところ、町外からの転入希望者がたくさんあるのだけれども、空き家がないとのことで

ありました。町がこの入居希望者が順番待ちをされるような待機状態をどう解消し、移住定住と

人口増につなげていくお考えなのか伺います。

以上、壇上からの質問といたします。御答弁、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 三鴨議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、今後の南部町農業について御質問を頂戴いたしました。円卓会議で配付された南部町農

業のあすを考えるアンケートの集計結果、これは暫定版ですけれども、町はどのように分析され

てるかという、まず御質問からお答えしてまいりたいと思います。

議員御質問の今回実施したアンケート調査につきましては、まだ詳細な分析までは行えており

ません。ただし、３つの地域振興協議会における円卓会議の場で説明をさせていただいたように、

それぞれの地域における傾向はあらわれているものと感じています。まだ暫定的なものになりま

すが、中間報告ということで御理解をいただきたいと思います。大きな点でいいますと、主とな

る農業者の年齢構成は、約７７％が６０歳以上の方で、農業従事者の高齢化が一段と進んでいる

ことが見てとれます。また、農業後継者の有無については、６３％の方が後継者がいないと回答

されています。このことから、農業の担い手は近く激減すると予想でき、これに対する対策が喫

緊の課題であると改めて思ったところです。
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地域ごとでの現状と意見に特徴が見られたかということですが、まだ全ての地域振興協議会で

円卓会議を終えていませんが、やはり後継者不足、労働力不足の声がこれまでの円卓会議で上が

っており、共通した課題であると感じています。今後、アンケートの他の項目も詳細に分析しな

がら、町全体の方向性の基礎資料として活用していきたいと考えています。

次に、町はどのようにして農家の皆さんに向き合い、推進していく考えなのかとの御質問でご

ざいますが、今回のアンケートでも確認ができたように、労働力、後継者の問題が一番大きいも

のと認識しています。農家の皆さんは先祖伝来の農地に対する愛着や、守っていく使命を十分に

お持ちでありながら、御本人だけではどうしようもないと悩んでおられる方が多いものと考えま

す。町としても豊かな農地風景が今後も残されていくことが大きな財産であると考えていますの

で、できるだけの支援をしていく決意でおります。そのような状況での方策として、個々で農地

を守るのではなく、共同、集団で守っていく集落営農組織または営農法人の設立が効果的である

と考え、アンケートでもお尋ねしたところです。アンケートの回答としても、約３０％の方が組

織化の必要性を感じておられましたので、今後、集落に出かけて直接お話をし、設立に向けた支

援を行っていきたいと考えています。

次に、果樹農家の生産規模、これは農家数、経営面積ですが、これの変遷と現状をどう把握さ

れているのかという御質問ですが、まず、農家数についてでございます。平成２０年度には９５

戸あったものが、平成２４年度には８７戸、本年度では８２戸まで減少しております。次に、経

営面積でございますが、平成２０年度においては４ ８ヘクタール、平成２４年度では４ ６ヘ

クタール、本年度は３ ６ヘクタールと、こちらも減少傾向となっており、生産者の減少により

生産面積も減ってきております。

最後に、今後、町としてこの現状をどう変革し、持続する南部町農業のあるべき姿に向けた進

め方について伺いたいとの御質問ですが、守りとしては国からの支援制度をしっかり取り込み、

町内にお金を取り込むこと。これは多面的機能支払交付金事業や中山間地域等直接支払交付金事

業、さらに経営所得安定対策制度の飼料用米などを有効に取り入れることだと思います。さらに

攻めとしては、これまでお話ししてきた組織化、集落営農や法人化などを進める必要があります。

また、組織化とともに、農産物の６次化によって付加価値を高めていくことも大切です。町とし

ても地域の皆さんと膝を割った話し合いを重ね、農家を守る、里地里山を守り地域の暮らしを守

ることに努めてまいります。

次に、移住定住対策の空き家についての御質問を頂戴いたしました。平成３１年度までの計画

である、なんぶ創生総合戦略にある空き家活用プロジェクトなどの成果と現状をどう検証されて
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いるか。この御質問にお答えしてまいります。

平成２７年９月に策定し取り組みを進めているなんぶ創生総合戦略では、空き家の再生と活用

を進めていくこととしており、具体的にはＮＰＯ法人なんぶ里山デザイン機構が空き家を借り上

げて改修し、移住してこられる方に貸し出す取り組みを行っております。ことしの１１月現在で、

町内の２２件の空き家を借り受け、５０人の方が居住しておられます。これまで空き家となった

家に人が住むことによって管理されるようになり、集落内の空き家が老朽化して危険家屋となっ

たり庭が荒れたりすることを防ぎ、防犯の面でも一定の役割を果たしているものと考えられます。

また、移住された方の中には集落の行事やまちづくり活動に積極的に参加されている方、小さな

子供連れで来られた方、起業された方などもあり、集落や地域の活性化につながっているところ

でございます。集落のほうからも、集落がにぎやかになった、集落の役目にも出てきてくれてう

れしいと、このような声もお聞きしており、数字にはあらわれにくい部分での成果も上がってる

と実感しております。

次に、入居希望者が順番待ちをされているような待機状態をどう解消し、移住定住と人口増に

つなげていくかとの御質問を頂戴しております。議員からもお話がありましたが、移住者の方に

入居いただける空き家がなかなか出てこないという課題でございます。地域円卓会議の場でも区

長さんからお話を聞いてみますと、盆と正月には帰ってきて使っておられるとか、他町に住んで

おられる息子さんが時々帰ってきて管理しておられたが、体調を崩して管理できなくなったよう

だとか、やはり所有者の方それぞれの事情もおありだと思います。他の市町村でも、特に移住先

として人気のあるところでは同じような悩みを抱えておられるようですが、中には、仏壇があっ

てもそのまま借りて、それを条件に移住者に貸し出す。家財道具も１部屋にまとめて、その状態

で貸し出すなど、少し緩やかな形で空き家の提供を受けているところもあるようでございます。

町としても、移住プロモーターを中心になんぶ里山デザイン機構と一緒になって、空き家の情報

収集や借り受けの交渉を行っているところでございます。引き続き地域振興協議会等とも連携を

図りながら、空き家の提供がいただけるよう情報収集や提供のお願い、啓発、広報を続けてまい

りたいと思います。年末には御近所の方で、ふだんあけている家に帰省される方もおありだと思

います。南部町の魅力を感じ移住したいと言ってくださる方には、ぜひとも住まいを提供して移

り住んでいただきたいと考えておりますので、年末の帰省の機会などを通じ、空き家の提供をい

ただけるよう周知に御協力をいただきたいと思います。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君の再質問を許します。
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三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ６番、三鴨です。

御答弁ありがとうございました。最初の農業についてですけれども、これ私６月にも同じ質問

をさせていただきまして、簡単に答えの出るような問題でもありませんで、６月は終わりました

ですけれども、ちょっと私もいろんな方とお話も聞きながら、いま一度質問させていただきまし

た。

まず、アンケートの結果についてですが、私もあいみ手間山振興区の関係の集計を見てみます

と、町長答弁にもありましたように６０歳、７０歳代の方が手間山では７６％と、やっぱり同じ

ような数字が出ています。８割に近い方が、実際、農業経営に携わっておられるのは高齢の方が

主体であるということになって見てとれます。５年後の後継者がおられますかという設問に対し

ても、先ほど町長が答弁されたように、手間山では後継者がいないという方が６６％であります。

結局、この高齢化と後継者不足がはっきり見えるわけですけれども、のんびりこれから考えてい

こうかというような時期ではなくって、もうはっきり早く取り組まんと、手おくれになるよとい

うような状況まで来ておるんだと思います。私も田んぼで農家の方と話しますと、個人経営、自

分でやっとられる方なんですけれども、自分ができるまででやめえだわいみたいなことをおっし

ゃられるわけです。ですけれども、実際私の周りを見ますと、ほとんど寺内農場さんとか個人さ

んが受けておられるような方に直接お願いをして、もうできんという方は委託に出しておられる

っていうのがたくさんおられます。ですけれども、寺内農場さんの実態を聞いてみますと、今の

段階でも４５ヘクタールを受けてやってるんだと。もうこれ、もう限界なんだというふうにおっ

しゃられます。それから、個人的に受けておられる方も近所にございまして、その方にも聞きま

すと、もう２０町歩、１人で２０町歩しとるんだということで、聞いてみますと１人でできる限

界というのが、２０町歩が限界というふうに言っておられます。ということは、これから自分が

できるまでだわいとおっしゃられた方が、もう誰かに頼もうと思っても、もうそういう受託され

る受け手がないと、手いっぱいだということになっておるのが現状だと思っています。

先ほど町長がおっしゃられましたように、集落営農だとか共同で作業するような組織体を早こ

とつくらんといけんと。全くそのとおりでありまして、ですけれども、それが簡単に、わあつく

ろうっていうような機運に一遍にならんわけでして、私の話をする農家の方々も何とかせないけ

んけど、そのきっかけが、誰がそんなら人を集めて相談しょいやっていうようなところは誰がす

るんかいな。変な話をすれば、声出ししたもんが役員せにゃいけんだしみたいなことで、まあま

あまあまあで終わっとるのが現状です。
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私、お願いしたいのが、前回６月にも申し上げましたけれども、そういうきっかけづくりです

ね。一石を投じるところを行政、町のほうに担ってもらいたい。こちら農家の方が１人、２人や

が役場のほうに出てきてくださいとか、１人で相談に行きたところで、組織体としての話し合い

にならんと思うので、やっぱり町のほうがある程度ハッパかけをしてもらえんだろうかなという

ところが願いなんですけれども、この辺、町長どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

三鴨議員の全くおっしゃるとおりだと思っています。産業課だけっていうことではなくて、産

業課が今まで出てきて行かなかったというわけではございませんで、出ていってはいるんですけ

れども、もっともっと今の一番の南部町農業の課題はやはり集団化だと思います。これだけ後継

者不足であったり労働力不足、この状態を打開するには、集団で守っていくしかない。農業に意

欲がある人にじゃあ任せますと言うのにも、やはりこれも限界に来てるだろうと思っています。

このことについて、やはり先ほどから私も答弁しましたとおり、膝を詰めてじっくり話し合って

いく体制づくり、これがやはり大事だろうなと思っています。農協の組織改革であったり地域の

中でいろいろ、その農業の中でこれまで影響し合ってきた体制が、この数十年間の中で大きく変

わってきてます。足りなくなったものについては、行政がまずは補完していくしか方法はないだ

ろうと、このぐらいの覚悟も持ってます。円卓会議で地域の皆さんと話し合って、改めてその思

いであったりを再確認しましたので、新年度の重点課題として取り組んでいきたいと思っていま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ６番、三鴨です。

町長が重点課題としてという御答弁いただきましたので、お願いしたいと思いますが、役場だ

けの、あるいは町の責任では、これはないと思っています。実際携わっている農家の皆さんが、

いかに本気になって取り組んでいくかっていうやっぱり気持ちのところが一番なわけですが、さ

っきもお願いいたしましたように、何かのきっかけがあればそれが進んでいくだろうなと思って

います。町のほうでそういう集落営農を推進するに当たって、今現在も法人もありますしそれぞ

れの場所に集落営農されている、あるいは生産組織でやっておられる、いろんなところがありま

すが、町のほうで、例えばここの集落はこういう取り組みをされて集落営農を目指されればいい

集落だのにな、規模もあるになっていうような狙い目っていうか、特に推進していきたいなって

いうような集落が何点かあるかと思うんですが、その辺の思いはありませんか。何カ所ぐらいあ

－２９－



るんだという。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

何カ所かっていいますと、やっぱり町長が言いましたように、集落営農を全町で行いたいとい

う思いがありますので、個別、こことここを特にっていうことはございませんが、やはり今ない

エリアにつきましては、積極的に集落営農というものを組織化、そういうものをしていきたいと

いう思いでおります。個別な集落とか地域とかっていうのは特には、今のところは全体的にとい

う考えですので、ございません。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。

私の住んでおります天萬はって言ってもらえるかなと思ったんですけれども。実際、極端な例

としまして、そういう推進のやり方として、例えば推進モデル集落ですとか、そういった集落に

ターゲットを絞ってどんどん、次の集落がまたそれに倣ってつながるような、モデルをつくって

いくようなやり方はどうだろうかと思ったりするわけです。

それと、もう一つは、もう今早く取り組まないけんっていう気持ちを皆さん持ってもらわない

けんわけですけれども、それに、何ていうですか、目玉っていうのも変な言葉ですけれど、ここ

３年間に取り組まれた集落営農については特別にこういう目玉、御褒美、あめ玉ありますよみた

いな、釣るのはいかがなものかと思いますけれども、何かそういったモデル集落や、今取り組む

特典みたいなものが考えられないかと思うわけですが、どうでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

推進モデル集落というものですけど、現在でも法人が４法人、集落営農で今５集落営農がござ

います。そういうぐあいに既存の組織もございますので、そういったところが大変参考になると

思われます。相談があればそういうところで、実際にどういう取り組み、どういう道順で集落営

農ができたのかっていうところを勉強してもらうことで十分ではないかなという、役立つのでは

ないかなという思いでおります。

それと、３年間での特典ということになりますと、組織づくりだけが重要といいますか、そう

いう形づくりだけ、形骸化っていいますか、そういう実態がやはりしっかりしないと、その組織

というものはできても意味がないものになってしまうおそれがございますので、しっかりとそう

いう期間にとらわれず、目的を十分持って取り組んでもらうためにも、そういう特典というもの
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は現在のところ考えておりません。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ちょっととっぴな提案だったかと思いますが、何かきっかけが欲

しいなというのが私の本音でございまして、実際に水田農業の場合ですと、今までありました補

助金が廃止、改正になるということもあります。今まで１反当たり５００円、直接交付金です

か、いう制度もあったりしたものが、来年からはなくなるというふうに聞いておりますし、私も

農協から稲の苗を買っとるわけですが、去年は０００円だったものがことしは２００円とア

ップしてきています。本当に農業して、水田、稲つくってもうかる要素がどんどんなくなってい

っているっていうのが実態であります。何とかこういった厳しい経営のところに、町も何だかの

支援策を講じていただきたいなというふうに思っていますが。

例えば、先ほど質問の中にも申し上げましたけれども、農家、農協と中間管理機構っていうよ

うなもんとセットにしたような形で、何か考えられないかなと思ったところで、私もこれもでき

るかできんかは別ですけれども、農協さんとタッグを組んででも肥料とか農業資材とか、購入す

るときにまとめて一括購入をして単価を下げて、皆さんに提供していくような共同の仕方みたい

なものは考えられないのかなと思ったりもしますが、農協とそういった、農家のための農協です

から、その辺の話を農協さんと行政側と協議、相談されたようなことありますか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

現在、農協さんも交えてですが、月に１回、人・農地チーム会議というものを行っております。

これのメンバーは、町の産業課のほか、県ですとか普及所、それと機構と営農センター。農協が

営農センターということで入ってもらっておりまして、その中で町のそういう受け手や出し手の

問題ですとか、遊休農地の問題あるいは作付の問題等を話すようなことにしております。具体的

に農薬が高いとかって、個別に農協さんとの話っていうものは今までは出ておりませんが、そう

いうことも交えて話をする場というぐあいにも考えておりますんで、またその辺で農家の皆さん

の要望ということも伝えていきたいというぐあいに思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。

ぜひ産業課のほうも担当課のほうも、農協さんとそういう話も進めてもらったら農家は喜びま

す。

先ほど寺内農場のことをちょっとお話ししましたけれども、聞くところによりますと、もう今
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の人的体制ではもう限界の面積だということで、来年、若い人を１人雇用していきたいという思

いがあるようでございます。そうしてどんどん形態を、投資されたり規模拡大されたりっていう

ことは非常にありがたい、いいことだと思いますが、そういった投資されたり経営改善された場

合に町としての、町じゃなくっても何か支援策っていうものは、１人オペレーターさん雇われる

ようですが、そういうものに支援はあるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

個人を雇用するのに支援というものは特にはありませんが、面積拡大等はやはり個人が、人が

ふえれば当然経営面積も拡大ということをされますので、その辺のところで集積のほうの協力金

等で、その辺のところは考えられるものというぐあいに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） ぜひそういう情報も流して支援をしていただきたいと思います。

先ほどの質問で、水田農業ばかりではなくって、果樹農家の皆さんの推移を答弁いただきまし

たけれども、やっぱりどんどん減ってきて、果樹園も根っこから切った切り株だけの園地という

ものが非常に目につきます。水田農業ばかりでなく、果樹園のほうもそういうのが現状です。先

ほど町長も、これからの農業の姿として集団化、集落営農や６次産業化というような話がありま

したが、もうかる農業を目指していく上で、６次産業化あるいは特産品、ブランド、そういった

話が現状どういう方向で何を進められているんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。

果樹にしても、少し包括的な話になって、詳細についてはまた課長が申し上げると思いますけ

れども、私が集落営農というぐあいに申し上げてますのは、少し法人化とは形を異にしてると思

ってやってください。それは集落っていうのは、やはり農業でつながった、南部町の多くの集落

は農業でつながった組織体です。しかし、それが農業離れもあって、人とのつながりも非常に疎

になってきた。言ってみれば、先ほど細田議員にお答えしました課題と根っこの部分は一緒だろ

うと思ってます。地域の文化であったり、風景であったり、それを個人で守るのではなくて、何

とか今ある力の中で集落で、集団でやっていこうと。その思いをもう一遍かき立てていただくた

めに、行政は力を入れていかなくちゃいけないと、このように思っています。お祭りだとか文化

を残すためには、やはり集落の中でみんながもう一遍、一致団結するような取り組みが必要なん

だろうと。これに対しては、全力で町も応援しなくちゃいけないと思ってます。どこまでどうい
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うぐあいにということは申し上げられませんけども、まずはもらえるものはしっかりもらっても

らわなくちゃいけないと思ってます。まだ、中山間であったり多面的機能であったり、この本来

もらえるものであっても、まだ６０％になりましたかね、課長。また課長のほうから数字が出て

くると思います。全ての集落がもらってるわけではないわけです。まず、こういうことっていう

のは、行政やそれから地域の方ともう一遍話し合いながら応援できる、事務的なことは面倒でと

てもできんわだとか、いやいや５年後の将来なんかわからんし、そげな約束はなかなかできんわ

というところをどのように乗り越えていくのかという課題ですんで、私はこれはもう少し踏み込

んでいけば、もらえるものをきちんともらうということでやっていけるんだろうと思ってます。

私は守りだというぐあいに先ほど申しましたけども、その守りの部分が少し、まだまだ弱いと思

ってます。

それから、攻めの６次化ですけども、これは特に柿ですよね。柿をお話をよくよく聞けば、い

ろいろなお上手な方もおられるかもしれませんけども、３割、４割のものが市場の中に出せない。

そういうものが出てきている現状の中で、もたもたしてはおられないと思います。その３割、４

割のものを６次化に回すということがかなり後手に回ってると思っております。これをお金にし

ない限り、農家はまだまだ減っていくと思います。ですから、捨ててるとまでは言いませんけれ

ども、地域経済の中で余り農家の収入にならなかったところを１円でも高くお金にする。そうい

う仕掛けづくりっていうものについては、果樹はどうしても個人でやっておられますので、もう

少し力を入れていく必要があろうと思っています。

こういうことを繰り返しながら、一番そのベースの部分をもう少ししっかりやりながらやって

いけば、まだ農業は未来があると思ってます。日本のように一番世界中でも農業に最適な土地、

水と光と温度があって、さらに技術があるこの日本で、農業が生き残れないはずはないと私は思

っていますので、高齢化という問題、跡継ぎがいないという問題に対して、これは真剣に町とし

ても取り組んでいきたいという課題だと思っています。詳細の、今、どういうぐあいにどうなっ

ているのかということについては、担当課長のほうから御説明させます。

○議長（秦 伊知郎君） 答えますか、産業課長。

三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） そんなに細かくお聞きするところでもないので、そういう方向で、

先ほど町長が言われたように、基本的な考え方はこうだというところで６次産業化についても進

めてもらったらと思います。

農家の皆さんの高齢化と後継者不足は、アンケートでよくわかりました。質問には余り書きま
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せんでしたけれども、山林の維持管理についてもこれも同じことが言えるんだろうと思っており

ます。後で同僚議員から山林について質問もありますので、私は深くは触れませんけれども、や

っぱりこれは景観もしかりですけれども、防災の観点からもやっぱり手を入れんといけんじゃな

いかなと思っています。一昨年ですか、牛の河川災害がありましたが、現場、水が引いた跡を

見ますと、そこには流木であったり山の枯れ草であったりというようなものが、木の葉であった

り、山積みに流れて出てきています。そういったものも、やっぱり災害を起こした一因だろうな

というふうに思うところでして、ぜひ山林の維持管理についても町のほうでもお考えいただきた

いなというふうに思います。

せっかく環境省の里地里山の指定を受けながら、そういった水田地帯には耕作放棄地があった

り、山は見ることもできんようなカズラや手入れができてない山であったりというような格好で

は、本当に自慢できる指定を受けた環境だということはできなくなるというふうに思いますので、

ぜひ町のほうも、山林も農地も、そういった田園風景を守っていくっていうところにも、ぜひ、

先ほどから言っていただいております集落営農、みんなでやる集落営農であったり、そういうも

ののてこ入れをぜひしていただきたいと思っています。農地と山林を、農家や所有者の方ばっか

りに頑張ってくださいね、努力だけではいうことではできませんので、町のほうもひとつよろし

くお願いしたいと思います。

次に、空き家の関係の御質問をいたしました。実際に、今、待機っていうですかね、待機児童

じゃないですが、待っとられる方っていうのはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。入居希望

者で。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

待機しとられる方ということでございますけれども、なんぶ里山デザイン機構だとか町のほう

に移住の相談をいただきまして、住まいを紹介してほしい、空き家紹介してほしいとおっしゃっ

てくださってる方ありまして、そこに御紹介し切れてない、マッチングができてないというもの

でございますけれども、現在１４組の方がいらっしゃるというふうにお聞きしております。以上

でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 私は、つい最近までそういった方はいらっしゃらないと思ってま

して、空き家はあるけど入ってこられる人がいないんだろうなっていう想定をしてましたけれど

も、なんぶデザイン機構に聞きますと、待ちですということでしたので、えっということで今回
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質問させていただきました。１４組っていったら、それが移住されたら２倍も３倍もなるんかな

と思いますが、ぜひこれは解消していかないけん課題だというふうに思います。ただ、空き家の

話は、先ほども出てましたけれども、貸せる方がいないっていうのが現状だと思っています。１

つのネックには、家の中に家財があってという方がありますが、そういうものをどこがどうつく

るのかわかりませんけれども、それぞれそういう荷物、家財をどっかにストックするような場所

であったり施設であったりっていうものを考えて、空き家を提供いただくっていうことは考えら

れませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

いわゆる空き家にある家財道具の置き場所ということかと思いますけれども、まずはその保管

場所、誰がやるのかという問題もありますけれども、保管場所という課題だとか、あとは個人様

の持ち物になりますので、それをお預かり、例えば町がした場合に、誰が責任をとるのかという

課題ですとか。あとは、お預かりしている間に何かあった場合、その物をどうしたらいいのか。

処分、簡単にできるものでもないと思いますし、というようないろいろな課題があるのかなとい

うふうに考えているところでございます。今、なんぶ里山デザイン機構さんのほうでは、空き家

の所有者の方、貸し出しいただく方に対して、家財道具の処分費というものを２０万円を限度に

支援をさせていただいているということでございますので、家財道具、個人様の持ち物というこ

ともございますので、まずはそういった制度も使っていただきながら、個人で処分というか整理

をしていただけたらと思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。

そういう受け手というか、預かり場っていうのがどこなのかっていうのも明確に、私もイメー

ジしたものではありませんけれども、何ですか、トランクじゃなしに、ああいうようなものでも

借りて保管してあげてみたいなこともちらっと考えたりしたわけですので、２０万円の処分費が

出るっていうことですので、またそういうのも制度も使っていただきたいと思います。

そういう補助制度の続きですけれども、空き家じゃなくって民間さんのアパートですとか、そ

ういったものを借りた場合に、補助制度があるというふうにも聞きましたが、これはどういった

制度でしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。
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そういったアパートとか借りられる際の支援制度ということでございます。子育て世代等応援

定住促進奨励金という制度を、これ平成２７年度から行っております。こちらですけども、子育

て世代というタイトルにもありますように、子育て世代、中学生以下の子供を扶養されておられ

る世帯だとか、新婚世帯ということで、いわゆる婚姻後５年を経過しておられなくて、一定の年

齢制限ありますけれども若い方でという方を対象に、町内のアパートですとか、そういった民間

の賃貸住宅を借りて住まわれるという場合に支援をいたしております。要件等ございますけれど

も、実際に内容としましては、家賃への支援ということでございまして、月額家賃のうち３万円

以上の部分につきまして、また勤務先等から住宅手当等が支給されてる場合はそれも除きますけ

れども、家賃の３万円以上の部分、１万０００円を上限といたしまして、２年間補助するとい

うような制度を設けてございます。また、この制度ですね、入居時の奨励金ということで、初年

度のみになりますけれども、家賃の１カ月分につきまして、限度額５万円でございますけれども、

あわせて補助するというような仕組みを設けております。これまで、２７年度からでございます

けれども、２２組の方に御利用をいただいて、南部町のほうでお住まいをいただいているところ

でございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。

思い出しました。そういえば、こういう制度の説明を受けたことがあります。こういったこと

も町民の皆さんにどんどんお知らせして、また都会に出られてる子供さんが都会で結婚されて、

こういう制度がああならこっちにというような、またヒントにもなればというふうに思いますの

で、情報提供をしていただきたいと思います。

東京で思い出しましたけれども、今、手間山の中で協議しております天萬のサテライト拠点、

これは毎月１回、定例で会合がございまして、検討委員会がされています。今８回目重ねてます

が、だんだん具体的になりまして、そこの維持管理運営の段階までもう話が進んできておりまし

て、じゃあ誰がそこでコーヒー出したり、会議の何ていうか仲介したり、どうするのっていうよ

うな話まで出たときに、東京から、今、東京で高校の先生をしておられるようですけれども、そ

れをやめてこっちに入って、田舎でそういうチャレンジがしてみたいというような若い女性の方

がいらっしゃって、この間挨拶もあったわけですが、そういう方が２人おられます。この方々も、

じゃあ帰ったはいいけどもどこに住むのということで、居住地を探しておられます。せっかくこ

ういった、自分がこっちに来て頑張ってやろうっていうような意欲のある方に、住むところがな

いですわっていうようなことじゃあ、本当にいたたまれんところがありまして、地域も大歓迎な
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方なんですけれども、住む場所がないというような実態があります。ぜひ、こういう方もいらっ

しゃいますので、空き家に限らずいろんな方面で住む場所を、再度検討していただきたいと思い

ます。私は、県営住宅の手間団地なんかも活用したらどうかなといっつも思ってるんですが、そ

ういうことも含めて検討をいただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） ちょっと答弁、待ってください。（サイレン吹鳴）

企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

移住の相談をいただきまして、やっぱり住まい、お住まいを提供できないっていうところは、

非常に課題だと認識をしておるところでございます。やっぱりほかの町の取り組みとか聞いてみ

ましても、やはりその地域の方たちと一緒に戸別訪問をさせて、その空き家のところに訪問をさ

せていただいて、ポスティング、お知らせを入れさせてもらったりだとか、あるいは、これは南

部町でもやっておりますけれども、固定資産税の納税通知書のほうにそういったお知らせを同封

してＰＲを、提供の呼びかけをしているとか。そういったような取り組み、やはりそういった地

道な取り組みというのが、ひとつはやっぱり必要になってくるのかなと。地域の人たち、集落の

人たちの御協力もいただきながら、そういった取り組みを続けていくことが大事なんじゃないか

なと思っております。

おっしゃいましたように、団地の活用ですとかそのほかのやり方についても、やはり今後検討

をしていく必要はあろうかと考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。

ぜひ、そういった１４組の方が入居希望者があって待っておられるようなことで、受け入れで

きないというようなことではなくって、ぜひ進めてもらいたいと思います。せっかく福祉の町、

子育てには手厚い町南部町っていうのが広まってきているときに、こういった、じゃあ南部町に

住もう、住んでみたいっていう方が行こうと思っても、住む場所がないっていうような受け入れ

体制のままでは、せっかくのいいイメージがダウンしてしまうわけですので、ぜひ、人口増も掲

げてきておりますけれども、これもなかなか単純ではありませんが、町長、自然増が３６人あっ

たというような報告もありましたわけですから、ぜひこういった居住地は、空き家に限らないで

いろんなことを組み合わせて受け入れていただきたいというふうに思います。ぜひこれからも検

討いただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。答弁は結構です。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 以上で、６番、三鴨義文君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 早いんですけど、ここで昼休憩に入りたいと思います。再開は午後１時

からにします。よろしくお願いいたします。

午前１１時３３分休憩

午後 １時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、２番、荊尾芳之君の質問を許します。

２番、荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ２番、荊尾芳之です。議長からお許しをいただきましたので、町

政に対する一般質問をさせていただきます。

午前中の三鴨議員の後段の質問を引き継ぎまして、私は１つ目は南部町の住宅施策について質

問をしたいと思います。町営住宅とそれ以外の住宅とに分けて伺います。

まず、町営住宅の現状及び今後の計画について伺います。町営住宅は、公営住宅法に基づいて

町が建設し管理をしています。公営住宅制度は、国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な

生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸

し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであります。そこで、現

在、南部町には８つの町営住宅の団地があります。各町営住宅団地の現状、入居状況等について

お尋ねします。落合団地、城山団地、戸構団地、新宮谷団地、馬場団地、菅田団地、越敷野団地、

メゾン福成の８つの町営住宅です。この中には、現在、入居の新規募集を行っていない団地があ

ります。新宮谷団地、馬場団地、菅田団地の３つですが、この町営住宅は今後どうするのかお尋

ねします。

さきには、池野に町営住宅を建設する計画ありましたが、現在は中止となったと思っておりま

す。今後、新しい町営住宅の建設計画はあるのかお尋ねします。

次に、町営住宅以外の住宅についてですが、町営住宅ですとどうしても入居基準があり、世帯

の所得の状況等により入居できない場合があります。その方たちは町営住宅ではなく民間のアパ

ートへの入居となります。南部町内では民間のアパート建設がかなり進んできているように感じ

ています。今議会の初日に陶山町長が行政報告を行われましたが、その報告の中で、南部町の人

口は転入転出の社会増は３２人の増だったと報告がありました。この原因は、工業団地の社員が
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南部町に転入してこられたことによるものだと説明されました。南部町内に建てられた民間のア

パートに工業団地の社員さんが多く転入されて来ておられます。大変うれしいことです。このよ

うに民間アパートがさらに建設されたり、民間業者による宅地開発や一戸建ての住宅の販売等々、

民間活力の導入は必要不可欠だと考えます。今後、住宅施策において民間業者にお願いをしなけ

ればならない部分が多くあるとも考えます。民間業者をどう活用するか、民間業者とどう連携を

図るのか、町長のお考えをお伺いします。

また、南部町への移住希望者の住宅の確保が難しくなってきています。空き家が原則ですが、

なんぶ里山デザイン機構も空き家の確保に苦慮しています。空き家はあるのですが、いろいろな

理由から、なんぶ里山デザイン機構に委ねてもらえない状況です。南部町に移住希望者があって

も、住宅がなくて移住できないのでは大変残念です。この問題を解決するにはどうすればよいの

か。この部分は午前中の三鴨議員の質問と同様の部分ですので、再質問で次に広げていきたいと

いうふうに考えております。

それから、２つ目として、公園整備施策について伺います。

まず、ポケットパーク（子どもの広場）の整備についてです。９月議会で子どもの広場整備事

業の補正予算を組みました。現在までの進捗状況と今後の計画についてお尋ねします。

次に、ポケットパークとは性質が異なるといいますか、対照的というか、南部町の中心となる

公園の位置づけとして西伯カントリーパークがあります。町内にポケットパークの整備を進める

と同時に、西伯カントリーパークの整備も行っていく必要があると考えます。カントリーパーク

の整備についてお尋ねます。

まず、遊具です。子供たちが遊べる安全な遊具の設置が必要です。現在は老朽化した遊具が撤

去されたままの状態となっています。また、カントリーパークの公園の位置づけからいって、多

目的トイレ、身障用トイレの設置が必要です。子供たちも遊びに来ます。また、高校野球の応援

に高齢者や身障者の方もたくさん来られます。公共施設として多目的トイレ、身障用トイレがな

いというわけにはいかない状況です。ぜひ整備検討をお願いいたします。

次に、来年の秋のデマンドバスの運行ルートに、カントリーパークをバス停の一つに入れると

いうことはどうかお尋ねします。

カントリーパークの上に多目的の広場があります。現在は中段に新たな駐車場が整備されたの

で、なかなか上のほうが、草も生えておりまして、わかりにくくなっています。駐車場からの進

入路を整備し、多目的広場の利用拡大を図っていく、どうでしょうか、お考えをお尋ねしたいと

思います。
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野球場、テニスコート等、整備修理計画についてはいかがでしょうか。カントリーパークの施

設もかなりの年数がたっております。今後どう整備を図るのか、年次計画はあるのでしょうか、

お尋ねします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。御答弁をよろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、荊尾議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、町営住宅の概要について説明を申し上げます。町営住宅のほとんどは公営住宅法に基づ

いた住宅で、入居者の所得が法で定められた所得以下であることが条件となっています。また、

越敷野団地は定住政策として小学校に通う児童がいることが入居条件とし、メゾン福成は少子化

対策として３５歳以下の若者を対象とした住宅でございます。

次に、それぞれの入居状況についてお答えいたします。１２月１日現在で申し上げます。落合

団地、管理戸数１４戸、入居戸数１２戸です。城山団地、同じく２０戸に対し１８戸です。戸構

団地、３６戸に対して２７戸。新宮谷団地、１１戸に対し８戸。馬場団地、３５戸に対し３０戸。

菅田団地、２０戸に対し１１戸。越敷野団地、１０戸に対し８戸。メゾン福成、４戸に対し４戸

で全部入っておられます。これら住宅の古いものは築後４０年以上経過したものもあり、この老

朽化している建物の現況を踏まえ、南部町町営住宅修繕計画を平成２７年度に策定いたしました。

その中で、建築年度が古い新宮谷団地、馬場団地、菅田団地については、解体、建てかえを含め

検討していく必要があるため、募集はしていない状況にございます。このほかの住宅については、

あきがあれば定期での募集をしていきます。また、新しい町営住宅の建設計画につきましては、

具体的に進めているところではございません。今後計画を組んでいきたいと、このように思って

いるところでございます。

次に、住宅政策として、民間アパートの活用、民間業者との連携等をどう図るのか、住宅団地

の開発、移住希望者の住宅の確保をどう図るのかという御質問にお答えしてまいります。町内に

あります民間アパートの賃貸物件の状況は、平成２９年２月時点で１９カ所、９９室でございま

す。このうち６２室、１３８人が入居しています。加えて、新規に１カ所、民間賃貸住宅の建築

が予定されてるとお聞きしています。このように土地活用や資産運用に伴う賃貸物件の建築が進

んでいますが、あくまでも賃貸でありますので、若者や子育て世代の受け入れとしては有効であ

りますが、定住へ結びつけるためには、議員がおっしゃるように、住宅開発などもう一段の工夫

が必要だと思います。議員も御承知のとおり、県内で唯一人口増加してきた日吉津村ですが、人

口増加の一因は新しい賃貸物件の増加にあります。ただし、日吉津村については、定住に結びつ
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く宅地造成が立地的に難しい状況もあり、課題認識があるようにお聞きしているところです。こ

のような周辺地域の状況から推測すると、一定の間、賃貸物件に居住し、その後、持ち家を建築

する宅地を求める傾向がうかがえるところです。本町においては、今後、集落の維持、存続、活

性化の観点から、集落内への小規模な宅地造成を事業者とともに検討していきたいと考えている

ところでございます。

次に、公園整備についての御質問を頂戴いたしました。

まず、ポケットパークの整備について、現状と今後の計画についての御質問でございます。子

どもの広場の整備につきましては、９月議会において整備の構想をまとめるための検討に必要な

予算を御承認いただいたところでございます。現在、子育て世代の方から意見を聞くための座談

会を月１回程度開催しており、３月までにどの程度のものをどのような形で利用していただける

ようにするのがいいのか、意見を集約していき、整備の構想をまとめる予定としています。第１

回の座談会は１１月に開催し、どんな遊び場があるとよいのか、どの程度の場所があるといいの

かなど自由に御意見をお聞かせいただきました。次に１２月２４日に開催を予定しており、今後

の検討により年度末を目途に構想をまとめ、来年度には整備の開始できるよう準備を行う予定で

す。検討の状況については町ホームページや子育て支援サイトなどで公開しており、今後構想の

まとめができ、来年度以降どのように整備を行っていくのか、具体的になった段階で引き続きお

知らせしていきたいと考えておるところです。

次に、公園整備に関係し、デマンドバスの運行ルートに入れることはどうかという御質問でご

ざいます。日ノ丸バス法勝寺どめに伴い、法勝寺以南の交通体系を再編する計画を現在策定中で

ございます。計画では、上長田、東長田方面へはデマンドバス、これは予約運行型の運行システ

ムですが、デマンドバスでの運行を計画しておるところです。１４人乗り中型車両を使用して、

日ノ丸バスでは入ることが困難だった、上長田方面でいえば赤谷、牛、入蔵、東長田方面では

二桝、金ケ崎、八金、久蔵等、全ての集落に乗り入れるよう集落内バス停の位置を含め、調査を

進めている状況です。御質問の西伯カントリーパークは、このエリア内の主要施設ですので、ル

ートに組み入れることは十分に可能です。前向きに検討させていただきたいと思います。

次に、カントリーパークの整備についてお答えしてまいります。この答弁につきましては、教

育長のほうから答弁をさせますので、私のほうは以上で終わりたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） カントリーパークの整備についてお答えをしてまいります。

西伯カントリーパークは、議員も御承知のように、昭和６２年に野球場が完成したのを皮切り
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に、テニスコート、多目的広場、ゲートボールコートを整備するとともに、水遊びの広場やラジ

コン広場、子ども広場を併設し、子供から大人まで誰もが楽しめる総合運動施設として、平成２

年１１月にグランドオープンいたしております。しかしながら、開園後、約３０年が経過してお

り、施設の老朽化に伴い、ここ数年、修繕箇所がふえてきております。その都度、優先順位をつ

けながら対応しておりますが、十分とは言えない現状にあると認識をいたしております。

１点目のお尋ねは、ポケットパークに対するカントリーパークの位置づけについてであります。

ポケットパークにつきましては、町長答弁にもありましたように、子育て世代の皆様から町には

子供の遊び場が少ないとの御意見にお応えする形で計画が進んでいると認識をいたしております。

一方、カントリーパークは、先ほど申し上げましたように、誰でもが楽しめる総合運動施設と

して整備をしたものであります。こうしたことから、野球場やテニスコートを中心に、町内外か

ら多くの方に御利用いただいております。しかしながら、滑り台やブランコ等の遊具につきまし

ては経年劣化が著しく、修理不能なものについては撤去をさせていただいております。厳しい財

政状況も要因の一つではありますが、遊具の老朽化が人を呼び込めないのか、町外の後発施設の

ほうが魅力的なのか、判断に悩むところであります。また、遊具等の更新、新設だけで皆様の期

待に応えられるのか、あるいは新たな観点からの施設整備が今日のニーズなのか、ポケットパー

ク構想とも連動しながら対応していかなければならない課題であると考えております。身障者用

トイレにつきましては、こうした観点とともに、現在の設置場所や設備改修の必要性等、検討す

べき課題があると考えております。

次に、カントリーパークの運動場利用拡大策として、駐車場からの進入路を整備してはどうか

との御提案でございます。御指摘の運動場は、カントリーパーク所有の多目的広場として広く周

知いたしておりますが、利用はほとんどないのが現状であります。情報発信の不十分さからなの

か、御指摘のような進入路の不備がその原因なのか、カントリーパークそのものの利便性からな

のか、さらには現実的に具体的な利用団体や事業等が十分見込める現状にあるのか等々、さまざ

まな角度から検討しなければならないと考えております。過日開催されました鳥取砂丘でのポケ

モンイベントに学ぶとすれば、スポーツ面からばかりではなく、まさに多目的にその利用や活用

策を考えなければならないのかもしれません。進入路整備が不要とは思いませんが、並行して、

こうした根本的な課題もあることを御理解をいただきたいと思います。

最後に、野球場、テニスコートの整備、あるいは修理ということも含めてでしょうか、整備計

画についてはどうかとのお尋ねでございます。先ほどもお答えしましたように、施設設備の老朽

化に伴い、野球場やテニスコートに限らず、全体的にさまざまな修繕や改善の必要性が生じてい
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ます。冒頭申し上げましたように、施設を御利用いただいている皆様方からのお声や指定管理者

からの指摘等を踏まえながら、予算の範囲内で修繕は行ってはいますが、根本的な課題解決には

至っておりません。こうした状況はカントリーパークに限ったことではなく、町内の公共施設の

多くが老朽化対応の時期を迎えています。利用状況や維持管理に係る財政負担等を考慮するとと

もに、少子高齢化の進展等、長期的な視点での更新や統廃合、長寿命化などを検討し、計画的に

公共施設の適正な配置を考えなければならない時期に来ていると考えております。御指摘の施設

整備につきましては、ことし３月に策定されました南部町公共施設等総合管理計画に基づき検討

すべき課題と考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いをいたします。

以上で答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君の再質問を許します。

荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 御答弁ありがとうございました。

南部町の住宅には町営住宅とか民間アパート、それから空き家というのは三鴨議員の討論の中

にもありましたけれども、現実的には待機という状況ですので、ほかの方策を考えるべきだと思

いますが、町長にお伺いしたいのは、人口増加に向けた対策として住宅施策をどういうふうに具

体的にやっていくのがベストなのかという基本的なところ、ちょっとお考えを伺ってよろしいで

しょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

刻々と状況というのは変化しますので、いろいろ考え、また悩むところですが、現在の国の流

れからいいますと、民間施策を使う賃貸というのが今、方向性としてはそう向かおうとしてるよ

うです。国交省の補助対策でも、都市部も含めて、空き家を使った賃貸ということを積極的に進

めようとしています。ですから、この流れは今後も続くだろうと思っています。

その中で南部町も、先ほどからの御質問のように、空き家対策ということを進めています。一

方で、賃貸住宅の問題については、先ほど答弁したとおり、賃貸はそのまま人口増加につながる

かというと、短期的な即効効果はあっても、長期的に定住に結びつくものではないと申し上げま

したとおりです。したがいまして、できるだけ、場所だとかそういうことは限られるかもしれま

せんけれども、移住定住の中でも集落に近づいた場所にミニ開発を民間とともに進めていく、そ

ういうことが現実的ではないかというぐあいに思っています。それであれば大きなインフラ投資

等も必要ありませんが、大型のものとなりますと、電気は別としましても下水道や道路や水道や
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全ての根幹的に、今、南部町が持っていますインフラの根本から変えていく、そこまでの投資を

これから続けるような時代ではないだろうと、私は時代感としてそういうものを持ってます。し

たがって、もう少し小さな開発が重要になってくるだろうなと。そして、適切に、できるだけ南

部町内でそういうものを広げていくということが肝要だろうなと思っているところです。よろし

いでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長の言われる町営住宅も、公営住宅法の住宅とそうでない住宅

が、越敷野住宅とそれからメゾン福成という２つの住宅があります。今、町長言われるように、

民間のアパートもそうですし、このメゾン福成をとっていうならば、これも若者、年齢３５歳以

下とか新婚とかいろんなことがあるんですけども、５年間という条件つきの町営住宅です。やは

り民間のアパートの活用もそうなんですけど、こういう、一回は南部町に入ってきてもらって、

そこで南部町のよさを知り、５年間という限定がありますので、そこから宅地を求めて、住宅を

求めてということになると思うんですけども、やはりそういう施策、メゾン福成という２６年に

建った住宅でございまして、ここは谷川集落という集落の中に入りますので、そこの集落ともお

つき合いをしてくださいねというのが入居条件になっております。非常にいいことだなと思いま

すが、例えばこの住宅の検証、現在こういうふうにうまくいってるとかその辺、町長、お考えで

しょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

具体的な効果検証は、メゾン福成について私は聞き及んでいませんけれども、ただ、投資とそ

の効果、４戸しかありませんので、投資対効果の点では少しコスト的に高いなっていうのが私の

認識です。大山町等が積極的にやってるということもあって、南部町でもということで、私も中

心になって進めてみましたけど、もう少しコストをかけないような方法があれば、そういう方向

がいいじゃないかと思います。

さらには、やはり賃貸物件ではなくて、小さな、４戸でも５戸でもいいですから、定住用の若

者向けの住宅開発ができればいいじゃないかなと思います。そうすれば間違いなく定住して、そ

の地域の一員となっていただけるわけでして、コミュニティーの中に新たに数戸であっても入っ

ていくような、そういう仕掛けが今後、行政としては進むべき道ではないかなと思っています。

一番最初に言われました老朽化した住宅については、総合計画等をしっかり組んでいかなくち

ゃいけないと思います。それぞれの課題がやはり違ってこようと思います。今現在、住んでおら
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れる方のニーズ等も含めながら、今後、将来どこにどういうもの、施設をつけていくのか、また

今あるものに対してどうするのかというものを総合的に考えないといけないなと思っています。

総合計画等も含め、限られた財源の中でどういうぐあいにしていくのかも含めて考えていきたい

と思ってます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長が先に答えてしまうと、私の聞くことがなくなってしまうん

ですけれども、済みません、１つずつお願いします。

まず、メゾン福成ですけど、若者住宅ということで、言われるように、私的にも、各集落の中

に移住してこられた方もおられます。ただ、空き家に移住したいんだけどって、待っておられる

方が１４世帯あるという先ほどの話もありました。やはりそこを、町長の答弁を、空き家を貸し

ていただけるように、提供していただけるように努力するというのが答弁ですけども、ちょっと

もう少し頑張りましょうよというか、もう少し前に進む方法はほかにないのかなと思ったときに、

空き家がベストなんですけども、とりあえずそれにかわる住宅とか、ちょっとかわることも考え

ていく必要があるんではないかなというふうに、討論を聞いてまして感じました。

各集落にちっちゃな造成地をつくるということ、それは当然、町がやるんではなくて民間活用

ですよね、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

いずれも、賃貸アパートにしましても、造成につきましても、やはり民間資本を主体とした開

発を考えています。行政が中心になってするのであれば、それはそれなりの一つの目的がなけれ

ばいけないと思います。もう少し総合計画等や人口の推移、それから今ある町営住宅のあり方、

これ総合的にやはり検討していかないと、なかなか答えが見つからないだろうなと思ってます。

民間主体でまずは進めたいと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 現在、民間活用ということで、造成のほうについては余りないん

ですけども、民間アパートについては町の支援策がありますですよね。ちょっと教えてもらって

いいですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

現在お話にありましたように、賃貸住宅への支援とあわせまして、これが町内の振興山村地域
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に限りますけれども、民間がされる場合の住宅造成への支援というメニューもございます。ただ

活用されたという実績はないんですけれども、現在、分譲用住宅地の造成に要する経費の４分の

１以内の額で５００万円を上限ということで、少し条件等はございますけれども、そういった支

援制度を設けてございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 造成はわかりました。民間アパートの建設にも補助がありますで

すよね。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

失礼しました。民間アパートの建設の補助でございますけれども、こちらにつきましては賃貸

住宅１戸当たり２５万円ということで、戸数、その２５万円掛ける、１０戸であれば２５掛ける

１０ということで、を掛けた以内の金額ということで、これは限度額が３００万円というような

制度を設けております。こちらにつきましては、先ほどの造成のほうもそうですけれども、２７

年度から制度化しておりまして、これまでに３件御活用をいただいており、ちょっとまた予定が

あるような話は聞いておりますけれども、現在のところは３件ということでございます。以上で

ございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。このように造成についても補助があり

ますし、民間アパートの建設についても新しく２７年度からそういう制度があるということで、

町内の中には、その前にアパートを建てた人は補助はなかったんですけど、今回また新しく建て

られて、補助がもらえて、３００万もらえてよかったと言っておられる家主さんもおられました。

やはりこういう町の支援があるよというところをどんどん発信していくことが大切かなというふ

うに思いますので、ぜひ宅地造成も含めてお願いをしたいと思います。

町長がちょっと先に、さっき言われたんですけど、いわゆる政策空き家というものが今、新宮

谷と馬場と菅田ですか、あります。ただ、現在の入居状況を伺ったところ、とてもとても入居率

が高いといいますか、余りにも、今募集しないわけですから、いつまでに、どういうふうにここ

の団地をするとか、建物の老朽化もあります、修繕費、その費用対効果というふうに町長言われ

ましたけど、やはりそこの団地をどういうふうにまとめていく。ただ、１１月でしたか、住宅の

募集要項がありまして、この３つの団地については今、新規募集をしていませんというふうな行

政だよりといいますか、広報なんですけども、それだとちょっとどうかなというふうに私は思い
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ます。募集しないというか、そこから政策空き家というふうにして、ここの団地はもう老朽化し

たので、例えば３つあるものはもう募集をしなくて、最終的には入居者をゼロにして壊すとか、

次のものを建てるとか、そういう方向に行くと思うんですけども、やはりせっかくの部屋がある

のに、家賃収入もない、そのまま使わない、募集しないというのはちょっともったいないのでは

ないかと思います。

県営住宅を見ると、県はそういう意図かどうかわからないですけども、期限つきの募集をして

おります。何年まで入居可能ですというような募集をかけて、入居をして、それで例えば平成３

５年まで、もうかなり老朽化来ますので、ここまでは募集します。そこになったら出てください

ね、退去してくださいねという条件つきで、了承の上に入ってくるという、そういう町営住宅の

貸し方もあると思います。計画がないというのがやはり、ただ募集しないとかそういうことでは

なくて、町長が総合計画というふうに言われましたけども、これからの計画をどういうふうに、

町営住宅、移住してきたい、町営住宅に移住してきなさいとは言いませんけれども、やはりそう

いうほかの事情があって、公営住宅法に該当する人が入りたいんだけど入れないと。今回も１１

月に募集があって、例えば越敷野住宅１０戸あるんですけども、今は８ということでした。この

２戸も今回の募集で埋まったというふうに建設課長から聞いております。こういうふうに町営住

宅に入りたいという方がおられるのに、政策空き家というか、募集をしないというのは、家賃収

入も考え、もったいないと思いますが、いかがでしょうか、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。

まず、先ほど余り詳しく申し上げませんでしたが、メゾン福成は費用対効果ということを申し

上げました。これは民間資本で建てて、それを行政が返還する、年々お金を返していくというや

り方でつくりましたけれども、これは少し高くついてるなっていうのが私の印象です。ですから、

費用対効果が少し悪いなというのは、そのメゾン福成の使い方というのはもう少し考えたほうが

いいかもしれないなと思った次第です。それから、今言われました越敷野住宅は公営住宅法では

ありませんので、所得だとかそういうことではなくて、子育て支援という主体を持ったものです。

この２つはちょっと置いといて、ほかの一般的な公営住宅についても、県営住宅については県

はもうできるだけ早く民間に払い下げる、その前に町に払い下げたい。いわゆる県として管理す

るのは、私たちが今まで想定したよりもっとずっと短い、まだまだ使える段階で他に払い下げて

しまうという方向に、かなり前からもうシフトしてきています。したがって、町としても、県営

住宅を町としていただいて、さらには払い下げれるかどうかということも、これまでも検討した
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りアンケートしたり、そういうことを繰り返してきてるところです。そういうおられる人のニー

ズ、できれば今、公営住宅は、そこの定住化も含めて、入られた人に一定の年限で払い下げてし

まうという方向にもう方向が変わってきています。ですから、残念ながら、その過渡期の中で、

老朽化した住宅を今後どうしていくのかというのが少し置いてけぼりを食ったような格好になっ

てきてるわけです。中にお住まいの方も高齢化していますし、当然ながら、いろいろな課題を持

っておられます。

それを、じゃあ、どういうぐあいに今後計画していくのかということは、今ここで急々に方向

を変えるということもなかなかできないものでして、したがって、総合計画だとかそういうもの

を組みながら、目的を。今言ったような、一番最初にこの町営住宅をつくったときには人口対策

でつくってるわけです、南部町の町営住宅というのは。それから、さっき言った２つにつきまし

ては、子育て支援というんですか、そういう、学校を守るためであったり、それから若者たちに

入ってもらうための目的を。今後つくるものであれば、これは何のためにつくるのかということ

を新たに明確にする必要があろうと思っています。したがって、県営住宅を今後どうするのか、

受け取る、またはそのまま今度は払い下げる、こういうことも早急に決めなくちゃいけません。

町営住宅についても、できるだけ早い時期に民間というか、入ってる人に引き渡すのか、いや、

それとも町としてはそうではなくて、これまでどおりじっくり使いながら修繕をかけていくのか

と。それから、古くなったものについては今後どうするのか。もう老朽化もかなり進んできてま

すし、前から出てますように、屋根瓦さえもなかなか手に入らないというぐあいな話もありまし

た。それは少し修繕して、もう大丈夫になってるかもしれませんけれども、そういうことも含め

て修繕計画もできていますけれども、さらには今後それをどう使っていくのかというのを、公共

施設として今後どうしていくのかということを新年度には考えていきたいと、このように思って

るところです。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 言われることはよくわかりますが、私が一つ聞きたかったのは、

政策空き家という文言、言葉をとりながら、その政策をとりながら募集をしないで、これからは

こぼすのか、売るのか、まとめるのかはこれから決めるというのはどうかということなんですけ

ど、年度を決めてるうちは入居者を募集するとか、そういうことは考えられないもんなんでしょ

うか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。新しいうちは県のように何年、例えば築１５年でこ
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れは引き渡すから、平成３０何年にはこれはもう県としてはだめだよというところで県はやって

るわけです。比較的ながとし新しいものです。古いものについてはこれは困るわけでして、政策

空き家として新たな入居はストップさせながら、そこにおられる方たちの今後をどうしていくの

かということはまた別の問題で考えていく。したがって、古くなったところにがんがん新たに人

を入れるっていうのは、今のうちの場合であれば少し考えられないだろうなと、こう思っていま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） わかりました。

そうすると、新たな町営住宅の建設、西伯病院の近くに、西伯病院が核となる、キーとなると

いう話もありました。南部町、全国を見ると、やはり高齢者の住宅問題というのが非常に大きく

なってきているようにも思います。南部町に移住を希望される方は、やはり西伯病院がある、介

護施設があるというところが決め手の一つになってきてるところも要因が大きいと思います。新

たな町営住宅という費用対効果が伴わないようなものはしちゃだめですけども、公営住宅法によ

るものでない中で費用対効果が十分とれて、そこに医療だったり介護だったりというバックを持

った、町が進める町営住宅のようなものを建設してはどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。

病院の周りに、そういう高齢者の安心して住まわれるような施設というのは考えられるだろう

なとは思います。それだけではなくて、先ほど、きょう午前中の一般質問でもありましたように、

地域の中ではいろいろな困窮状態があります。高齢者がお一人で住まわれてて、ここではやはり

万が一のときに医療まで余りにも遠過ぎるというような方々が、病院の近くで安心して暮らして

いくということは選択肢の一つかもしれませんが、片方ではそこには空き家がまた出てくるわけ

でして、その空き家についての今の議論ですね、どうやって有効に使っていくのか。こういうこ

ともやっぱり政策の中で一体として考えていかなければ、コンパクトシティーの南部町版をつく

っていくようなことになっても、各集落がどんどん疲弊していくということにつながっていきま

す。多様な方向を考えながらも対応していきたいと思いますけども、その中の課題解決の一つと

して、病院の周りにそういう住宅建設ということも、今の現在の課題の解決の一つとしては選択

肢としてあるんだろうなと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。人口増に向けたそういう住宅施策の充

－４９－



実というのがやはり必要になってくると思いますが、それは町の施策の中で、あるいは民活だっ

たりとか、いろんな方向でできることを、これからの計画、人口減というのが目の前に迫ってる

わけですから、そういうことを考えた上での総合計画。ちょっと外れるかもしれませんが、総合

計画というのは、私のころは必ず必須で総合計画があるもんだったですけども、合併のときから

総合計画は任意の計画のような格好になってまして、今はまちづくり計画ということで、済みま

せん、ちょっと外れるかもしれませんが、町長は、さっきの細田議員の答弁にもありましたけど、

来年に総合計画をつくるということでございますね。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

まちづくり計画が今３１年を目途に考えていますので、それ以降を引き継ぐものという位置づ

けがない状態ですので、３０年に３２年以降の町のグランドデザインをどう考えるのか。少し長

目の、１０年ぐらいの、いわゆるこれまでのような総合計画をもう一度、人口が縮小するこの社

会の中では、大きくなるときにはみんなが夢を描いて大きなことをつくっていましたが、そうで

はなくて、本当に真剣に現実的な総合計画。先ほど言われましたような住宅はどうするのかだと

か、水道はどうしていったらいいのか、下水道の施設はどうしていくべきなのか、そういうもの

が、もしかしたら小さくなっていきますから浮いてきますよね、必要ないんじゃないかという論

も出てくるかもしれません。人口とあわせて、各集落の計画や振興協議会の計画とあわせて、南

部町のグランドデザインをぜひつくっていきたいと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） わかりました。ありがとうございました。

次に、ポケットパーク、今現在進行形だというふうに思いますが、今年度中にいろんな意見を

聞いて集約をしてということでございますが、インターネットに、町長言われましたように、前

回の１１月の２２日にですか、座談会の１回目のまとめというのがインターネットで載っており

ました。こういう座談会を続けていきながら、親子で行ける公園というものをつくっていくんだ

ということですけれども、次をいつだって言われましたですか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、仲田磨理子君。

○子育て支援課長（仲田磨理子君） 子育て支援課長でございます。

次回は１２月１４日に天萬公民館、天萬庁舎の２階の会議室で予定しています。今、インター

ネットのチラシというか、を見ていただいているんですけども、それと同時に、広く皆さんの意

見をお伺いしたいということで、１２月１３日までに御意見をいただきますようにということで、
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用紙も一緒に載せております。これは、子育て広場とか、のびのびがあります支援センターとか

でもお話を伺ったり、皆さんの意見を伺うということでお配りしてますので、皆さんの意見を子

育て支援課のほうに届けてやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。１２月１４日ということですね。町長、

２４日と言われたので、１４日が正しいようですので、皆さん、よろしくお願いします。

ポケットパークという、本当に身近なところにある公園といいますか、親子で毎日行ける公園、

公園というよりも空き地だったり、広場だったり、安全なところが一番なんですけども、お散歩

コースの中に入っていると。お母さんと行くよりもおじいちゃんやおばあちゃんとちっちゃな子

供が行くのが多いのかなというふうにも思いますけども、身近な公園、遊びに行くのにいろいろ

な意見を伺います。もちろんその公園、広場は必要だと思います。ただ、今どうしても子供たち

が近所にいないというか、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さんと子供たちと遊ぶんで、それ

はそれで触れ合っていいことなんですけども、やはり子供たちは一緒に遊びたい。ただ、それは

隣の集落に行かないけんとか、広域なエリアになっていかないといけないということで、やっぱ

り仲間と遊びたい。

教育長、先ほど言われましたけど、カントリーパークは総合運動公園でということももちろん

ですが、十分公園の機能もあると思います。やはりそこのポケットパークの位置づけ、それから

カントリーパークの位置づけという、違いますよね、使っていく使い方が違うと思うんです。身

近な公園というものと総合運動公園というものがあると思いますが、両方ともそれぞれの役目が

あって、必要だと思いますが、そこの考え方だったりそれぞれの活用の仕方というようなところ、

町長、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。

私が余りポケットパークはこういうイメージだと言いますと、せっかく皆様に御意見を頂戴し

てますので、方向が余り崩れるといけないなと思っています。ただ、前回の第１回目にお話を伺

ってても、これは想定するのを何歳ぐらいの子供なのかに想定することによって、もう全く姿が

違いますねという御意見もいただきました。小さなゼロ、１、２歳ぐらいであれば、当然お母さ

んやお父さんと一緒にそれ相応の、本当に小さなものでいいでしょう。それから、もう少し小学

生にもなれば、子供たちの友達同士でわあわあ走り回るような、こういうものが想定されなくて

はいけない。したがって、私が思ってるのはおのずともう少し小さい、小学校に行く前の、それ
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も小さな子供たちを対象にしたものが欲しいっていうお母さんたちの御希望にお応えするもので

ございます。決してそればっかりではないんですけども、皆さんの御意見を、議論をかみ合わせ

るところによって、いろいろ言っていただくことが大事なんじゃないかなと思っています。

いい意見だなと思ったのは、ネットだとかＳＮＳだとかいろいろなものを使いながら、お母さ

ん方が、自分は南部町の例えば緑水湖畔のあそこに行ったら子供と楽しく遊べましたよと、皆さ

んもどうぞというような情報をやはり共有することが大事なんじゃないか。そういう仕掛けであ

れば、行政が簡単につくれるんじゃないですかという御意見をいただきました。それから、学校

の会報であったり、子供たちは学校の芝生のグラウンドで遊んだらいけんって言われとうけれど

も、役場のほうの今の話聞くとどんどん使ってくださいと言うし、その辺の捉え方はどうなのか

だとか、行政がこれまで思って、自分たちが思っていたことと親御さんたちが思っていることは

少しずれもあるなというぐあいに思ってます。子供たちが遊べるところをきちんとネット上で、

お母さん方がなかなか電話して役場に聞くということはあり得ないことですので、そういう今、

若い世代のお父さん、お母さん方に合った情報の出し方というものももう少し考えていくべきだ

なと。そうすることによって、もっともっと南部町というこのフィールドは、楽しく遊べるとこ

ろは案外もっとあるんじゃないかなというぐあいに思った次第です。いろいろな意見をいただき

ながら、子供たちの健やかな成長の一助になるようなものをつくっていきたい、このように思っ

ています。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございます。本当にいい企画だと思いますし、それか

ら複合施設を今、検討もされておりますけども、その中でいろんな集まって意見が出る。そこに

もお母さん方ももちろんおられますので、雨の降らない、蚊や虫のいない、きれいな子供の遊び

場、広場が欲しいとか、いろんな意見が出ます。全てかなえていくということは難しいかもしれ

ませんけども、いろんなニーズに応じる対応ができたらなというふうに思います。

それから、教育長から、カントリーパークの整備についていろいろ伺いました。お願いするこ

とばかりで、予算が伴うことですので、なかなか難しいことだと思いますけども、今回カントリ

ーパークの指定管理ということで、また更新の検討委員会ですか、があります。ＴＫＳＳさんと

いう今、議案というか、上がっておりますし、現在もそこが指定管理を受けておられるところで

ございます。今回１２月の補正予算で、トイレのあれは配管になるんですかね、浄化槽と結ぶ配

管修理の補正予算の提出になっております、審議に上がっております。先ほど私の考えますポケ

ットパークとそれからカントリーパークは位置づけが違って、今カントリーパークは、陶山町長
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が建設課のときにつくられた思い入れのある野球場だと思いますけども、非常にグラウンド状態

は、フェンスに全てラバーが張ってありまして、安全対策がとられている、鳥取県の西部でも３

本の指に入るぐらいのいい野球場でございます。大会も、大きな大会、私、全軟のほうのちょっ

と野球の役もしてるんですけども、大会もカントリーパーク、かなり選手もやってきます。野球

場、非常にグラウンド状況、ＴＫＳＳの管理状態もようございます。よいというのは、非常に口

やかましいぐらいに管理を徹底されておられますので、従わざるを得ないというか、当然スポー

ツマンとしてのことなんですけども、いい管理をしておられると、やっぱり歴代の管理がずっと

できてると思っております。

ただ、そこの、ごめんなさい、ちょっと前段があれですけど、検討委員会の中でも出てきたん

ですけども、やはりトイレの問題というのが出てます。今は和式しかないので洋式にしてくださ

いとか、身障用のトイレ、高校野球の大会も、中部の倉吉の球場が今使えなかったりで、カント

リーパークで高校野球があったりもします。そうすると、かなりの子供さんだったりお孫さんの

応援ということで来られます。車椅子の方も来られます。そこで、公共施設としてやっぱりそう

いう対応をしていかなければいけないというふうに思っております。教育長はもちろん検討する

というふうには言っていただきますが、これは大分前からそういうことが続いていると思うんで

すが、総合計画の話もありますが、一歩踏み出た回答をいただけないでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

議員さんのおっしゃられることは重々身にしみて理解ができる話だろうなというぐあいに思っ

ておりますので、少し時間を下さい。整理整頓をして、予算のことももちろんある、このことは

御理解をいただいてると思いますけれども、利用状況等を踏まえて整理整頓をもう一歩進めたい

というぐあいに思います。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。やはりカントリーパーク、本当に年は

とってますけども、非常にいい公園だというふうに思っています。今ちっちゃい子供はポケット

パークですが、大きくなったらカントリーパークにバスで行って遊ぼうねとか、そういう公園に

していけるように我々も協力をしていきたいというふうに思ってます。やはりそこには整備計画

だったり、修理計画だったり、当然財政も伴いますので、年次的な計画が必要だと思いますので、

ぜひともその辺を御検討いただきまして、よい公園にしていただきますようにということをお願

いをして、私の質問と。お願いします。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 以上で、２番、荊尾芳之君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は２時１０分にしますので、よろしくお願

いいたします。

午後１時５９分休憩

午後２時１０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、５番、白川立真君の質問を許します。

５番、白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） それでは、壇上より、２項目について伺ってまいります。

まずは、ＬＥＤ防犯灯の設置について伺ってまいります。

昭和の３０年代、戦後の混乱がまだ後を引く中、夜の町は依然として暗く、女性や子供たちが

安心して歩ける状態ではありませんでした。昭和３６年、この年は陶山町長におかれましては５

歳のお誕生を迎えられた年、この年、政府は、暗闇における犯罪防止の目的で、防犯灯等整備対

策要綱を閣議決定いたしました。その年の暮れから明るいまちづくり運動が全国的に展開され、

防犯灯が盛んに設置されるようになり、半世紀が過ぎようとしております。あの時代、木製電柱

につけられた小さな白熱灯は、経済成長をしていく日本の夜を、また人々を静かに照らしており

ました。

やがて全国的に設置数がふえ、省電力、長寿命化が求められるようになり、白熱灯はシーリン

グライト、蛍光灯へと引き継がれていきました。今日、地球温暖化防止対策が叫ばれる中、さら

に低コスト、さらに省電力、さらに長寿命でメンテナンスを軽減できる新しい時代にふさわしい

光源が求められております。１９９３年、半導体を活用した青色発光ダイオードが発明され、今

まさに白色ＬＥＤが新しい時代の主役となろうとしております。一方で、防犯灯は、安全を保障

するものではなく、安心感を提供するものであり、設置に当たっては、光の害、光害や周辺環境

に配慮し、防犯灯の照度基準、クラスＡ、クラスＢなどを参考に設置することが望ましいと考え

ております。

我が町におきましては、防犯灯設置にかかわる町民皆様からのニーズは依然として高いと思っ

ております。夜間利用の多い通学路を中心に、集落外や集落内の防犯灯を順次ＬＥＤに移行する

ことは電気料金や球切れ交換経費の節約につながり、住民が安心できる明るいまちづくりにつな
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がると考えております。そこで、３点、伺ってまいります。

１つは、県が促進している安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置促進事業補助金とは、どのよう

な目的で、その内容はどのようなものか伺います。

２つ目、防犯灯設置計画の中で、町民ニーズと照らし合わせて、設置が急がれるエリアはどれ

ぐらいあるか伺います。

３つ目、防犯灯設置計画の中で、経費節約に資する多灯タイプや時限タイプなどは検討された

ことがあるか伺ってまいります。

続きまして、ひきこもり対策への支援について伺います。

変化の激しい現代社会の中で、深刻な問題の一つに、ひきこもりというテーマがあります。一

定期間以上、自宅や自室という極めて狭いエリアを生活範囲とし、社会とのつながりを避けてい

る若者たちがおられます。２０１６年９月、内閣府の発表では１５歳から３９歳で推計５４万人、

４０歳以上を含めれば７０万人以上とのことでした。我が町においても深刻な問題として捉える

必要があると考えております。そこで、３点について伺います。

１つ、ひきこもり対策に中心的役割を持つ社会福祉協議会と連携すると言われますが、どのよ

うにかかわるのかを伺います。

２つ目、県の機関である福祉保健局やカウンセラーを持つ専門機関との連携を強く進めますが、

所感を伺います。

３つ目、ひきこもりの原因は多様で十人十色であり、一方で、一人でも多く社会復帰へつなげ

る意義は非常に大きいと考えております。今後の展開をにらみながらですが、社協や専門機関と

タイアップする専門組織へグレードアップすることは考えられないか伺ってまいります。

以上、２項目について伺います。御答弁よろしくお願いをいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、白川議員のＬＥＤ防犯灯の設置についての御質問からお答え

してまいりたいと思います。

私も先ほど御質問を聞きながら、昭和３６年の明るいまちづくり運動が発端だということは初

めてお聞きしました。町が促進しています安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置促進事業費補助金

とはどのような目的で、その内容はどのようなものかという問いについて、まずお答えいたしま

す。この補助金は、市町村や自治会などが行うＬＥＤ防犯灯の設置を促進させ、防犯環境整備に

よって犯罪のないまちづくりを図ることを目的としており、防犯灯のついていない場所に新たに

ＬＥＤ防犯灯をつけることが対象となっており、その経費の３分の１を県から補助金として交付
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されるもので、残りの３分の２は町が負担しております。既に設置されているものをＬＥＤ防犯

灯につけかえる場合は、現在のところ補助対象外となっていますが、蛍光灯をＬＥＤにつけかえ

たいと希望される集落もあるため、県には補助対象とするよう要望してるところでございます。

次に、防犯灯設置計画の中で、町民ニーズと照らし合わせて、設置が急がれるエリアはどれく

らいあるかとの御質問でございますが、南部町では防犯灯設置計画の策定によらず、毎年１１月

ごろに出される地域振興協議会を通じて提出いただく次年度の要望書によってニーズを把握して

おります。設置については、担当者が現地を調査した上で、集落の代表の方に話を伺いながら、

通学路など必要性の高いと思われるところから優先的に設置しています。設置が急がれるエリア

はどれくらいあるのかと、この御質問でございますが、集落から出していただく要望が急がれる

エリアだと認識しており、その中で判断させていただいております。

防犯灯設置計画の中で、経費節約に資する多灯タイプや時限タイプなどを検討したことがある

かとの御質問についてお答えいたします。防犯灯にはさまざまな種類のものがありますが、白川

議員がおっしゃった多灯タイプとは必要な範囲を複数の防犯灯で照らすもので、時限タイプはあ

る一定の時間に合わせて自動的に点灯するものです。町では、独自の電柱を設置すると経費がか

さむため、できるだけ既存の電柱への共架を優先させていただいておりますが、多灯タイプのも

のは共架の場合は設置できないことになっており、検討を行っておりません。時限タイプの設置

はほとんど行ったことがなく、町の防犯灯はセンサーによって暗くなると点灯し、明るくなると

消灯するタイプのものを設置しております。時限タイプのものは、経費節減というよりは、むし

ろ一晩中明かりがついていると困るといった要望があったため、器具の取りかえのときにあわせ

て設置したものと理解しております。最終的にはＬＥＤにかえることが、省エネ、低コストにつ

ながると考えております。

次に、ひきこもり対策の支援についての御質問を頂戴いたしました。

社会福祉協議会のひきこもり支援における町や県の機関等との連携についてのお尋ねでござい

ます。議員の御指摘のとおり、ひきこもり支援に取り組むに当たっては、関係機関との連携は非

常に重要だと思います。既に町では、社会福祉協議会とともに鳥取県西部保健福祉局から県のひ

きこもり支援に関する事業の現状について聞かせていただき、あわせて今後の事業への協力を依

頼してまいりました。また、現在までに把握できているひきこもり者の御家族に対して、地区担

当保健師が社会福祉協議会の職員と一緒にひきこもり支援事業についてお声かけしていくよう調

整しておるところでございます。今後、社会福祉協議会では、町内外の関係機関に参画を求め、

運営委員会を設置される予定ですので、町も委員会に参画し、情報の共有に努めてまいります。
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最後に、今後の展開を見ながら、社協や専門機関とタイアップする専門組織へグレードアップ

することは考えられないかというお尋ねでございますが、ひきこもり者支援については困難かつ

大変デリケートな対応が必要だと認識しております。先進的に取り組んでおられる機関から、対

応する職員のスキルアップが重要であること、また、焦らず、御家族と信頼関係を築くことも大

事であると助言を受けておりますので、早速、社会福祉協議会では研修会の開催予定であると聞

いております。まず、御家族や御本人の気持ちを大切にして、希望をお聞きしながら信頼を得る

ことが大切だと思いますので、焦らず、丁寧な支援ができるように、専門職が中心となり、関係

機関と連携し取り組んでいきたいと考えているところでございます。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君の再質問を許します。

白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 町長、御答弁ありがとうございました。

委員会で、予算または決算等ですね、防犯対策事業について、担当課より御説明をいただいて

おります。９月は決算でした、２８年度でしたかね、２８年度決算というものを見させていただ

きましたし、ことしの３月は２９年度予算、この２つのデータをちょっと並べて見ておりますと、

やはり、２９年度だけでいきますと要望が６１カ所あって、設置予定はざっくりしたとこで２０

カ所ぐらいですかね。町長のお手元にこの数字があるかどうかわかりませんが、集落からの要望

というのがまたまだかなり多い。これに対して、どういうんでしょうね、何を基準につけていく

のか。町長が優先すると言われますが、そこのところをもう少し、これがうちの、恐らく南部町

の設置基準は、町長が優先するところだよという部分が基準だと思うんですが、そこのところを

もうちょっと詳しく教えていただきたいなと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、山根修子君。

○町民生活課長（山根 修子君） 町民生活課長でございます。

はっきりとこういう場合はという具体的な基準に従ってつけているというものではございませ

んけれども、実際に毎年２０カ所から３０カ所の要望が出ておりまして、そういったところには

全て担当者が、要望が出た時点で、現地に暗くなってから見に行かせていただいております。ま

ず、明るさがどうなのか、周りとの照明のぐあい、周りに照明が多ければ優先度は下がってくる

と思われますし、全くないところでかなり交通の頻度が高いようなところの要望があれば、そこ

には優先的につけたほうがいいのじゃないかというような判断もしますけれども、まず一番大事

にしているところは、通学路かどうかというところが一つありますし、さらには現地で自治会の
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会長さんたち、代表の方と直接お話をさせていただいておりまして、どういう状況でここ、こう

いったところに欲しいというところの要望を直接、文字ではなく聞き取りをさせていただいてお

ります。その中で、予算も限られておりますことから、順番につけていって、ここを１番目にし

ようとか２番目にしようというふうな判断をさせていただいているところでございます。以上で

す。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 先ほど来、先輩方も一般質問されておりますけど、究極詰めてい

きますと予算、お金の話になってきて、最後は町長の胸先三寸ということになってくると思うん

ですけども。土曜日でしたか、町長も行っておられましたまち未来会議に私も行っておりました

ら、通学路の話が少し出ておりまして、今回、私も通学路という言葉を入れておりますが、通学

路や、これは町長が優先と認めるとこでいいんですけども、まずここを先に、このラインを先に

我が町はＬＥＤ化していこうかという発想というのはどうなのかなと僕は思いまして、今は集落

外と集落内の話ちょっと分けますけども、分けますと、例えば町が人がよく通るこのラインをＬ

ＥＤにしたいなと思ったときに、集落が入りますと、集落は別ですよね、全然別ですよね。集落

の方が、よし、私たちが今ついてる蛍光灯をＬＥＤにかえるよと言ったら１個３万円ぐらいかか

っちゃうわけです。これ集落が払わなきゃいけないんですけども、あくまでも町が指定するライ

ンというのをもし決めれたら、そこについては、少ないかもしれませんが、ちょっと助成してあ

げてでもできないかなという発想なんですけども、私のこの発想はどんなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

おっしゃるとおりでして、南部町の中に防犯灯の、一定の集落内とそれを結ぶ区間が、第１灯

まで以降は行政が面倒を見ると。このルールを決めたのも、私もあんまりそんな古いことではな

いと思っていますので、合併後ではなかったかと思うわけです。昨年の、皆さんも御経験あると

思いますけれども、地域の皆さんとお話を伺いに各集落に出向きますと、各集落ごとに防犯灯の

数が、ここの集落はえらいがいに防犯灯がああなと思うとこもあれば、全く防犯灯がないな、集

落間ではそうです。集落の間であっても、ここの区域はえらく防犯灯がしっかりついてるけれど

も、ここはないよなという区間もあります。これは、今、一番最初言われた昭和３６年からの多

分明るいまちづくり運動の集落での成果であったり、それから通学路での成果であったり、そう

いう５０年ぐらいに培った地域の御努力のたまものだろうと思いますけども、もう少し今の時代

に合って、今も議員がおっしゃるように、ここはやはり重点で、だから積極的にここはしなくち
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ゃいけないなというような考えで計画を組んでるわけではどうもないということを私も聞きまし

た。少しそういう視点も要るんじゃないかと思っています。

それと、きのうのまち未来会議の中で子供たちが言ってましたけれども、建設省の堤防はなか

なかポールが立てられないということで、これももう５０年来の課題で、通学路に明かりがない

ということはもうずうっとの課題です。これも新たな、それから５０年もたってるわけでして、

そろそろ通学路に明かりをつけるにはどうしたらいいのか、具体的な対策ということも本当に考

えていかなくちゃいけないなと、改めてお聞きして感じたところです。重点的にその路線を決め

てということが、これからの計画の中で含められるかどうかわかりませんけれども、町としては

最優先にどこをしたいのかというのは、やはり各ＰＴＡとの相談をしたり、通学路を中心にしな

がら、まずはもう一回再点検が必要だろうなと改めて思った次第でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） ありがとうございます。町長のほうからは、ＰＴＡやらさまざま

な方といろいろ話をしながら、新しいそういう優先ラインを決めていく方向で検討していきたい

ということでしたが、もう一つ、もしそういう場がありましたら、ぜひこれはテレビを見ておら

れる町民の方にも少しＰＲしたいんですが、先月、ＬＥＤ化を促進しております近隣の自治体で

日野町というとこがありまして、我が町といろいろ環境は違うんですが、ちょっと勉強をさせて

くださいねと言ったら、どうぞ来てくださいと言われましたんで、ちょっと勉強してきました。

日野町の場合はもう５年間で、４００基ある、集落外であろうが、集落内であろうが、全部Ｌ

ＥＤにかえました。４００基と言われましたら、あら、偶然ですねと、私、言ったら、何、どう

してですかって。南部町も４００基なんですよと言った。ああ、そうなのと言われて、ちょっと

話が進んでいったんですけど、南部町の場合は集落外がおよそ１６０基でしたかね。集落内が２

５０基ぐらいでしょうか。どうして全部ＬＥＤにかえるんですかって聞いたら、南部町さんと違

ってやっぱりお年寄りばかりの集落が非常に多くて、５年後、１０年後を考えたときに維持費が

大変なんですと言われたんですよ。電気代も含めて、球の交換代というんでしょうか、蛍光管の

交換代が１基当たり、専門職の電気屋さんに交換してもらうと人件費がすごいんですよと。だか

ら、４００基、４００本と考えたらいいんでしょうかね、これすごい、１０年で見たら物すごい

かかる。１年半ぐらいに１回交換してるらしくて、１０年で見ると７回かえるんだけども、ＬＥ

Ｄは１０年間かえなくていいから、それだけでも、白川さん、物すごくお得なんですって言われ

て、電気代も安いんだけど、交換代がめちゃくちゃ得なんですよと言われて、ああ、そうなんだ

ねって、私も勉強して帰ったわけです。
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これいい機会ですから、町長もそういう集落の皆さんとお話しすることがありましたら、私も

ちょっとＰＲしたいんですけど、ほかの町民の皆さんにもこの場をおかりして。将来的なことを

考えたら絶対コストダウンができるなというふうに私も考えておりますんで、町民の皆さんと出

会うことがあったらＰＲしておいていただきたい、担当課の方も。私、そう思うんですけど、い

かがなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

ＬＥＤ化というものを、私の集落では大分前にＬＥＤ化しましたので、そういうもんだろうな

というぐあいに思ってるんですけども、各集落の中で多分そういう取り組みがいろいろあると思

いますけども、ぜひそれを後押しできるようなことをしていかんといけんなと、今お聞きしなが

ら思ったとこです。蛍光灯自体が製造中止になるということでございますので、遅かれ早かれそ

ういう方向に進まなくちゃいけないだろうと、それに対する町としての対策を改めて検討したい

というぐあいに思いました。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） では、続きまして、もう一つの質問項目のひきこもり対策支援に

ついて伺ってまいります。

先ほど各機関と連携して運営委員会を設置するということを言われましたが、今現在公言でき

る範囲でいいんですけども、運営委員会というのはどういう組織、また方々が集まって運営され

る、予定されているような組織なんでしょうか。もうちょっと詳しく教えていただきたいなと思

います。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。

運営委員会につきましても、社協さんのほうが中心になって設置を計画されておりますが、聞

いておりますのは、もちろん町ですとか、町内の西伯病院のお名前も出ておりましたけども、そ

ういった医療機関の協力も仰ぎたいということをおっしゃってました。それから、既に１０月に

県のほうに私どもと一緒に相談に行かせていただきまして、県のほうも参画のほうについては了

解を得ております。具体的にまだ全部のメンバーが決まっているわけではございませんので、今、

私どもと一緒に相談しながら、どういったメンバーの方々にお声かけをするかということを検討

している状況です。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。
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○議員（５番 白川 立真君） 課長のほうから、県のほうともと言われましたので、これも先月

でしたでしょうか、県の福祉保健局さんのほうへちょっと勉強に行ってまいりました。今、県の

ほうはどういう歩みをしてるんですかって伺いましたら、県の場合、東・中・西部とあって、中

・西部については、まず基本的に御家族の方の御相談を受けるんですね、御相談。そして、その

次に、できるだけ本人さんとアプローチをしたい。でも、そこにはカウンセラーさんや専門のア

ドバイザーさんというんでしょうか、そういった方と本人さんとをつなげるっていうことでしょ

うか、そういったことを中・西部は中心にされている。

つなげて、その後どうするんですかって聞いたら、中・西部ではまだないんですと言われた。

東部はあるんですかって聞いたら、東部はあるんですって言われました。ちなみに東部はどんな

ことしてるんですかって聞いたら、ピアサポートさんだったかな、ちょっとごめんなさい、ＮＰ

Ｏの鳥取青少年ピアサポートさんという団体でしょうか。今、何か、ののなさんと言われるんで

すか、新しい名前ですかね。こういうＮＰＯの法人が立ち上がって、もともとあったんですね。

そこの方がひきこもりの方も社会復帰できるように、そこで生活体験とか就労体験も一緒にして

くださってるんですよと言われました。

順番的に言えば、今、県は、いろんな組織と組織をつなぐ仕事を県がやるんですかって聞いた

ら、今のところそうだと。そして、専門機関とをつなげて、本人を、就労体験がいいのか、また

別のケアの仕方がいいのかを決めながら、その都度その都度、もうケース・バイ・ケース、０

００人いれば０００人様だそうなんで、つなげる仕事を行政はしてるんだと言われました。そ

こで、では南部町は社協さんが中心で行われますが、今、西伯病院という名前が少し出ましたが、

ここはカウンセラーという位置づけをしたほうがいいんでしょうかね、アドバイザーさんなんで

しょうか、西伯病院さんは。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。

西伯病院は、午前中もお話に出ましたけども、精神科がございます関係で、現在ひきこもりの

方の大きな要因の一つに発達障がいの方が多いということも聞いております。そういったことも

ございますので、専門のお医者様がいらっしゃる病院のアドバイスを受けましたり、議員がおっ

しゃいました心理士さんもいらっしゃいますので、専門職さんのアドバイス等も、私どもも社会

福祉協議会さんのほうも受けたいと思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） ちなみに、ＮＰＯのののなさんというところは、さまざまな方が
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おられるそうで、ちょっと私、聞きなれない資格の方がおられたので、精神保健福祉士さん、社

会福祉士さん、介護福祉士さんはわかるんですけど、精神保健福祉士さんという方は御存じでし

ょうか。どういう方なんでしょうか、やっぱり特別な方なんでしょうか。御存じでしたら。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。

精神保健福祉士さんというのは国家資格ではございますが、社会福祉協議会のほうにもいらっ

しゃいます。その方々が中心になって事業には当たられると聞いております。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 安心しました。私も知識不足でして、やはり県の方が言われるに

は、さまざまな方々が集っている、こういうプロ集団なんですよと、ののなさんはそういうプロ

集団なんですよと言われたので、私、社協さんの中のスタッフさんというのはどういう方がおら

れるのかあんまり知らなかったので、精神保健福祉士さんとか、いわゆるさまざまな角度からケ

アができるスタッフさんがそろっているということで理解してよろしいんでしょうか、社協さん

は。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。

先ほど申しました精神保健福祉士さんが実際におられますし、さらに、やはり実際支援に当た

られるに当たって技術の向上はもちろん必要なので、今後研修も受けられる予定です。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） この閉じこもる、または引きこもるという大きなテーマは昔から

あったと思います、３０年、４０年前からですね。ただ、今、新聞等でも出るようになりました

けど、相当数の方がおられるんじゃないかということで、どんどんふえていく傾向にあるので、

予防できるうちに予防しようというこの部分で、町、県、国がちょっと腰を上げて頑張っていか

なきゃいけないという部分であろうと思いますが。

ちょっと振り返ってみますと、何十年前でしたでしょうか、ある子供さんが学校に行かない。

親御さんは心配になって、塾に預けたんだそうです、そういうケアをする専門の塾が当時あって。

５日間の体験コースというのがあって、そこに預けたら、３日目か４日目に塾から電話がかかっ

てきて、もう１週間ぐらい預かりますからということでした。親御さんは、じゃあ、よろしくお

願いします。そして、さらに３日後でしたかね、塾から電話があって、大変なんですぐ来てくだ

さいといって、親御さんが行ってみたら、もう冷たくなって亡くなっていた。服を脱がせてみた
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ら傷だらけ、親御さんは怒りますよね、もう訴えました、何だこれはと。ところが不起訴。こん

な事件が実は何回か続いたことがありまして、いよいよこれは社会的な大きな問題になったわけ

です。皆さんも御存じだと思いますけど、戸塚ヨットスクール。あのころ、戸塚ヨットスクール

だけじゃなくてほかにもまだあったそうで、何でこういう塾ができたのかという当時の社会的背

景の中に、引きこもる、または閉じこもる方は、どういったらいいんでしょうか、当時の社会が

まだ、精神的にたるんでいるんじゃないかとか、そういうまだ見方がされていた、それが一つ背

景にあったわけです。ところが、それじゃあだめだぞって言われて、今度は精神科のお医者さん

とかそういった方につないでいくと、お薬をいただく、でも、それは治療薬ではない。もっとほ

かに方法はないのかといって今日があるんだと思いますよ、課長。こういう流れがあった。

そこで、引きこもるという部分を、先ほどの亡くなられた御両親の弟さんが今、東京で有名な

カウンセラーになられておられますけども、言っておられました。引きこもるということ自体は

そんなに悪いことではない。恐らく自分が目いっぱい頑張ったけど結果が出なかった、エネルギ

ーを放出してしまった状態だと言っておられました。放電というんですかね。だから、一定期間

ちょっと充電しなきゃいけない。ところが、引きこもるという行為そのものはそんな悪いことじ

ゃないんだけど、長期に及ぶと、ここのここなんですよ、今度は周りの目、社会の目というか、

他人の目といいますか、今度はそれが気になって、自分は社会に出られないんじゃないかという

もう一つの悩みが生まれてくる。そうすると、もう外に出られなくなってしまう。これが長期化

しますと、人生の中の一番輝かしい青春期を失ってしまうことだってあるので、この長期化です

よね、長期化をできるだけ早く社会復帰へつなげていっていただきたいと思いますが、これじゃ

あ質問じゃないですもんね。今度予定されておられます入蔵のところの、あそこは就労体験なん

でしょうか、どういったことを予定される施設なんでしょうか。ちょっとそれを公言できる範囲

でお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。

まだ計画を立てながらというところでございますが、伺っておりますのは農業体験ですとか林

業体験、あるいはそういったところでできた農作物を使った加工品をつくるとか、それから手作

業でする作業ですとか、中にはパソコンのほうに関心がある方はそういったことを計画したりと

か、できるだけたくさんのメニューやプログラムをつくって、御本人さんが何か一つでも関心を

持っていただけるような体験、あるいは生活をしていく上での訓練で、それが将来就労の訓練に

つながればいいということで計画をされているというふうに伺っております。
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○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） もう一つお願いします。その共同体験ですが、宿泊もできるんで

しょうか、例えば１週間だとか。そういったような機能もあるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） まず、その宿泊とか具体的なところは、ちょっと私のほうは伺

っておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） いずれにしましても、先ほどもちょっと触れましたが、引きこも

るということは充電中というふうに僕は捉えています。ただ、長期化が問題だということでね、

できるだけ保健師さんとか社協のスタッフの皆さんには、特にファーストアプローチ大変でしょ

うけども、適切なアドバイスと社会に出る勇気を与えてあげていただきたいと思います。

これで終わりたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、５番、白川立真君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。（「やってしまおう」と呼ぶ者あり）いや、休

憩をとります。再開はちょうど３時からにします。

午後２時４９分休憩

午後３時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

４番、長束博信君の質問を許します。

４番、長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 議席番号４番、長束博信です。昨年、町民の皆様から議席に加え

させていただき、初めての質問から１年が過ぎました。人を大切にするまちづくり、住民のため

の活気あるまちづくり、安心・安全、環境、暮らしをつなぐまちづくりを目指してきたところで

すが、これからもこれらの課題について解決を目指してまいりたいと考えております。

さて、私からは、通告に従いまして、以下３点の質問をいたします。

まず、１点目ですが、里地里山についてであります。

６月の一般質問でも取り上げましたが、環境省から、西日本で唯一の、町が丸ごとの生物多様

性保全で重要な里地里山の指定を受け、これを維持し、つなげていくために、さまざまな施策を
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これから推進していかなければなりませんが、基本的な方針を改めて町長にお伺いします。また、

個別では、次の４点についてお伺いします。

個別の１つ目は、里地里山の景観維持の一つに、中山間地における山の木を守ることも大切で

ありますが、山の景観を損ねるのにナラ枯れがあります。南部町におけるナラ枯れの現状はどう

いう状況なのかをお伺いします。

２つ目に、景観を損ねるのに、ナラ枯れもさることながら竹林荒廃も進んでいるのが町内で見

られます。この荒廃した竹林を利用、改善、整備する考えがないのかお伺いいたします。

３つ目ですが、里地里山については田畑が耕作されている景色が大切でありますが、最近、農

業者の高齢化に伴い、田畑の耕作放棄地がふえてきているように見受けられます。田畑の耕作放

棄地の実態を把握されているのでしょうかお伺いします。また、その耕作放棄地解消は進んでい

るのかお伺いします。

４つ目ですが、里地里山の指定を受けた南部町の姿を未来の子供たちの世代に伝えていかなけ

ればならないと、町長は６月議会で答弁されています。その関連する事業を進めるに当たり、そ

の構想、経費、そして何を根拠として進めていくのかお伺いします。

次に、２点目の質問ですが、マイナンバー制度についてであります。

政府の肝いりで始まった住基カードにかわるマイナンバー制度が南部町にも導入され、当初、

カード発行の混乱もありましたが、一定の時間が経過しました。そのマイナンバーカードの目的

とするところと今後の展望について、町長の見解についてお伺いします。

１つ、南部町におけるマイナンバーカード発行はどの程度でしょうか。また、今後についての

見込みはどう考えておられるのかお伺いします。

２つ目には、このカードの利用方法について、将来南部町ではどういう使い方ができるのか考

えや構想があるのかお伺いします。

次に、３点目の質問ですが、子供が育つ環境づくりと人材育成についてであります。

子供は社会の宝と言われており、南部町の将来を担うのも現在の子供たちです。その子供たち

が育つ環境整備における子育て支援については、現在さまざまな施策を実施されていますが、中

学生から高校生になるころが多感で意識の醸成が大切な時期と考えています。育った南部町を好

きになり、将来も住み続けてくれるにはどのようなことが有効だと考えておられるのか、町長の

見解についてお伺いします。

具体的な質問としましては、多感な時期を迎える中学生、高校生が、町内の若者たちとのつな

がりが町の活性化には不可欠、このように考えますが、現在は高校生のサークル、新しく結成さ
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れた青年団がありますが、中学生からこれらのグループがつながるような機会があるように思え

ません。中学生、高校生、若者たちがつながり、集えるような今後の方針、あるいは施策の考え

があるのかお伺いします。

２点目として、町が進めようとしている観光集客の施策の情報発信などで、昨今のブームもあ

り、外国人の訪れも予想されます。外国からの観光客が南部町へも来ることになれば、町民はも

とより若者たちの受ける雰囲気、考えなども当然変化してくると考えられます。これからの南部

町には、子供たち、中学生、高校生から青年まで国際感覚を持った人材育成が必要と思いますが、

どのように考えておられるのかお伺いをします。

以上、壇上からの質問といたします。見解について、町長の御答弁をよろしくお願いをいたし

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、御質問にお答えしていきたいと思います。

まず、ナラ枯れの現状からお答えをしていきたいと思います。町内のナラ枯れは、近隣市町村

と町境、県境付近に始まり、町内各所に被害が拡散しつつある状態です。町では、被害木の発生

状況を県と協力してヘリコプターによる空中探査を行い、確認しているところでございます。被

害木については、薬液による薫蒸処理を行い、被害の拡大防止に努めています。近隣の市町村、

隣県では被害がかなり拡大しており、町単独ではなく広域的な取り組みが必要があると考えてお

ります。今後も県、国とも協力しながら、継続して対策を進めていくことを考えているところで

ございます。

竹林の荒廃については、近年、地域での竹林の利用も減り、タケノコの収穫などもされる人が

少なくなり、伐採等の管理を行われなくなったことから急速に荒廃化も進んでおるものと推測さ

れます。この状態になった竹林を再生するには相当な費用がかかることから、竹林整備について

は県の森林環境保全税を活用した竹林整備事業を平成２１年度から実施しています。この事業は、

集落等が５年間の維持管理協定を結び、タケノコの生産や竹材、竹炭などの活用を行う場合、初

期の竹林整備に係る経費の最大８割を補助するというものでございます。本事業については、こ

れまで９集落、１ ４ヘクタールで事業を行っており、その後、集落等、地域の団体、グループ

で自主的に管理を行っていただいておるところでございます。

次に、田畑の耕作放棄地実態の把握についてお答えいたします。平成２７年の農業委員会法改

正により、農地等の利用の最適化が農業委員会の必須業務として位置づけられました。この農地

等の利用の最適化とは、担い手への農地集積、遊休農地の解消、発生防止、新規参入の促進の３
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つの柱とするものでございます。そのため、農業委員会では、毎年９月から１０月にかけて遊休

農地パトロールに、農業関係団体の協力を得て取り組んでおられます。実施内容について説明い

たしますと、前年に遊休農地と判断した農地のその後の状況調査や、新たに遊休化した農地がな

いか等の現地確認を行い、その後、１１月から翌１月にかけて遊休農地の所有者と面談し、今後

の農地の利用の意向を伺い、さらなる遊休化を防ぐための相談活動などを行うものでございます。

最近３カ年の遊休農地の面積は、全町で平成２６年度が２ ７ヘクタール、平成２７年度が３

７ヘクタール、平成２８年度が３ ０ヘクタールとなっております。遊休農地の中でも所有者本

人による草刈り作業だけではもとに戻らない農地については、町及び農地中間管理機構と連携し、

農地復元について有効な手段を検討し、農地として利用できるように支援しています。過去３年

の取り組みの中では、約 ６ヘクタールの遊休農地の解消を行うことができてるところでござい

ます。

最後に、里地里山関連事業を進める構想や根拠についての考え方に対してお答えいたします。

里地里山を維持するに当たり、その源流である森林の整備、管理を進めていく必要があります。

そのため、間伐の促進等について林業事業者の体制整備、所有者への間伐の働きかけをしていく

ことが重要であると考えます。現在、森林環境税の創設に伴う議論が大詰めを迎えており、その

中では森林整備や木材の利用促進などについて地方への配分が予定されており、林業振興や里地

里山の維持管理に係る事業への活用が期待されているところでございます。里地里山に関する事

業は、定住対策や生活環境整備、農林業などの産業、防災等の多様な事業がかかわってきます。

今後、南部町総合計画の策定等を考慮しながら、農地と森林の保全、活用についても盛り込んで

いく考えでございます。

続いて、マイナンバーについての御質問いただきました。

南部町におけるマイナンバーカード発行はどの程度か、また、今後についての見込みはどう考

えているのかの御質問にお答えさせていただきます。南部町の本年１０月末現在のマイナンバー

カードの交付件数は９１９件で、町の総人口に対して ２％の方に交付したことになります。鳥

取県全体では ３％です。全国平均が１０％で、申請件数はなかなか伸びておらず、普及してい

るとはまだ言えない状況でございます。事業開始当初と比較しても、マイナンバーカードの申請

件数は余り伸びていないと現場のほうも感じているようでございます。当初は、マイナンバーカ

ードがどういうものかよくわからないが、申請書が届いたので申請してみた、必要かどうかわか

らないが申請したというお声をよくお聞きしました。そのため、最初は申請件数が多かったので

すが、現在では窓口や電話での相談を通じて必要性を個々に判断されているようでございます。
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また、マイナンバーカードは本人確認書類として使用できることから、顔写真つきの証明書を持

っていないのでカードをつくりたい、運転免許証を返納するのでカードをつくろうと思ったとい

う高齢者の方のお声が多数あったと担当課からも聞いているところでございます。マイナンバー

カードの目的は、マイナンバーの提示と本人確認を同時に行うことができ、住民の皆様の利便性

の向上につなげることとしております。また、そのほか、ＩＣチップの空き容量を、印鑑登録証、

コンビニ交付や図書館カード等に利用することもできますが、現時点ではシステムが高額なこと

もあって導入を見合わせている状況でございます。

次に、このカードの利用方法について、将来南部町ではどういう使い方ができるか、考えや構

想はあるのかという御質問をいただきました。マイナンバーカードにつきましては、顔写真つき

の公的な身分証明書という機能だけではなく、本年１１月１３日より福祉や税の一部手続におい

て添付書類が不要となりました。また、マイナポータルというマイナンバーカードの公的個人認

証を利用した個人用ウエブサイトにより、マイナンバーに関して行政機関等が保有するみずから

の情報や情報連携の履歴の確認、官民からのお知らせの受信や各種手続などを自宅のパソコン等

から利用することができるようになっております。御質問いただいた南部町での利用についてで

ございますが、今現在、特に考えや構想は想定しておりません。今後、南部町独自の利用につい

て具体化の段階となれば、議員の皆様と協議しながら進めていきたいと考えておるところです。

次に、子供が育つ環境づくりと人材育成についての御質問を頂戴しています。

中学生、高校生、若者がつながり合うことは町の活性化に不可欠であるとの議員の御認識は、

私も同意見でございます。そのため、まず、人とつながりたい、地域とつながりたいという思い

を持つ人材を育てることが大切であります。本町の小・中学校では、子供たちが主体的に学び合

う協同学習の視点に立った授業実践や、保・小・中のつながりを意識した教育実践が展開されて

おります。子供たちは日々の学習を通じて、つながることの喜びや大切さをみずからの経験とし

て積み重ねています。また、コミュニティ・スクールを基盤として、地域と協働しながら取り組

んでいますまち未来科では、町の今を知り、町の未来と自分の未来とを重ね合わせて考えること

のできる子供の育成を目指しております。こうした教育実践を通じて、生涯にわたり何らかの形

でこの町とかかわり続けようとする若者がふえると、ふえてくるものであると期待して、確信を

いたしているところでございます。

このような環境で育った中学校卒業生が、２年前に高校生サークル「Ｗｉｔｈ ｙｏｕ 翼」

を組織し、精力的に活動を展開してくれています。今年度に入り、こうした活動を経験した高校

卒業生を含む若者たちが、新☆青年団「へんｔｏつくり」を立ち上げました。１０年余りにわた
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る、コミュニティ・スクールを基盤とする、地域とともに歩む学校づくりの教育施策が実を結び

つつあると考えております。私にとって大きな喜びであり、若者たちの笑顔に勇気や元気をもら

っているところでございます。地域との協働によるまち未来科の学びの延長線上で生まれ育った

南部町という大地に立ち、この２つの青年団体が継続して町や地域とつながり合い、さらには先

輩、後輩としてつながり合うことのできるまちづくりの体制を予感させる動きであると思ってい

ます。高校生サークルや新☆青年団のように、新たなことに挑戦しようとする人づくりと、それ

を受けとめ、支えることのできる地域づくりの両面から取り組んでいくことが、地域の大いなる

活性化につながるものと確信しているところでございます。

次に、国際感覚を持つ人材育成についてのお尋ねでございます。

外国からの観光客が来る来ないは別にして、ＳＮＳの普及等により世界との距離がぐっと近く

なった今日、国際感覚を身につけることは若者ばかりでなく、大なり小なり誰にでも求められる

システムでございます。本町では来年度より先行実施予定と聞いていますが、小学校５、６年生

では評価の対象となる教科としての英語が義務化となります。それに伴い、３、４年生で外国語

活動としての英語が必修科となります。まずは、こうした小学校教育における英語教育の取り組

みを町としてもしっかり支えることが大切であると考えています。

しかしながら、ここで気をつけなければならないことは、幾ら知識を身につけても、それを表

現できる能力やコミュニケーションをとる力が身についていなければ意味がありません。基本的

生活習慣を基盤とする人としての基礎があってこその英語教育であることを忘れてはならないと

思います。また、英語教育を受けることと国際感覚を養うこととは決してイコールではありませ

ん。国際感覚を養うための一つの手段として英語教育を捉える必要があると考えます。国際感覚

とは多様性、つまり違いを受け入れることのできる柔軟性ではないでしょうか。世界にはさまざ

まな考え方や価値観、ルールやマナーがあることを知り、それを受け入れることのできる力を持

つことこそが国際感覚のある人の必要不可欠な資質ではないかと考えています。したがいまして、

英語が話せることは大切なことではありますが、人としての土台となる学びや構えがあってこそ

であります。そういった意味からも人権教育は極めて重要な教育活動であり、グローバルな人材

育成にもつながるものと認識しているところでございます。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君の再質問を許します。

長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 町長の答弁、ありがとうございました。
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里地里山のナラ枯れの話ですけれども、昨年あるいはおととしというんですか、そのナラ枯れは

ふえてるんでしょうか、どうなんでしょうかね。その辺について、まず、確認したいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

ナラ枯れの被害状況ですが、統計といいますか、資料では平成２６年から調べておりまして、

２６年で３９本、２７年度で９１本、２８年度で１５０本、２９年度で３３６本ということで、

現地確認及び遠方目視ということですけれど、数字としてはこういう確認をしております。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 今、御回答いただき、どんどんふえていってますが、先ほど町長

のほうからは、町境というんですか、町との境、それから県境、このあたりに多いというお話で

したけれど、大体傾向があるのかどうかですね、山の谷筋なのか上なのかとか、こういう地域別

があるのか、傾向があるのかどうかちょっと確認したいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

谷とかではなしに、やはり山のほうなんですけれど、町内で見ますと、特に多いのが朝金、金

田のあたり、それと町境、県境でいきますと、奥絹屋のほうですね、そちらのほうでちょっとし

た固まりというぐあいになっておりまして、あとは点在という状況でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ２８年度事業でナラ枯れの対策をやられたんでしたかいね。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

２８年度は国の予算がつきませんでして、実施のほうはできておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 先ほど町長のほうから、県のほうとタイアップして、ヘリかで観

察して、目視ですけれど、枯れてる、薬液を散布するということですけど、薬液だけでいいのか

どうかですよね。ナラ枯れする原因は何か、それからその薬液だけでいいのかどうかちゅうのを、

基本的な対策になってるのかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。どうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

このナラ枯れは、ナラ菌を媒介する虫、カシノナガキクイムシという虫がそこに入って、ナラ
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菌を植えつけて、また出て飛んで、また隣のほうにという、移るような状況でして、特に大きな

成木を好むということで、ただ特徴的なものがありまして、下からあんまり２メートルとか高い

ところじゃなしに、下のほうに行くという性質があるようでございます。そのために今のやり方

としましては、立っている立木に薫蒸処理といいまして、液を注入した後、巻いてしまうと、そ

こから外に出さないようにすると、そこで殺してから後は切ってしまうというような、最終的に

はそのような処理しかないということで伺っております。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 今後の予定はどういうふうになってるんでしょうか、ナラ枯れに

対するですね。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 現在こちらの事業につきましては、国の補助金によりまして取り組

んでおりまして、なかなか県下でも大山の周辺、国立公園等がございまして、そちらのほうに配

分も多く出ておるのが実態です。ただ、国の予算の中でできるだけ実施をしていくという考えで

おります。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 結局補助金、とってくるって言葉悪いですけど、要するにこうい

うふうに配分を、いわゆる折衝ですね、折衝の結果、配分があるかないかというふうな頼みなん

ですけれど、町としてどういうふうに考えているのかというのも聞きたかったわけです。いかが

でしょうか、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

カシノナガキクイムシというのは、日本に昔からおったもんで、マツノマダラカミキリとは、

松くい虫とはまた違うんだというぐあいに、この前県の人から聞きまして、この辺がまたややこ

しいわけです。いわゆる山に入って切ってた成木を、切らずにそのまま投げっ放しにしてるから

大きな木がふえた。私もよく行きますＹＳＰの錦公園のあそこのとこにラッピングしてあります

ので、興味がある方は見てやってください、こういうことを一本一本するんだなと。ああいうラ

ッピング一つ一つやって勝負をしてても、その広大な、例えば大山山麓であったり、それから南

部町であっても対処は非常に厳しいなと思っています。新たな防護策であったり、またはもっと

木を切っていくとか、有効利用していくというような抜本的な対策がない限り、先ほど課長が言

いました木を、薬剤を注入して薫蒸処理しながらラップでくるんで、後で切っていくというよう
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なことで、本当に防御できるのかなっていうふうに私自身は思っています。

専門的な知見もいただきながら、南部町はおかげさまでまだ被害が少ないということですけれ

ども、先ほど課長が言いましたように、倍々ゲームでふえてきていますので、このあたりのどう

いうぐあいなのが一番有効的なのかということは、今後も検討していきたいと思っているところ

です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ぜひですね、今、倍々にふえていってますんで、いわゆる里地里

山が崩れていくっていうふうにつながっていくというふうに考えますので、ぜひ善後策といいま

すか、検討、県のほうにも要請するなり、ぜひ前向きに検討お願いしたいなと思っています。

２つ目の、ナラ枯れじゃないですが、竹林荒廃、いろいろ今やっておられるということなんで

すが、なんぶ創生総合戦略で、里山資源として生かすんだというやな項目があったと思うんです

が、この辺との絡みはどういうふうに、いわゆる利活用というんですかね、この辺の答えがあん

まり聞かれなかったんですが、ちょっと確認をしたいなと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

まさに、何ていうんですか、雨が多くて、高温で、植物の生育に最もすぐれた日本らしい植物

だろうと思っています。投げとけばぼんぼんふえてくるようなものは、今の大火事で課題になっ

てます砂漠地帯のカリフォルニアとは真逆だろうなと。そういう植物が育つには最適な環境にあ

るんですけれども、一たび手を入れないとジャングル化してしまう。人間の家屋のほうに覆いか

ぶさってきて、人間の生活をも危害を加えるというようなものでございますので、ぜひともこれ

からも力を込めて対応をしたいと思いますけれども、この有効利用というものがまずないと、な

かなか次の対策がとれないなと思っています。この辺はいろいろとこれまでもチップにしながら、

例えば牛の堆肥と一緒に合わせるだとか、有効利用の方法を模索してるところを視察に行かれた

地域振興協議会もあったというぐあいに聞いております。まだまだ検討段階で、先ほどの御答弁

でも申し上げましたように、森林環境税等を利用したり、山にどういうぐあいに皆様のお気持ち

をお金として使うのか、有効に利用していくのかということが、これは大きな課題でございまし

て、南部町だけの問題ではないと思いますので、ぜひこのあたりも先ほどと重なりますけども、

方策等について勉強していきたいと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 竹の利用はたくさんあろうかと思うんですね、産業といいますか、
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昔でいえばいろんな農機具といいますか、そういうものに使われておりましたし、古くから言や

あ、ビニールハウスの骨組みなんかね、今は全然違いますけれど。それから、最近事業化されて

るかどうかわかりませんが、肥料ですか、改良材みたいな、こういうものにも役立っておるよう

ですので、いろんなアンテナを広げた状態で、南部総合戦略にもありますけれど、もっと広げた

ところで見ていただいて、ぜひ検討いただければなと思ってます。

それから、先ほどの耕作放棄地の問題ですけれど、耕作放棄地はチェックされた数字が余り変

化がないように受けました。平成２６年から２７年ふえたんですが、それ以外はふえてないです

ね。それで、 ６ヘクタールは回復しましたということの御答弁いただいたんですが、先ほど言

いました耕作放棄地と、さっき町長言われます遊休地、この辺の違いはどういうふうに捉えてお

られるのかなと思います。確認です。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

遊休農地と耕作放棄地というのは、同じような状態を指しますが、遊休農地いいますのは、外

から見た場合に遊休農地、土地の所有者がいう場合が耕作放棄地と、耕作を放棄されているのか

どうなのかというのは、本人じゃないとわからないということがございます。外から見れば、も

うここは遊休、使ってないなというのが見えるんですけれど、そういうような感じで使い分けさ

せてもらってます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ということは、先ほどの回復したというのはどういうふうに捉え

たらいいでしょうか。耕作放棄地なのか、遊休地なのか、どういうふうに捉えたらいいですか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。

遊休農地として町のほうでは考えておりますので、遊休農地が解消されたというぐあいに捉え

ていただいて結構です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 先ほど４つ目の件で回答いただきました里地里山の指定を受けて、

南部町の姿を未来の子供たちに引き継がないといけないと、こういうことでございます。私が尋

ねたかった構想ですけれど、全体像としては多様な事業があるので、総合計画に組み入れたいと

いうお話でした。それはそれで結構だと思うが、これに対する予算といいますか、経費といいま

すか、かなりかかってくるだろうと思います。私が思うのには、いわゆる午前中の三鴨議員にあ

－７３－



りました農業の問題も必ずかかわってきます。農業もたくさん施策があって、それから先ほどあ

りました竹林の話もありましょうし、いろんなところで施策が講じられてくるいうふうに思いま

すが、これらを一くくりといったら言葉が悪いですが、総合計画という言葉でくくっていいのか

どうかっていうことをですね、私がせっかくということでもあるわけですけれども、里地里山に

指定されたということを、どういうんでしょうかね、いいほうに捉まえて、農業やら何やらかん

やらある、これらをつなぐもの、意識としてつなぐ、例えば条例みたいなものが一つあって、決

まりがあって、農業ではこういうこと、林業ではこういうようなこと、何とかではこういう、果

樹ではこういうようなことが、総合的に何というんですか、かかわれるような決まりみたいなの

が、総合計画というと、ただ計画ですんで、何をやるかだけなので、何かそれを縛るようなって

いったらおかしいですが、関連づける里地里山みたいな決まりがあれば非常にやりやすいかなと

私は思うんですが、この辺について、町長、お考えあるのかどうかお伺いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

言われることはよくわかりますが、局所的な環境保全であれば、条例であったり、例えばたば

こを外でぽいっと捨ててはいけませんよだとか、ここでは吸ってはいけませんということを条例

で定めて制限すると、住民の暮らしを制限するということは、これは可能かもしれませんが、南

部町全域の中を制限をかけるというのは非常に厳しいし難しいだろうなと思っています。これか

らの中で、ある部分においては農地というものを手放さざるを得ないということもあろうと思い

ます。これは南さいはく等の振興協議会の円卓会議の中でも議論をいたしました。そこをずっと

守り続けることはできないとこもあるかもしれない、しかし、守り続けなくちゃいけないとこも

あるかもしれない、このあたりの地域の課題として、それは地域が考えることでありまして、じ

ゃあ行政が、そこは最後まで守り続けてくださいということにはならないだろうなと思ってます。

この辺が厳しいしつらいところだなと思っています。

森林についても、今のままで、昭和３０年代までエネルギーのもととして、争うようにして中

へ入ってたところが、それを石油エネルギーにかえたためにこうやって山に行かなくなったんで

すけども、じゃあ、これからの先々の未来はどうなのかということも捉えながら考えなくちゃい

けませんけれども、次の世代が、じゃあ山にどんどん入っていくかというと、そうもならないだ

ろうなと、少し後ろ向きですけども、こうも考えています。税を使いながら、どこまで森林の間

伐であったり、補助金を使いながらそういうことを、手を入れていくのか、その財源は森林環境

税だというぐあいに、先ほど議論しましたけれども、これとてもまだはっきりとした状況ではご
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ざいません。町長も悩みながらどういうぐあいに町をゾーニングしていくのか、この辺について

はやはり住民の皆さんの御意向もあると思います。そんとこまでとてもじゃない、管理できんと

いったところを、無理をして税を投入しながら維持することはできないと、今、私はそのように

思ってるとこでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 私が言いたいのは、せっかくの里地里山にして環境省から指定を

受けたと、そうすると何もその指標がなくて、じゃあこうやろうということでは、活動するのに

やっぱ何かあったほうが、声かけするにもいいんではないかと、その厳しい条例ではなくて、緩

やかな呼びかけ論みたいな、極端な話が。緩やかな網かけみたいなものがあると非常に声かけ、

活動しやすいだろうというような意味合いですので、いわゆる縛りまくるような条例ではなくて、

何かそういう決まりが、いろんな施策が縦軸だとすると、横軸に通るような、網かけできるよう

なものがあればいいのかなというふうに思ったもんですから、そういう質問させていただいたと

いうことです。そのように理解していただくとありがたい。

もう一つ、それからこの里地里山、６月議会でも言いましたけれど、全国に指定を受けた市町

村あろうかと思うんですけども、これらの市町村と連携して、里地里山に対する進め方というん

ですか、協議会みたいなものつくれば非常にやりやすいかなというふうに思うんですが、この辺

についてのお考えはあるのかどうかお伺いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

それはすごくいいアイデアだろうなと思っています。全国で５００カ所あるわけでして、関係

する団体と連携しながら、お互いに学び合ったり、または国に対して意見を言ってったり、こう

いうことに対してはやっぱり連携していくことが大事だと思います。前向きに考えていきたいと

思います。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ぜひそういうのを組織化していただいて、物が言えるような環境

ができるんではないかなというふうに思います。行く行くは里地里山サミットみたいなものがで

きるといいかなというふうに、私なんかは思ったりもしてます。

次に、ナンバーカードっていうんですか、マイナンバー制度ですけれど、先ほど町は ２％、

県が ３％、全国では１０％というお話でしたけど、普及しない原因は何だと思っておられます

でしょうかね。
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○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

住民の皆様にとって利便性があれば、皆さん先をこぞって使われると思います。私は確定申告

等、非常に便利だなと思ってますので、早速用意しましたけれども、例えば保険証であったり、

銀行のカードであったり、またそういう一般的によく使われるものと、これが一体となっていれ

ば使われると思いますけれども、そこまでまだできない、ただ、将来的には必ずそうなるだろう

なと思います。その状況を少し待ってるところです。カードを何枚も何枚も持って身動きするの

は非常に問題ですし、日本のように現金を中心とする社会から少しずつ現金でやりとりしないと

いう社会も近づいてるんじゃないかなと思っていますので、そういうところにマイナンバーのカ

ードというものが入ってくれば、また違った展開や大きなイノベーションが起きるんじゃないか

なと思う。国のほうがどのように、どういうぐあいに考えているのかというのを私も勉強不足で

して、今のところ理解してませんけれども。

行政のほうから言いますと、先ほど言いましたように非常にコストが高いということです。図

書館のカードをマイナンバーのカードにしてさしあげれば、さらに無償で提供すれば、数はふえ

るんでしょうけども、莫大なお金がかかるということに問題を感じています。もう少し国の動向

や他の自治体の動向をよくよく見ながら、さらに安価になることを願いながら、今のところは静

観してるという実情でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） カードの利便性が非常に住民といいますか、町民にとってわから

ないから、利便性がないからやっぱり普及しないんだろうというふうに私も思うんですが、この

お国の事業ですから、最初は町としてはかなり宣伝をされましたけれど、その後全然発行につい

て広報がありません。それらもあって普及してないんじゃないかなと私は思ったりもしておりま

すが、ちょっと心配をしております。マイナンバー通知カードというやつですかね。もいただい

てる人があろうかと思いますけども、発行しようと思う人はあれでしょうけど、別に利便性がな

かったらどっかに置いて、しまい込んでる人はどこに置いたかわからんようになってる人だって

あるかもわかりません。非常に私は心配しております。

そういう意味で、町が積極的になっていないというのを感じましたので、非常にこれをどうい

うふうに考えるのかなというふうに、私は受けとめ方が非常に難しい。私が言いたいのは、やは

り役場さんも、住民票とりに行くと免許証はって、こう言うわけです。マイナンバーカードはと

は言わないんですよ。だから必要性を感じてない、行政がそういうふうに感じてないわけです。
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だから、この辺にも問題があるかなというふうに私は思っていますので、これが、町内には病院

がありますので、西伯病院の受診票を忘れたら、マイナンバーでぴゅっとできる、例えばですよ、

免許証がないけどそれとつながってるんで、わかりましたと、そういう証明になってますという、

何かそういう横のつながり、健康保険証とか受診票とか、いろんなのとつながると利便性が高ま

って、非常に申請もふえてくるかなというふうに私は思うんですが、そういうシステムになると

非常に高額な金がかかるということですので、ただ待っとったって国は何もしてくれませんので、

そういう声を上げないと、絶対市町村困ってんだということがなけねば、何だいや、国がやった

ことだと、こういうことになりますので、町としてはやる気があるのかどうかというのを、私は

問いたいだけです。どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

やはり個人情報というものを大切にする国ですんで、国民を守る、住民を守るという立場から

すれば、今の状況では非常に難しいだろうなと思っています。ただ、先ほど言いましたように、

次の世代を考えた場合のイノベーション、新たな価値を見出して、いろいろな産業に刺激を与え

るという意味では、マイナンバーというのは本当はもっともっと大きな力を持ってるだろうと思

いますけども、これはやっぱり国策として、それから住民に十分な説明をして理解をいただかな

ければ、もっと便利に便利にという一方では、やはりその番号によって個人が識別されるわけで

すから、嫌だという、こういう御意見もたくさん出てこようと思います。その辺の議論を深める

ことがまず一番大事なんではないかなと、このように思っているところでございます。静観をさ

せていただきたいと、静観というのは余りいい言葉じゃないですけれども、積極的に町が独自に

するようなことに今ならんなと思ってます。それだけ便利だなというのを南部町だけでやっても、

住民の皆さんの生活というのは南部町にはありますけれども、じゃあ米子に勤めてるだとか、安

来に勤めてるとか、そういう生活全ての中での利便性でございますので、そういうところを含め

ながらもう少し時間をしっかりかけながら見てみたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 了解しました。

次に、３つ目の質問で、子供が育つ環境づくりでございますけれど、先日の１２月１日に第４

回中国地区小学校生活科・総合的な学習の時間教育研究大会、第１回鳥取県生活科・総合的な学

習部会研究大会、これが会見小学校で開催されました。この中で、会見小学校が紹介されておっ

たんですけども、幼稚園というんですか、保・小・中の連携、それから地域とのさまざまなかか
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わりが、いわゆる地域への愛着を生んでいることを発表されております。発表では、こういうつ

ながり、保・小・中のつながり、地域とのつながり、随所にあらわれておりまして、非常にすば

らしい成果だなというふうに私は感じました。

それで、この保・小・中のつながりはあるんだけど、中学生が高校生に行きますね。高校生に

なると、このつながりがぷっつんしちゃうと、つながりが切れてしまう、こういうことを感じて

おりまして、この原因には、中学校から高校に行くと進路が違ったり、部活が忙しかったり、い

ろいろなんでしょうけど、だからこそ、意識をつないでいこう、切れ目のない、中学校から高校

で切れ目ができる、そういうのをつくらない取り組みをぜひ考えるべきじゃないかなというふう

に私は思ってますが、教育長、この辺はどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

議員言われますように、いわゆる中と高がつながるというのは、今大きな課題だというふうに

思っております。そこのあたりをこれからどう高校サイドと構築をしていくのかということに切

り込んでいかないけんかなというぐあいに思っています。前にも紹介したのかもしれませんが、

中・高のつながりについては、今年度１０月ぐらいから工事に入ると言ってたんですけど、高校

生の不登校、高校になって不登校の子供たちの居場所というかな、そういうものがようやく西部

のほうでも今年度設置になって、１０月から改修工事があると聞いておりまして、今どうなった

かちょっとはっきり聞いておりませんけれども、そういうものができました。そのことから言え

ば、今、高校とそういうハートフルスペースっていうんですけど、米子にできてますけれども、

そういう居場所と、それからうちのさくらんぼ、ここをしっかりネットワークを組んで、しっか

り子供を支えていこう、そういう意味では中と高とを上手につないで支えていこうというような

ことを始めたりしております。

あとのところは、まさに冒頭申し上げましたが、高校といろいろなところでしっかりつながっ

ていくというのは大きな課題だろうというぐあいに、私も思っておるところでございます。以上

です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ぜひここの、中学校までは非常にいい雰囲気で、先輩、後輩がつ

ながってるんです。高校に行かれるとそういう機会が非常になくなるので、ぜひ、年に２回なの

か３回なのかわかりませんけれど、つながるそういう場所があると、先輩同士、後輩同士だとい

うつながりができる、ぷっつんだと３年間何もないんです。結局社会に出てしまって、ずっとブ
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ランクがあくような形になるので、せっかく育んだ郷土愛といいますか、地元とのつながりも薄

れていくような気がします。また、高校生のやりましょう、単独でやりましょうという話になる

と、つながりが切れるとやっぱり人間というのはそこで雰囲気が保てないような気がしますので、

何らかの形でつながっていくような、催しでも何でもいいと思うんですが、あればさらにいいか

なというふうに私も思ってますんで、ぜひ考えていただければありがたいなと思っています。

もう一つ、次に外国の方がということです。最近、観光の目玉がＳＮＳ、今、町長言われたよ

うに、普通の観光地行かなくて珍しいところへ行くわけですね。価値観を見出して行くわけです。

そういうところにひょっとしたら南部町もあるかもわからない。そうすると、誰かが発信してく

るようになれば、非常にうれしいかなというふうに思います。それで一つ、今、そういうのもあ

りますが、一方で韓国ハンリム大学と交流をしておられますが、大変すばらしいことだなという

ふうに私思ってます。こういう活動の輪を広げるような、いわゆる施策があるといいかなという

ふうに私も、一つではなくて、いろんな広がり、例えば先ほど英語のお話がありましたけれど、

それにこだわることはなくて、例えば今、ハンリム大学というのは韓国語ですね。それから、最

近ですと、中国語でしょうか。それから、このアジアでいえばロシア語とか、その他いっぱいあ

ろうかと思いますが、お隣の島根県なんかは外国人の労働者がたくさんおられますので、そうい

う国のつながりだとか文化だとか、そういう行事や文化に子供たちが触れる機会があると、ちょ

っと将来に向けて雰囲気が変わってくる、地元ももちろんですけれど、こういう国際感覚が、町

長言われたように、人権の問題、多様性を認めることにつながっていくんだろうと私は思います

ので、ぜひこの辺をやっていただくといいなと思ってますが、このような考えがあるのかどうか、

英語のみのお話でしたので、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

議員おっしゃるとおりだと思っています。町内の縫製工場にも、今お勤めの方は中国からベト

ナムの方に移り変わってきました。今、３カ月の予定で、モンゴルだったですよね、モンゴルの

子が来て、「やばい、やばい」という日本語だけ覚えて、私の前で言って帰りましたけども、や

ばいで暮らしていける日本っていうことを彼は言ってましたけども、やばいと言ってれば全て通

じるなって、彼に教えてもらいました。ハンリム大学とのつき合いもありますし、私はぜひそう

いうつき合いを利用して、南部町の職員として１年間でもここに来てくれることを模索したいわ

けです。韓国に情報発信しようと思えば、やはり韓国語で情報発信しなくちゃいけない、中国に

出せば中国語、ベトナムだったら、やっぱりベトナム語、その母国語等を使う情報発信として、
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やはりハンリム大学とここまでの関係を持ちましたので、ぜひ１年単位であったり半年単位でも

いいですから、繰り返して来ていただいて、情報を発信していったり、お互いの文化をまた共有

していったりということが必要な時期に今後来たんじゃないかなと思っています。そういうこと

を模索しながら多言語対応もまた進めていかなくちゃいけないなと思っています。以上でござい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ぜひ、次代を担う子供たちが夢を持てるような、そういう引き出

しをたくさん出してあげると非常にいいかなと思います。何も示してあげないと、それで終わり

なので、やはり国際的な感覚を持って南部町に住みついていただいて、たくさん盛り上げていた

だくとありがたいなというふうに思いますので、ぜひ検討いただきたいと。

時間がありませんので、最後ですけれども、地域を好きになって住み続けてくれる、人材育成、

各年代ともつながる、各年代、いわゆる今、青年団ができましたけれど、大人も含めて、青年層、

壮年層というですか、そのあたりとつながってどんどんいくような、いわゆるつながり、つなが

る、つなげるという、この間の研究会おっしゃっておられた言葉をそのまま、その姿ができると

いいなというふうに思ってます。施策はいろいろありますけれど、これをつないでいくのが横軸

かなと思って。ですから、私がさっきからずっと言ってるのは、横軸を意識したつながりをぜひ

大切ではないかなというふうに思ってます。まち未来科がさらに充実させていくにはどうしたら

いいのかなというふうに思いますが、これについての構想ありますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

最初の御質問も含めてお答えをしたいと思いますけども、要は、今お話にもありましたまち未

来科という学び、９年間のカリキュラムを組んで、これをより充実させていくというのはこれか

らの方向性だろうというぐあいに思っていますけれども、結局高校生のサークルができたのも、

やっぱりこのまち未来科の学びが決して１５歳で終わる話ではない、１５歳で卒業するわけでは

ない。だとするとどうしようかというところからサークルをつくって、全ての子供、高校生が入

るわけじゃないにしても、子供たちにつなぎというか、そのまま延長線上として、まち未来科の

学びをベースにしてつながり合わせようと、こういう仕掛けであります。その仕掛けのまた延長

線上に、いわゆる新青年団が出てきたと、そういうつながりができたという状況でございますか

ら、ようやくある種のスタートラインに立ったというぐあいにも考えられると思っていますので、

ここのあたりを軸にしながら、そのような地域の皆さん方とも一緒になってつながっていく一つ
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のきっかけに、この高校生サークルの活動や青年団の活動がそういう高みになっていくように、

また教育委員会としても支えてまいりたいというぐあいに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ぜひ前向きにつながる姿を随所に発揮していただけばありがたい

なと思います。ありがとうございました。私の質問は終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、４番、長束博信君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は４時１５分にします。よろしくお願いし

ます。

午後４時０２分休憩

午後４時１５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

１２番、亀尾共三君の質問を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番の亀尾でございます。議長から許しを得ましたので、これ

より２つの項目について質問をしますので、答弁のほうをよろしくお願いします。

まず、１つ目の事項は、複合施設建設計画と公民館の割合の認識を問います。１つには、質問

の通告の時点では第３回の複合施設整備検討委員会がなされていませんでしたので届けましたが、

通告の日に第３回の委員会が持たれたということを知りましたので、その説明を、まず求めるも

のであります。

２つ目は、複合施設の中身はどのようなものをつくられようとするのかお聞きします。

３つは、公民館の機能をどのように考えておられるのかも聞くものであります。

４つは、さいはく分館の建てかえで、全面否定はしませんが、費用の額を考えると、さいはく

分館の改修の考えはないでしょうかということも改めてお聞きします。

５つには、さいはく分館に公民館主事の配置は事業終了後とされましたが、早期の配置を求め

るものであります。

２つ目の事項は、子育て支援施策についてお聞きします。少子高齢化の進む国はもとより、南

部町も例外ではなく進んでいます。その要因は、働く環境が大きな影響を与えると言えるではな

いでしょうか。そのような中で、子育てをされておられる家庭に対し、全国には子育て支援の拡
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充がさまざまな方法で進んでいるのが現状であります。本町でも自治体として支援することは当

然と思い、問うものであります。

１つは、入学準備金の支給は、用品の購入時に間に合うように進めていただくことと、あわせ

て増額を求めるものであります。

２つは、学校給食費の無料化を続いて求めるものであります。

３つは、教材費の小学校６年生まで、町費負担することを求めるものであります。

４つは、子供の遊び場の設置を求めます。

５つは、貧困世帯の予算の増額を求めます。

私は、答弁をいただいた後で、また再質問で議論を深めたいと思いますので、この場での質問

はここまでといたします。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 亀尾議員の御質問にお答えしてまいります。

まず最初に、複合施設の計画を問うという御質問を頂戴いたしました。複合施設の整備検討に

ついては、去る１１月２９日に第３回目の検討委員会を開催いたしました。今回の委員会では、

住民の方々からこれまでにお伺いしてきた意見や、現在の施設の利用状況も踏まえながら、新し

く整備する施設にどういった機能を入れていくかということについて議論をいただいたところで

ございます。

次に、複合施設の中身はどのようなものをつくられるのか聞くということでございます。複合

施設に備える基本的な機能としましては、今回建てかえの検討をしております公民館の機能、充

実を図りたい図書館の機能、気軽に立ち寄り自由に過ごしていただける交流の場の機能を整備し

ていきたいと考えております。交流の場については、公民館、図書館の利用者を初め、バスを待

つ人や小学生などが語らい、憩い、くつろぐ場所として、また町内外の方々に南部町の自然、文

化、伝統などの魅力を発信し、ふるさとへの誇りと愛着を育てていくような場として、図書館で

得た情報や人との交流により、新たな活動や起業など、新たな価値が生まれるような場として整

備していきたいと考えております。

次に、公民館の機能をどのように考えておるのか聞くという御質問でございます。これまで公

民館は地域の人々に身近な学習の場として非常に大きな役割を果たしてきたところでありますが、

現在の利用者だけでなく、公民館を利用していない方々、中高生や若者が気軽に集まり交流する、

併設する図書館で得た知識や情報を実践し、新たな公民館活動やネットワークづくり、人間力の

向上につなげる、そうした役割を担っていく公民館となるよう複合的な整備をしていきたいと考
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えています。

さいはく分館の建てかえを全面否定はしませんが、費用の額を考えると、さいはく分館の改修

の考えはないのかと聞くという御質問でございます。これまでの議会答弁でもお答えしておりま

すように、さいはく分館につきましては、耐震強度問題も含めまして、施設全体の老朽化が著し

く、雨漏り、急な狭い階段やトイレ、調理室等の設備面でのふぐあいも生じております。また、

皆が集える交流拠点としての機能の充実や隣接する図書館の充実、そして公共交通の見直しに伴

う交通の結節点としての機能の付加などを勘案しますと、現在のさいはく分館の改修では対応し

切れないものであり、建てかえにより整備を行いたいと考えているところでございます。

さいはく分館の公民館主事の早期配置については、教育長のほうから答弁をいただきます。

次に、子育て支援施策を問うという御質問でございますが、町長としましては、子供の遊び場

の設置についてお答えしますので、後ほどその他につきましては教育長のほうから答弁いただき

ます。

子供の遊び場の設置については、以前より保護者の方々から、町内に子供を遊びに連れていく

場所がないという声をお聞きしており、９月議会において検討に必要な予算をお願いしたところ

です。荊尾議員からの御質問にもお答えしておりますが、現在、子育て世代の方から意見を聞く

ための座談会を開催しており、１１月に第１回目を開催し、御意見をお聞かせいただきました。

次回は１２月１４日に開催を予定しており、今後の検討により構想をまとめ、来年度には整備を

開始できるよう準備を行う予定としております。検討の状況については、町ホームページや子育

て支援サイトなどで引き続きお知らせしていきたいと考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） まず、複合施設計画を問うとのお尋ねの中で、さいはく分館に公民館

主事の早期配置を求めるとの御質問にお答えをいたします。本件につきましては、これまで幾度

となくお尋ねをいただき、お答えをさせていただいております。公民館担当職員としましては、

教育委員会事務局内に専任職員１名、兼務職員１名の２名を配置し、公民館長は私が兼務をいた

しております。また、繁忙期には人権社会教育課の職員全員で対応する体制といたしております。

職員が施設配置でないがために、特段大きなトラブルが生じたとの認識も現在持ち合わせており

ませんので御理解をください。当面この体制で公民館業務を進めてまいりたいと考えております。

今後、現在検討が進められております複合施設の概要が明らかになれば、しかるべき段階で公民

館業務に当たる職員体制について、改めて考えなければならないと認識をいたしております。

－８３－



次に、子育て支援施策を問うとの御質問にお答えをしてまいります。まず、入学準備金の支給

は用品の購入時期に間に合わせるとともに、支給額の増額を求めるとのことでございます。新入

学用品を保護者の皆様に御購入いただきますのは、入学前の２月から３月と承知をいたしており

ます。小学校ではおおむね２万円から３万円、中学校ではおおむね３万円から５万円、これに自

転車の購入や部活動用品等が加わると考えております。こうした一時的な多額負担への対応につ

きましては、以前修学旅行費の支給において見直しをした経緯がありましたので、新入学用品に

ついても同様の課題があると認識をいたしております。新入学用品費につきましては、これまで

は１学期末にお支払いをさせていただいておりましたが、新年度に向け、要保護、準要保護家庭

の認定を１カ月早め、修学旅行費と同様に入学後速やかにお支払いできるよう、現在事務手続や

具体的な対応について内部調整いたしているところであります。御理解をいただきますようよろ

しくお願いをいたします。

増額を求めるとのことでありますが、支給額については今春より増額の見直しをさせていただ

いております。小学校では２万４７０円だったものを４万６００円に、中学校では２万５５０

円を４万４００円に引き上げさせていただきました。先ほどお答えさせていただきました現状

にほぼ見合う額と認識をいたしております。現段階での増額は考えておりませんので御理解くだ

さい。

次に、給食費の無償化を求めるとのことでありますが、これまでも幾度となくお答えをさせて

いただいておりますので、御理解をいただきますようよろしくお願いをいたします。

次に、教材費を小学校６年生まで町負担とすることを求めるとの御意見でございます。本件に

つきましても、これまでお答えをしてきたとおりであります。本町子育て支援施策全体の中での

優先度や継続性等を吟味をしつつ、財政状況を見きわめながら判断をすべきものと考えておりま

す。当面、現状どおりの対応を継続したいと考えておりますので御理解ください。

最後に、貧困世帯への予算の増額を求めるとのことでございますが、これも前回お答えをした

とおりであります。町民の皆様のお声に耳を傾けながら、公正、公平な施策の実現に引き続き努

めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君の再質問を許します。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 質問をいただきましたので、これから再質問をさせていただきま

す。
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まず、最初に言いましたように、第３回の検討委員会が、これはちょうど私、昼前に事務局の

ほうへお邪魔いたしまして一般質問の届けを出しました。そのときに、その時点、いわゆる午前

中だったと思いますが、開会がされたようでございまして、そして、８日の初日の本会議終了後

に配付された分、そのときの検討委員会に配付された分の資料をいただきました。ありがとうご

ざいます。それを見ますと、ざっと見るんですけども、説明を逐一聞いたわけではありません。

これをいただいた分を内容を見たんですけどね、私はね、まず基本に考えてられるのはどこなの

かということ。

１つは、修復はどうなのか言ったけど、耐震性、老朽化を見たら、その考えはないということ

で、それも一つ妥当な考えかなと思いますが、一番基本は今度、あのままではいけませんので、

建てかえるということで、そうすると、複合施設とするということなんですが、私は基本に置い

てほしいのは、今の公民館があるのを建てかえるということになれば、基本はやはり公民館が第

一の主体だと思うんですけども、いろいろ聞いてみますと、その中であるのは、先ほど答弁であ

ったのは公民館、そして図書館、それと交流の場として複合の施設を考えるということの答弁だ

ったと、私、受けとめたんです。私は、交流の場はもちろんそうでしょうけども、今ある公民館

をより社会教育の場としていくために、それを基本にすべきで考えに立つべきだと思うんですが、

その点についてはどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

公民館をもとに考えてますので、当然公民館を中心にするべきだろうと、私も思いますが、利

用される、それから、これから未来にわたって利用していく若者やそれから利用者のこの御意見

がやっぱり一番大事だろうと思ってます。この人たちがこれから先のこの施設を有効に利用して

いただいてこその施設でございますので、今、検討会をしてるのは、その人たちがどういう施設

であれば、また、今後将来にわたって、どういう機能があれば地域の皆さんの学習や、それから

社会教育や、そういうことに有意義になるだろうかと、こういう意見をいただいてるところです。

その内容につきましては、先ほど私が申し上げた内容でございまして、今のままの公民館に決し

て皆さん満足していない、そういうことが要因になってるところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私、これをいろいろ見まして、そうすると、ここにこれまでに聴

取した意見等ということで、ずらずらっとこう書いてあるわけなんですが、会議室だとか、機能

施設、それから機能の設備だとか、そういうことがいろいろ書いてありまして、それで、その中
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でいろんなワークショップのとこの意見がたくさん載っております。これページ数にすると４ペ

ージなんですけど、この中で全部取り上げられるとは思いませんけども、恐らく、どれだけのも

のをやられるかと思うんですけども、この中でかなりのことをやられると思えば、相当な床スペ

ースというんですか、それがかかると思うんです。現在のところの床のスペースが載ってるんで

すけども、ここに載ってますね、総床面積が現在のは０８９平米と、総延長の床面積というこ

となんですけども、この中でどれぐらいのスペースに総面積というものを抑えようとされている

のか、そのことについてどう考えておられるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

先ほど議員おっしゃられました住民ワークショップなど開催いたしまして、非常にたくさんの

御意見を町民の皆様、御参加の皆様からいただいたところでございます。そういったいただいた

御意見、なるべくたくさんは反映させていきたいと思っているところではございますけれども、

おっしゃるように面積的なこともございまして、また、必ずしも全ての機能がいつでも使える状

況にしておく必要があるのかということも考えております。

先ほど町長答弁にもありましたけれども、交流の場というようなスペースを考えているんです

けれども、例えばその中に常に常設というわけではなくて、その機能を満たせるような仕組みを

つくっていくというようなことを考えておりまして、先日開催いたしました検討委員会のほうで

も委員さんのほうから、フレキシブルな使い方を考えてはどうかというような御意見もいただき

ました。確実に未来永劫この場所はこれに使うというのではなくて、その時々に必要な使い方を

考えていってはどうかというような御意見もいただいたところでございます。

そういったことも踏まえまして、多様なという表現がどうかわかりませんけれども、使い方に

ついて考えていきたいと思いますし、あとは床面積のことについても御質問がございました。こ

ちらも今何平米という決まったものがあるわけではございませんけれども、そういった図書館だ

とか公民館、あとは交流の場という中で、こういったいただきました御意見を反映させていくた

めに必要な床面積というのは、現在もなんですけれども検討しているところでございます。以上

でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） いろいろ聞いても、検討中だということの答弁が返ってくるだろ

うと私は思うんですけどね。結局、最終的にいつからここを決めていく、最終的にどういう規模

で、どういう内容にするかといって決めていくということは大体の期間ということは、何月何日
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とは言いませんけども、いつごろにやりたいということは、町長の答弁でも最初のときにあった

んですけども、恐らく来年度には着工にかかられると思うんですけども、大体計画をはっきりと

決めるというのは、いつごろに想定されてるんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

このたび議員もお手元に資料をお持ちだと思いますけれども、こちらの計画、今、資料の格好

になってますけれども、これを計画の形にまとめまして、今が１２月ですので、年明けには次の

委員会を開催をしたいと思っております。ここで、今検討しております基本計画の素案というか、

案というものを委員の皆様にはお示しをしたいと思っております。その後にパブリックコメント

なんかもかけまして、年度内にはこの基本計画、現在の基本計画をまとめるというスケジュール

で考えているところでございます。

また、先般開催いたしました第３回の検討会の資料につきましては、後日ホームページのほう

にも掲載いたしまして、ごらんいただけるようにしたいと考えておりますので、あわせてよろし

くお願いいたします。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私、これずっと見てたんですが、深くではないですけど、見たん

ですけどね、近隣の建物ですね、近隣の建物といいますと、一番近いのはプラザ西伯、図書館は

もちろんもう隣接してるんですけども、プラザ西伯なんかにこういう記載があるわけなんですね。

収容能力が大きい大会議室を中心に、比較的規模の大きなイベントや集会等に利用されていると

いうぐあいに記載されておりますね。ですから、私はそんなに、部屋数は要るかもしれませんけ

ども、そんなに大きなもんにする必要はないんじゃないかと、今あります現存の、今度壊そうと

しておられるそこと比較して、そんなとてつもないという言い方はどうか思うんですけども、そ

れをすることまでしなくてもいいんじゃないかというぐあいに考えるんです。なぜかそういうか

というと、大きなもんを建てるには建設費はもちろんかかります。それから、その後のランニン

グコストですね、これがやっぱりかかるわけなんですね。よく世間一般で言われるんですが、国

でもそうなんですけども、将来、次世代にツケを回してはならないというようなことをよく言わ

れるんですよ。そうすると、コンパクトなもんで本当に社会教育に必要、これを中心に考えてつ

くって、それで、その中でコンパクトなもんにして、将来も経費がそんなにかからないというこ

とを十分に検討しておくべきのが、それでないかと思うんです。

そこで聞くんですけども、一体、以前からも私、この場でも聞いたんですけども、建設予算と
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いうもんは、一応ある程度の歯どめということを決めておられるでしょう。もう無限大じゃない

でしょう。一応財政面から考えると、このあたりまでが限度だなということがあると思うんです

けども、そこら辺どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

このたび委員会でお示しをさせていただきました機能、繰り返しになりますけれども、公民館

と図書館と交流の場というようなところを主にしました機能ということで、その中に、こんな部

屋が置きたい、こんなスペースを置きたいという部分まで含めまして、先般の委員会のほうでは

大筋御了解というか、委員さんのほうからはいただいたところでございます。今後、こういった

機能を入れていくのに必要な面積等出しまして、そうした上で予算額というか、必要な経費、工

事費等は算出できるものかと考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） もちろん設計図ができなかったら、はっきりした金額というもの

はできんと思うんです。しかし、基本的なものとしては、予算というものが当然ここまでで、例

えて言うと、前回も言ったんですけど、施主のほうが、これだけのお金なら出せるけども、だか

らその中で範囲で一応計画を立ててくれんかというのが、これが筋だと思うんですよ。でないと、

もちろんここで検討委員会でも十分、最終的にはできたらどれぐらいかかるかというのはわかる

と思うんですけども、常識から考えると、施主はですよ、これだけなら範囲はいいなということ

はあると思うんですけど、何でそれが言えないんでしょうか。まだなんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。

亀尾議員は、今ここでどのぐらいの予算ということを町長の口から言わせたいのかもしれませ

んけれども、これは私がなぜ言えないかというと、それは住民の皆さんがいろいろな希望を持っ

てるからです。例えば、今もありますけども、食改っていうんですか、皆さんが料理だとかああ

いうことをするスペースがありますよね、ああいうものをするかしないのか。今の社会教育とし

て、今、公民館が持ってる機能を、水回りだとかああいうものを入れるか入れないのかで全然変

わってくるわけです。でも、一方では、若者たちが集えるような場所が欲しいだとか、お父さん、

お母さん、若いお母さん方が夜遅くまででも話ができて、お茶でも飲める場所が欲しいだとか、

こういう意見もあるわけです。これをこれから詰めていきながら、本当にそれが要るのか要らな

いのか、この辺を皆さんと決めていかない限りは、私が軽々にこれは幾らって言いますと、これ
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がまたひとり歩きすると思う。それによって、私が言った言葉によってひとり歩きして、それが

小さくなっても大きくなってもいけません。まだ、今回もう出てないと思いますけれども、ホー

ル的な機能だとか、ああいう御意見もありました。これ全然規模が変わってくるわけです。

私としては、できるだけ図書館機能であったり、皆さんが集う場所であったり、それから公民

館機能であったり、コンパクトなものでいいじゃないかと思っています。さらに、あそこは公共

交通が変わりますので、今の駐車スペースだとかそういうことを考えればレイアウトも少し変え

なくちゃいけない、そういうことはイメージはしています。しかし、そんな大きなものをつくる

のは、非常に厳しい財政の中で問題あるだろうなと思いますけれども、この額を言ってしまうと、

それによってこれはできる、これはできないということが決まってしまいますので、町長としま

しては、もう少し住民の皆さん方の御意見を中心に考えながら、最終的に施設、額は後からつい

ていくもんですから、何をつくるのか、一番冒頭申し上げましたように、公民館機能と図書館の

機能、こういうものを中心にした施設ということに変わりはないと、このように思っていますの

で、どうぞよろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） これ金額をはっきり提示できないということは、恐らくまた建設

の関係の人のこともあるから言いにくいだろうということはわかります。私は、じゃあ聞くんで

すけども、図書館の機能がいろいろあります。蔵書の関係だとかスペースの関係でなかなか不便

な面があるということなんで、そこで、今度建てかえの場合に、今の図書館と公民館は分離して

ますね、建物が。別棟になってる。それが、今の図書館は壊されると思うんですけど、そこから

今度は新しく建物につなぐということなんでしょうか。その点だけはどうなんですか、考えとし

ては。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、松田繁君。

○副町長（松田 繁君） 副町長でございます。

私も委員会のほうに出席させていただきましたんですけれども、その辺についても意見はいろ

いろあります。一つの考え方としては、今の図書館とできるだけ隣接というか、つなぐ形でやっ

たほうが、今現在の図書館も使えるということもありますので、そういうほうがいいじゃないの

かという考え方も一つありますし、もう一つは、逆にそこにつなげて建てるという前提で考える

と、結局土地の使い方とか、その辺がくっつけるという前提ができてしまうので、例えば交通の

結節点として使うでありますとか、あるいは駐車場の確保とかいうことを考えたときに、ちょっ

と制約が出てきて、それはあんまりよくないんじゃないかという意見もございますので、その辺
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も含めて、いろいろ御意見も伺いながら計画のほうは詰めてまいりたいというふうに思っており

ます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） ということは、今、副町長から答弁いただいたんですけども、あ

るいはによっては、将来の土地の区画というんですか、土地の使い便利からいうと、今の図書館

も一緒に壊すというんですか、やめて、新たに図書館も含めた公民館も一緒にしたと、公民館と

一緒なものを建てるということに理解すべきなんで、それもあり得るということなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、松田繁君。

○副町長（松田 繁君） 副町長でございます。

現時点では、今の図書館を壊して、全部建てかえるという想定はしておりません。現時点で図

書館として使っておりまして、もともとの財源的に補助金等も入ってると思いますので、そうい

う関係もございますし、ただ、今の使っている図書館の中身ですね、その辺について今のままに

するのか、あるいは当然新たに新しい施設にその図書館の機能を持ってくる場合に、新しいとこ

ろにどういう機能を持ってきて、古いところはどういう機能にするのかということの検討は当然

必要になってくるとは思いますけれども、現時点では、全部壊して全部建てかえるという想定は

していないという状況でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） わかりました。私は、使えるものはやっぱり使うべきだというぐ

あいに思います。

今の図書館、今の公民館、何か非常に使い便利が悪い、確かに使い便利悪いですけども、結局

２階の部分なんかはほとんど不能といっていいんですか、使うことができないような状況になっ

てると思うんです。だから、先ほど町長からの答弁もあったですけども、そんな大きな、できる

だけコンパクトにということなんですけども、私は、今度は雨漏りもなく、きちんと使えるよう

なことであれば、床面積も、それと部屋の数も、会議室とかそういうもの、そういうものを含め

ばそんなに大きいものにしなくてもいいと思うんです。問題は、今のんが余りにも傷み過ぎてい

るということ、そういうことからそういうことになると思うんですけども、ここにある要望とか、

いろんな層の人からのこういうのが欲しい、こういうのが欲しいというのがあるんですけども、

この中でやはりそこの、管理センターじゃなかった、そこのいこい荘でもないがな。（「プラザ

西伯」と呼ぶ者あり）プラザとね、それからそこの……（「しあわせ」と呼ぶ者あり）しあわせ

とか、そういう建物とか、そういうもんを利用して、の関連で有効利用していくということにな
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れば、私はそういうことで小ぢんまりとしたものでやるべきだというぐらい、繰り返しです。私

は、何ていうんですか、お金をできるだけ使わないということをしていただきたいなと思います。

一つは、どんどんという言い方は間違ってるかもしれない、人口がなかなかそううまくふえな

いということ、少子化が進んでいる中ですから、やはり今のこのような中で集う場所も必要でし

ょうけどね、ここにあるようなことを整備の中でどんどん入れるということはどうかなというぐ

あいに思います。将来コンパクトで経費もそんなにかからんでいいなということを、ぜひ考えて

いただきたいと思うんで。

それと、もう一つ、先ほど言われたんですけど、町長が。食改っていうんですか、料理のこと

なんですけど、私はあそこで大きな食堂的なものは必要とは思わんですけども、今、私がよく聞

くのは、配食サービスをやってるんだけれども、今の公民館のあそこの中ではとてもできないと

いうことで、あそこだけでもぜひ直してほしいという切実な声もあるわけなんです。ですから、

やはりあそこの中で一定の料理がつくれるようなこと、そういうようなことも十分やっぱり水回

りのことも考えてやるべきであるというぐあいに思うんですが、ぜひこれは取り上げていただき

たいと思います。

それと、小学校と、ここにもあるんですけれども、整備に当たっては現在の公民館の機能を確

保、充実して、図書館も併用しながら機能充実を図るため、小学校にも隣接した現在の位置に建

てかえることとし、魅力的な交流拠点として近隣の施設とも機能的にやってほしいということな

んですけども、結局小学校にごく近いところ、新たに土地をそっちにひっつけるということも、

これも基本的な考えの中に入っているわけですか。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁の前に事前に申し上げます。議事の進行上、延長の可能性もありま

すのでよろしくお願いいたします。

答弁のほうお願いいたします。

企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

土地の御質問だと思いますけれども、土地の部分につきましても、今、機能のほうが大体決ま

りつつあるところですので、必要な面積とも関係してきますし、あとバスとか駐車場のスペース

というのも関係してきますので、そのあたり総合的に考えて、判断をしていきたいと思っており

ます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 土地のスペースがなかったら、そりゃ新たに求めるのは当然だと
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思いますけども、私はできるだけ小学校が近くなんだから、行くというんで、せめて土地を広げ

る必要はそんなにないんじゃないかなというぐあいに思いますので、十分にそこら辺は検討に値

していただきたいというぐあいに思います。

それで、もう一つなんですけど、ここにあるのは木造、いわゆる鉄筋コンクリートではなくて、

木造の建物にしたいということなんですけども、これを私は非常にいいことだと思うんですけど

も、基本的にやっぱり木造でやるということが、それは頭に入ってるわけですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。

構造の話ですけれども、やはり何階建てにするかとかにもよりまして、全部木造でできるか、

果たして耐え得ることができるかというようなこともあろうかと思いますので、そのあたりも今

後どういった配置にするのがいいのかというところとあわせて、検討が必要な部分だと思ってお

ります。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） そういうことには、ぜひ木造のほうで、地震の教訓でいくと、き

のうだったかな、おとついだったかな、中海テレビでやってたんですけども、日野町のほうで地

震に遭ったんだけども、昔からの木造の家は地震に耐えていたというようなこともありましたの

で、やはり日本ではどちらかというと鉄筋よりも木造のほうが合うんじゃないかなというぐあい

に私も思うんで、ぜひ進めていただきたいと思います。

そこで、私は言うんですけども、一つは、これを見ますと、公民館の今の利用度が載っており

ますけども、利用度が高いのか低いのか、それについてはどういうぐあいに思っておられるのか、

建物に対してですね。仮に利用度が低いというぐあいに見られるなら、一体何が原因でこうなっ

たのか。一つは、建物が使えなかった部分があるのか、あるいは職員の配置がなかったからかな

のか、そこら辺についてどう考えておられるのか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。

利用度といいますか、各部屋ごとに利用される頻度をどういうふうに分析をしてるかというと

ころであると思いますけども、議員も御承知のように、２階は雨漏り等で非常に使えない状態で

すので、ほぼ利用はされていない状況であります。あと大集会室等につきましては、季節的に大

きな行事等がある場合とか、公民館教室で使われているという状況でありますので、それほど極

端にこの月は非常に少ないとかっていうところまではいかないというふうに思っております。た
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だ、どうしても施設自体が古くなっておりますので、プラザ西伯のほうで会議等をされたり、そ

ういう形で会議等のほうが少し、ほかの施設を使われてる状況にあるなというふうには承知をし

ております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） もう一つ、先ほど私言ったんですけど、いわゆる社会教育担当の

職員がいるか、いなかった、これも一つは原因があると思うんですけども、そこはどうなんでし

ょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。

現在、法勝寺地域振興協議会のほうに管理、運営のほうをお願いをしておりますし、公民館教

室については、人権社会教育課の公民館担当が直接教室の皆さんといろいろ話し合い等、情報共

有をしておりますので、現地に職員がいないために不都合が、すぐに対応ができているかといえ

ば、そういう部分では少しタイムラグが起きてるとは感じておりますけども、現地のほうに職員

がいる、いないというところでそうそう大きな御迷惑をかけてるというふうには認識をしており

ません。以上です。（サイレン吹鳴）

○議長（秦 伊知郎君） しばらく待ってください。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 先ほど御答弁ありました、そんな大きな御迷惑はなかったという

ぐあいに、小さな御迷惑はありますよ、私行くんですから。行ってやっぱり、今はもう仕方がな

いといや、今はそこの西伯公民館に行っても対応してくれないから、頭から天萬の庁舎のほうへ

行って、そこで聞こうかな、対応してもらおうかなということはあるかもしれませんけど、当初

は、やっぱりここへ行ったんだけれども、いけんのんで、結局は天萬庁舎の教育委員会行くよう

になったというようなことがあって、もうそれがこびりついてると思うんですよ。だから、私は、

職員を配置するということ、このことは、今もうここは傷んでるから仕方がない、聞きに行かん

とすればわずかに、それで建てかえに入ったらなかなかそこは使えないからそうだと思うんです

けど、少なくともやはり職員を配置することを早急にやるべきだということを求めるんですが、

どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。

地域振興協議会の皆さんには、ふだんから利用者の皆さんとの相談であるとか、受付業務等に
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ついては非常によくしていただいてるというふうに思っております。夜の何かトラブルがあった

場合でもすぐ対応していただける状況だというふうには思っておりますので、全く施設に人がい

なくて御迷惑をかけているというふうには思っておりません。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 念を押すんですけども、以前９月の議会のときにこの問題を質問

しましたら、新しい施設ができたら配置をするということなんですけども、それは約束できます

か。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

だんだんと複合施設の概要が固まりつつございますので、職員配置は必要だろうというぐあい

に思っております。あるいは、その施設ができたら入れるということばかりでなくて、やはり一

定しかるべき段階からそういう業務内容についてかかわる職員というのは配置をしたいというぐ

あいに思っております。

こうやって何回か複合施設の問題、あるいは公民館のあり方について、議員さんと議論するん

ですけど、うまくなかなかかみ合わないと僕は感じています。そこはどうしてかなと思うんです

けど、公民館というのは社会教育という範疇に入るわけであります。学校教育もそうであるよう

に、時代の変化の中でその役割なり期待されるものがやっぱり変わってくる、ここをやっぱり共

通理解をしていかないと、なかなか議論がかみ合わないいうぐあいに私は思っています。さまざ

まな学習の場が、昔に比べれば非常に多くなってきています。選択肢が非常に多くなってくる。

そうした中で、いわゆる税金を使って行政がする学びの支援というのはどういう中身なんだ、ど

ういうことを担うことが期待をされてきている時代になっていくのかということをやはり考えて

いかないといけないというぐあいに私は思っております。

ここに、ことし米子で中四国の社会教育の研究大会を、鳥取大会、ことしございました。この

大会の大きなテーマは、「学びと活動の循環に向けて」というテーマになっている。私が社会教

育というか公民館におったようなころは、こういうような視点が非常に弱かったわけです。まさ

にそれぞれの皆さん方の生きがいをどうつくるかとか、それをどうお手伝いを行政としてさせて

いただくかとか、あるいは仲間づくりをどう進めていくんだみたいなところが、どちらかいうと

中心であったわけであります。そういう時代からすれば大きくこのあたりが、学んだことをどう

地域づくりやまちづくりや、そういうものに生かしていくのか、こういう部分でもって税金を投

入をした学びとしては支援をしていくんだ、やっぱりこういうような流れの中で、いわゆる公民
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館というものが果たすべき役割というものをしっかり考えながら、意見交換をしていかないけん

ないうぐあいに思っています。

もう１点、済みません、長くなりましたけれども。御承知のように、近隣町村でも公民館とい

う名称を使わないところもございます。もう一つ、ちょっと私のほうで今、掌握しておりません、

県内で２自治体があるはずで、中部のほうではないかな、いうぐあいに思っています。それから、

東部の鳥取市のほうは、公民館という名称は実はまだ残っているんですけど、実は市長部局が全

て握って、握るじゃないわ、管轄をしている、そういうような変化も起こってきている。私が持

っておりますデータで、平成１７年から２７年、この１０年の中で全国の公民館という施設の名

称ということになると思いますけど、約０００件減っています、減ってきている。それは、公

民館というものがなくなったわけではなくて、ほかの名称に変わって複合的な機能を持たせなが

ら、よく言われるのはコミュニティーセンターみたいな形の中で、公民館の機能をしっかり果た

していく、こういうような動きが最近というか、動きかなというぐあいに思っております。そう

したことも頭の中に入れながら公民館のあり方や、したがって、公民館の役割がこういう役割だ

から、だから結局職員をそこに置いちょかないけんぞという話をやっぱり積み上げていきたいな

と、そういうことを意見交換をしていきたいなと、そんなぐあいに私、今思っておるところでご

ざいます。長くなりました。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 確かに時代の流れで名称は違うでしょう、その建物の名称は違う

ということは、それはあり得ることと思うんで。だけど、名称が違ったからといって、ほいじゃ、

そこに公的な職員を置かなくてもいいなんていうことは、それは通らんと思いますよ。だって、

今いろんな活動が、分が広くなってますね。そういう中であったら、むしろ体育面だとか文化面

だとか、そういういろんな部分があるんだから、それに対応するだけの人員を配置する、むしろ

ふやすのが、それが当然ではないでしょうか。だって、教育でもいろんな分野でも専門職がどん

どん分離してできてますね、例えば医療関係でいうと、何々科、何々科、何科いっぱいできてる

でしょう。だから、社会教育の面だっていろんな分野があるんだから、だから建物は名称が違う

にしても、職員は置かないけんじゃないでしょうか。私は当然だと思います。ですから、改めて

言うんですけども、今、工事中になったら仕方がないんだけれども、そうでなかったら、新たに

その建物がスタートしたら、その時点からきちんと職員を置くということ、公的な職員を置くと

いうことを、ぜひやるべきだということを改めて求めておきます。

それから、次、子育てのことなんですけども、私が一番最初に言ったんですけども、入学準備
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金の支給なんですけども、これ言われたのんは２月から３月にということなんですけども、が購

入なんですね。これ実は私、見たんですけども、文科省が準要保護児童生徒支援、待ってくださ

いよ、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励補助金交付要綱というものが、こ

れ出してるでしょう。末端のここには来てないかもしれない、県の教育委員会に文科省が出して

るんです、３月３１日に、ことしのですよ。当然これでは、内容を見ますと、こういうぐあいに

なってますよ、要綱の中で拾うんですけども、小学校への入学の者は、いまだ学齢児童に該当し

ないため、これまで当該補助の対象とはしていなかった。しかし、小学校への入学年度開始前の

支給も補助対象にできるように交付要綱を改正を行うということです。つまり、まだ学校が始ま

ってないんだけれども、小学校へ入る子には入学前にもう出していいんだというぐあいに、全国

で至るところでそういうことをやってるんですよ。ただ、今もう新たに出すなら、年度内に出す

ということになると、予算の関係があると思うんですので、難しいかもしれませんが、来年度は

ぜひやってほしいし、ことしももしそういう気持ちがあるなら、臨時の議会を開いて、予算をつ

けていただくというようなこと、そしてまた、今から新入児童に対しては申し込みの用紙を渡し

て、該当する旨があったら出しなさいということをやるべきだと思うんです。でないと、将来を

担っている子供たち、そして世帯の経営に苦しんでおられる人、保護者の人、そういう家庭に対

しては積極的にやっぱり行政として支援をしていくということ、このことをやるべきだと思うん

ですが、まずはお聞きします。こういう県教委のほうから、文科省からこういうもんがあるよと

いうことが来たんでしょうか、どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

私のほうで定かな認識がございません。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 今からでもね、すぐ県教委のほうへ問い合わせてください。必ず

これは来てるはずですから。ですから、それに対しては今、この２９年度でも対処ができるよう

なことがやれるんであれば、ぜひとっていただきたい。どうなんでしょうか、連絡とってくださ

いませんか。（発言する者あり）いや、県教委のほうへ、どうなのかということを。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

そのことは確認はとりたいと。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。
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○議員（12番 亀尾 共三君） もしですね、もしというか、これは当たり前のことですから、当

然ですけど、県教委から返事があると思うんですけど、もし来年の４月から入学する子供たちに

も新入学の用品がお金がかかるんだから、何とか支援してあげたいなという心を持っておられる

と思うんですが、その点についてはどうなんでしょうか。大変な状況だと思いますよ、実際、１

人とか２人とか子供さんが今おられて、また下の子がことしから入るというような状況にあった

ら、子供たちにもそういうことを支援をしてあげるということは、ぜひそういうことをやるべき

だと思うんですが、どうなんでしょうか、その気持ち。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

亀尾議員さんの言われる支援というのは、要保護、準要保護の話として理解をしていいですね。

現在も、先ほど答弁でお答えをしましたように、ほぼ現状に近い金額について、この４月から実

施をさせていただいておりますので、今の議員さんのほうで御指摘のところは、そこのところお

支払いをされた金額を早くバックができるようにせいよという御指摘でございます。先ほど答弁

をさせていただきましたように、ことし２８年度においては、２月、３月にお支払いいただくん

ですけど、それが実際上にお手元にお返しができとったのが１学期末だったんです、これまで。

これが早くという部分については、当然私どももできるだけそのことについては早くお応えをせ

ないけんだろうというぐあいに思っております。今の一番早くできる方法が、４月１日の認定と

いうことになるわけですので、一番早く、４月の最初の支払い日にぜひとも払うという前提で、

事務手続をどのように変えていけばそれが可能かということで、認定を一月早めるとか、そのあ

たりのことを今調整をして、それに向かっているという状況でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 教育長、私が言いたいのは何かといいますと、４月の１日じゃな

しに、恐らく８日ぐらいが入学だと思うんですけども、新入生は。その時点で買って間に合うん

ならいいんだけれども、それまでに、４月に入る時点にいろんなもの、用品やっぱり買っておか

んといけんでしょう。それに間に合うように支給していただきたい。ただやみくもじゃないんで

すから、だからその申し込みと申請をもっと早目に、今度入る子供に向けて、それに向けて渡し

てあげて、それで３月になるか、もっと前か、２月になるかもしらんが、そのときに申込書を受

け取って、該当するんであれば、そのとき、旧年度中ですね、新年度に入る子に旧年度中にその

保護者にお金を支援をしてあげると、ぜひそうすべきだということを言ってるんですけど、どう

なんでしょうか。（発言する者あり）
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○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後５時１８分休憩

午後５時１８分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 永江でございます。

お支払いいただいて、そのほかのいろいろなメニューもたくさんあるわけであります、給食費

など。お支払いをいただいて、それを補填をする、こういう原則でこれまで来て、この制度来て

おりました。事前にお支払いをするみたいなことはやってきていないというのが事実でございま

す。

今、考えながら、できない理由というわけではありませんけれども、急な異動だとか、お父さ

んの異動で急に変わらないけんようになったみたいなところのことも、いろいろなことはあるな

というぐあいに思っておるところでございます。検討材料として検討させていただくということ

で、今年度については、４月の最初の支給でお支払いをいただいてからの期間をできるだけ短く

するということで対応していきたいなと、御指摘の点については検討材料にさせていただくとい

うことでお願いをしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） しつこいようですが、年度からすると、３０年度は無理かもしれ

ません、１２月ですからね、あと３カ月ぐらいしかないからなかなか難しいと思うんですけど、

ぜひ次の３１年度になるのかな、入学対象者については、できるだけそういう配慮をしていただ

くように努力してくださいませんでしょうか。これは要望としておきます。

それから、今度は給食費のことなんですけど、無償化、これ何回も繰り返し言ってるんですけ

ども、以前、同僚議員の中でもあったんですけども、全額が仮に全生徒、小・中学校全児童に無

理な点、全部やろうと思えば、たしか以前の答弁では０００万ぐらいが、年間、できるという

ことあって、それ財源が非常に難しいんだということであれば、せめて、同僚議員から以前あっ

たんですけども、第２子、第３子については無料だなくても、例えば５０％減額してあげるとか、

そういうことにもまずすべきじゃないかということなんですけど、私は少なくとも学校給食費に

ついてはそれはやっぱりすべきだと思うんです。それと一つは、全額無償になれば全部そっくり

その仕事がなくなるわけなんですけども、残ればその仕事もあるんだけれども、しかしそういう

－９８－



ことから見れば、学校の現場としても見ておって、保護者に対する負担が減ったんだなというこ

とが実感として受けとめられると思います。そういうことから、ぜひ第２子、第３子については、

在学してなかったらだめですよ、上の子はもう卒業しとったら外れてもいいんだけども、２人、

３人か、一緒に今、小・中学校でいるんなら、２人目とか３人目は、４人目は金額を減額してあ

げるとか、そういう措置は少なくともやるべきだと思うんですが、どうなんでしょうか。００

０万もかからないんだから。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。

無償化を求めるということで、ずっと質問をいただいております。結論を申し上げますと、も

ちろん財政の問題というのもまずベースにあるというのが一つだろうと思います。あとは、私は

子育て支援というか、そういう義務の段階の御家庭支援としての優先度が、何もできりゃそれは

いいのかもしれませんけれども、全部何でもかにもただになるということは非常に厳しいという

のは、議員さんも承知のことだろうと私は思っています。そういう意味では優先されるかどうか、

そのあたりがやっぱり一つは考えてみることだろうなというぐあいに思っております。私の中で

は、優先度は非常に低いいうぐあいに思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 時間がありませんので、最後の質問になります。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 教育長の答弁では、優先度は非常に低いということなんですけど

も、私は今やっぱり食育ということが教育全体の中でも、そういうことが通じてあるんですから、

ぜひ前向きに検討して、南部町で学校へ来てよかったなと、それで保護者も支援をしていただい

て本当に助かったと、そういう学校の教育を進めていただきたいということを最後に申し上げて

おきます。答弁は要りません。終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、１２番、亀尾共三君の質問を終わります。

これをもちまして、本日予定しておりました一般質問は終わります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といた

します。

－９９－



明日１２日も定刻より引き続き一般質問を行う予定でありますので、御参集をお願いいたしま

す。本日は長時間御苦労さんでした。

午後５時２４分散会

－１００－


